
資料１     経済財政運営と構造改革に関する基本方針の抜粋 

 

経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2003（平成 15 年６月 27 日閣議決定）（抜粋） 

 

第２部 構造改革への具体的な取組 

７．予算編成プロセス改革 

―――財政構造改革を進めるに当たっては、予算の質の改善・透明性の向上が

重要である。このため、事前の目標設定と事後の厳格な評価の実施によ

り、税金がどのような成果を上げたかについて、国民に説明責任を果た

す予算編成プロセスを構築する。 

 

【改革のポイント】 

（１）トップダウンの予算編成を更に強化し、歳出の思い切った重点化を図る。 

（２）政策目標を国民に分かる形で明確に示し（「宣言」）、目標達成のために弾

力的執行などにより予算を効率的に活用し（「実行」）、目標達成の状況を

厳しく評価する（「評価」）という予算編成プロセスの確立を目指す。 

（３）平成 16 年度予算において、新しい予算編成プロセスを「モデル事業」と

して試行的に導入する。 

 

【具体的手段】 

（１）トップダウンの予算編成の強化 

・「改革と展望」において、主要な歳出分野についての複数年度にわたる指

針をより明確に示す。 

・「基本方針」等で内閣の経済財政に関する大方針を具体的に提示するとと

もに、予算の優先配分等の基本的な方針を明示する。 

・予算編成は、そのスタート段階から歳出水準についての考え方など、全体

像を明らかにしつつ行う。 

 

（２）新しい予算編成プロセスの確立に向けた基本的考え方 

・各府省は、「基本方針」で示された大方針の下で、達成すべき政策目標（予

算制約と両立するもの）を具体的に作成する。また政策目標は、事業の性

格に応じ、可能な限り定量的なものとする。各府省は、政策目標との関連

を明らかにしつつ予算要求を行う。 

・各府省は、政策目標を達成するために、効率的な予算執行に努める。また、

事業の性格に応じ、弾力的な予算執行を行う。 

・目標の達成や執行の効率性について、執行段階及び事後の政策評価等を厳

しく行い、その後の予算編成に結びつける。 

・事前評価・事後評価のための科学的手法を開発する。また、各府省は、Ａ

ＢＣ（活動基準原価計算）等のコスト管理手法への取組を一層強化する。 

・透明性を高めるために、発生主義会計等の民間企業会計手法の導入など、

公会計制度の改革を進める。 

 

（３）平成 16 年度予算における「モデル事業」の試み 

・各府省は、上記の基本的考え方に沿った第一歩として、モデル事業を検討

する。その際、下記の要件に合致した政策目標を設定し、内閣府と意見交
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換の上、ふさわしいものについては、モデル事業として概算要求を行う。

経済財政諮問会議で、当該事業について報告する。 

（ⅰ）定量的な達成目標であり、達成期限・達成手段が明示されていること。 

（ⅱ）何をもって「達成」とするか、評価方法が提示されていること。 

（ⅲ）目標期間は１～３年程度とし、各年度ごとの達成目標が明らかにされて

いること。 

・政策目標を効率的に達成するため、事業の性格に応じ、予算執行の弾力化

を行う。各府省は、弾力化に伴う効率化に応じ、これを予算に反映する。 

・複数年度にわたるモデル事業については、国庫債務負担行為等の活用によ

り、複数年度にわたる予算執行に支障のないようにする。 

 

（４）「モデル事業」の事後評価 

・計画期間終了後及び各年度ごとに、目標の達成状況等について政策評価や

予算執行調査等の評価を行い、国民への説明責任を果たす。そして、今後

の予算編成プロセスの改革に向けた検討材料とする。 

 

 

経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2004（平成 16 年６月４日閣議決定）（抜粋） 

 

第１部 「重点強化期間」の主な改革 

 ２．「官の改革」の強化 

 （１）予算制度改革の本格化 

  （モデル事業） 

  ・平成16年度予算から「基本方針2003」に基づき試行的に取り組んでいる「モ

デル事業」について、平成17 年度予算においては、導入効果が高いと見込

まれる電子政府に関する予算等について広く導入するほか、各府省における

自主的な取組を通じて事業の追加を図る。各府省は、原則として定量的なア

ウトカム指標（電子政府に関する予算については業務の効率化に関する指標

等）を用いた政策目標を設定し、内閣府と意見交換の上、ふさわしいものに

ついて、モデル事業として概算要求を行う。 

 

 

経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005（平成 17 年６月 21 日閣議決定）（抜粋） 

 

第２章 「小さくて効率的な政府」のための３つの変革 

 ２．仕事の流れを変える 

 （３）予算制度改革 

  （モデル事業等の一般化） 

成果目標（Plan）－予算の効率的執行（Do）－厳格な評価（Check）－予

算への反映（Action）を実現する予算制度改革を定着させる。このため、以

下の取組を行う。 

①「モデル事業」を試行から一般的取組に移行させる。その第１ステップと

して、「モデル事業」の基本的枠組みを維持しつつ、平成18年度予算から

は「成果重視事業」（仮称）を創設し、別紙の取組を行う。 
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＜別紙＞ 

「モデル事業」の一般化への取組 

・「モデル事業」の基本的枠組みを維持しつつ、政策評価との連携を強化し

た「成果重視事業」（仮称。以下同じ。）を創設し、次の要領で新たな段

階へ移行する。 

①事業の各府省の政策体系上の位置付けを明確にし、事業ごとの定量的な目

標のほか、当該事業に係る施策単位でもアウトカム（国民生活にとっての

成果）に着目した目標を設定する。注１、２ 

②各府省は、平成17年度予算に引き続き、自主的な取組を通じて「成果重視

事業」の追加を図る。注３、４

③財務省は、これまでの「モデル事業」の取組等を踏まえ、平成19年度概算

要求に先立ち、「成果重視事業」の要件等（目標設定の在り方、予算執行

の弾力化措置の基準等）を明らかにする。注５ 

 

（注） 

１ 事業ごとの目標は、単に事業規模等を示す指標ではなく、当該事業に係る施

策の実現に向けた効果を計測できる指標とする。 

２ 施策単位の目標は、定量的な目標を原則とする。 

３ いわゆる「最適化計画」に基づく情報システムの開発又は整備については、

原則として「成果重視事業」として概算要求するよう検討する。 

４ 平成18年度予算においては、各府省は、内閣府と意見交換の上、ふさわしい

ものについて、「成果重視事業」として概算要求を行う。 

５ 各府省は、平成19年度概算要求においては、当該要件等に沿って「成果重視

事業」として概算要求を行う。 

 

 

経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006（平成 18 年７月７日閣議決定）（抜粋） 

 

 第３章 財政健全化への取組 

  ２．「簡素で効率的な政府」への取組 

  （予算制度改革） 

・成果目標（Plan）－予算の効率的執行（Do）－厳格な評価（Check）－予算

への反映（Action）を実現する予算制度改革を定着させるため、「成果重視

事業」や「政策群」の取組を引き続き進める。 
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資料２ 平成18年度予算における「成果重視事業」一覧 （単位：百万円）

整理
番号 省庁名 事業名

期間
（年度）

事業の概要 定量的な目標
１８年度
予算額

  国庫債務負担
  行為限度額

繰越明許
費予算額

目の大括
り化

目間流用

1 内閣府
市民活動情報提供システム
の構築

17～18
全国のＮＰＯ法人に係る情報提供等
を行うシステムの機能拡充および、
運用管理。

アクセス件数月平均５０，０００件
ＣＳ評価の向上
事務の効率化年間５７０時間

115 - - ○

2 内閣府
食品安全総合情報システム
の構築

17～18
国内外の食品の安全性の確保に関す
る情報の共有・提供を行うための
データベースシステムの構築。

情報の提供件数3,500件以上
ＣＳ評価５０％以上
業務処理時間の半減

82 - 82

3
公正取引
委員会

役務分野下請取引適正化事
業

17～19
役務分野の下請取引の公正化のた
め、発注書面交付率を引上げる事
業。

書面発注率を95％に向上 45 - - ○

4
公正取引
委員会

法令遵守意識の向上 18～20
民間企業および地方公共団体におけ
る法令遵守意識の向上を図る。

・コンプライアンス・プログラムを整備している企業の
割合が増加した率
・地方公共団体等の調達担当官の独占禁止法の理
解度の向上

15 - - ○

5 警察庁
指紋業務用電子計算機の更
新

17～21
指紋情報を管理するためのシステム
を整備。

運用経費２割削減
システム稼働率１００％

1,236 5,008 -

6 警察庁
オンライン利用の促進のた
めの環境整備

17～21
利便性向上のため、ホームページや
電子申請システム等の利用環境を整
備する事業。

オンライン化率１００％
稼働率１００％
手数料の納付についてインターネットを利用した手
続きが可能な状況を継続

83 38 -

7 防衛庁 統合気象システム統合開発 18～19
統合気象解析予報システム及び統合
気象通信用システムを統合するため
の開発。

送受信する気象情報量に対応
外部連接に対するセキュリティ強化
気象情報作成領域の拡大
電算機借料等の１０％減

0 850 -

8 防衛庁 特別調達資金事務処理事業 17～20

特別調達資金業務に関する各会計機
関事務の電子化及び官庁会計事務
データ通信システム等とのネット
ワーク化。

業務処理時間１．８万時間減 179 - 179

9 金融庁
有価証券報告書等に関する
電子開示システム（ＥＤＩＮＥ
Ｔ）の更なる基盤整備等

16～19
有価証券報告書等の開示書類の一連
の手続きを電子化するEDINETの更な
る基盤整備。

EDINET情報公開サイトにおけるアクセス件数の増加
（18年度（平成18年７月～19年６月）21万８千件（月
平均））

52 - - ○

-
1
6
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整理
番号 省庁名 事業名

期間
（年度）

事業の概要 定量的な目標
１８年度
予算額

  国庫債務負担
  行為限度額

繰越明許
費予算額

目の大括
り化

目間流用

10 金融庁
公認会計士試験に係るコン
ピューターシステムの実施に
向けた構築

17～20
試験事務の効率化、受験者等に対す
る情報提供サービスの充実のためシ
ステムを開発。

公認会計士試験受験者に対する成績通知率の向上
（６０％）
インターネットを経由した情報提供サービスへのアク
セス件数の増加（５万件）

245 352 -

11 金融庁

適化計画の実施に伴う有
価証券報告書等に関する電
子開示システム（ＥＤＩＮＥＴ）
の再構築

18～19
有価証券報告書等の開示書類の一連
の手続きを電子化するEDINETの最適
化計画に基づく再構築。

システム開発・運用経費の削減効果を年間約７億円
とする

1,671 2,961 -

12 金融庁
ＩＴキャラバン（ＩＴ活用の現状
等に関する情報共有の場の
提供）

18
ＩＴ及び金融に関する有識者とのパ
ネルディスカッション等を行うシン
ポジウムの開催。

アンケートにより、提供情報の有用性について肯定
的な回答を得る。（７割以上）

13 - - ○

13 総務省 統計調査等業務の 適化 18～22
統計調査等業務の最適化を推進する
ための各府省共同利用型システムの
開発。

政府統計に係る経費及び業務処理時間の低減
○年間経費の低減：1.6億円
○年間業務処理時間の低減：5,000日

806 1,652 806

14 総務省 政府認証基盤 適化事業 18～20
政府認証基盤の最適化を推進するた
めの各府省認証局の集約・一元化に
よる共用認証局の整備。

・１４の府省認証局を一つの共用認証局に集約
・１７の電子文書交換用認証局を共用認証局に集約
・システムに係る経費、業務処理時間の低減（約7.8
億円、約381人日）

414 658 414

15 総務省
地方公共団体に対する調
査・照会業務システム整備

18～22

地方公共団体に対する各種調査・照
会業務の最適化の推進に必要なＬＧ
ＷＡＮ等を活用したシステムの開
発。

①地方公共団体に対する調査・照会業務に係る業
務処理時間の削減：年間延べ約3.3万時間（試算値）
②地方公共団体に対する調査・照会業務に係るシス
テム運用経費の削減：年間約3.1億円（試算値）

834 1,841 834

16 総務省
電子契約システムの構築の
ためのシステム設計

17～20
政府調達（公共事業に係る政府調達
を除く）手続の電子化を推進するた
めの電子契約システムの設計。

①官側業務の効率化：契約業務に係る所要時間を
32％削減
②民側業務の効率化：契約業務に係る所要時間を
40％削減

82 296 82

17 総務省
総合無線局監理システムの
電子申請機能等の高度化

17～20
申請書作成作業の効率化のためのシ
ステム開発及びセキュリティ強化の
実施。

①無線局免許申請等における電子申請率：30％
②無線局申請審査業務における業務処理時間の削
減：年間約１万6,000時間削減
③データ入力作業等に要する業務処理時間（電子申
請率が50％到達時点）：年間約２万4,000時間削減
④申請者の申請書作成時間（電子申請率が50％到
達時点）：年間約14万時間削減
⑤申請書類の提出に係る費用（電子申請率が50％
到達時点）：年間約２億5,000万円削減

832 2,762 832

-
1
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整理
番号 省庁名 事業名

期間
（年度）

事業の概要 定量的な目標
１８年度
予算額

  国庫債務負担
  行為限度額

繰越明許
費予算額

目の大括
り化

目間流用

18 総務省
電気通信行政情報システム
の 適化事業

18～21
電気通信行政関連業務の最適化を推
進するための電気通信行政情報シス
テムの開発。

①システム運用経費等の行政コスト削減：年間1.7億
円程度
②業務処理時間の削減：年間延べ4,200時間程度
③大規模災害によるセンターシステム停止期間の短
縮：１日以内

180 589 180

19 総務省
字幕番組・解説番組等の制
作促進事業

18～19
聴覚障害者のための字幕番組・解説
番組等の制作費に対する助成。

字幕付与可能な放送時間に占める字幕放送時間の
割合：100％

463 - 463

20 法務省
登記情報システム再構築事
業

18～22
事務処理の効率化を図るため、現行
のシステムを見直し、次期登記情報
システムを開発・整備。

・運用経費を平成15年度比で110億円程度削減（平
成23年度）
・平成19年度までに不動産登記及び商業・法人登記
に係る登記事務のコンピュータ化を完了
・平成20年度までに全ての登記所においてオンライ
ン申請を可能にする

54,250 11,412 - ○ ○

21 法務省
地図管理業務・システムの

適化事業
18～22

事務処理の効率化を図るため、現行
のシステムを見直し、地図情報シス
テムを開発・整備。

　全国の登記所数に対する地図情報システム導入
登記所数の割合
　平成18年度末:約15％
　平成19年度末:約35％
　平成20年度末:約60％
　平成21年度末:約80％
　平成22年度末:100％

4,477 - - ○

22 法務省
出入国管理業務の業務・シ
ステムの 適化

18～20
出入国管理業務の適正かつ効率的な
運営を図るためのシステム開発及び
運用。

オープンシステム・汎用ソフトウェアの導入等レガ
シー刷新のためのシステム再構築を通じて移行完成
時において現システムの運用経費から10.2億円(
適化後4年間の合計額)の削減を図る。

6,361 - - ○

23 法務省 裁判員制度啓発推進事業 18～20
裁判員制度についての理解と関心の
増進及び主体的な参加意識の醸成に
向け、広く啓発・広報活動を実施。

裁判員制度の認知率を100％にする。[現状
（H17.2.）：71.5％]
裁判員としての参加応諾率を全体の７割以上に増加
させる。[現状(H17.2.)：25.6％]

323 - - ○

24 外務省
内部管理業務用ホストコン
ピュータシステムの再構築

17～19
ホストコンピュータからオープンシ
ステムへの移行を前提として最適化
を実施。

・19年度末までにホストコンピュータシステム維持経
費を年間３億円削減
・業務処理時間の効率化

509 - - ○

25 外務省
国際機関における邦人職員
増強事業

17～21
国際機関への邦人の参画の促進と邦
人職員数の増加を図るための施策を
実施。

邦人職員数の10％増加 1,074 - - ○

-
1
8
-



整理
番号 省庁名 事業名

期間
（年度）
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１８年度
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  国庫債務負担
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繰越明許
費予算額

目の大括
り化

目間流用

26 外務省 在外選挙人登録推進 16～18
在外選挙人名簿の登録率を平成18年
度末までに約20％に引き上げる。

在外選挙人名簿の登録率（２０％） 177 - - ○ ○

27 外務省
在外経理システムの業務・
システム 適化

18～19
在外経理業務の業務・システム最適
化。

・月間勤務時間が250時間以上（サンプリング調査に
よる推定値）である在外公館の会計担当者の業務量
を１割以上削減
・維持・運用経費の削減

178 - - ○

28 外務省
領事業務の業務・システム
の 適化

18～20
領事業務合理化のための領事業務・
システムの最適化。

・約５．５億円の経費削減
・業務効率化による処理時間の縮減

153 - - ○

29 財務省
大型監視艇による沖縄・先
島諸島海域取締強化対策事
業

17～18
沖縄・先島諸島海域の取締強化を図
るための税関監視艇の建造等。

監視艇出動拠点から３時間以内で到達できる海域を
１００％とする。
パトロールの頻度を上げ、稼働延べ時間指数を平成
１６年度より向上させる。

516 1,138 496

30 財務省
予算編成支援システム 適
化計画実施事業

18～22
予算・決算業務に係る業務・システ
ムの最適化実施のための予算編成支
援システムの開発等。

・年間運用経費5.6億円削減
・業務の見直し及びシステムのオープン化開発によ
り、年間延べ約5,570日の業務処理時間の削減

565 632 -

31 財務省
官庁会計システム 適化計
画実施事業

18～20
予算・決算業務に係る業務・システ
ムの最適化実施のための官庁会計シ
ステムの開発。

・運用経費が平準化する平成22年度を目途に年間
運用経費19.4億円削減

6,763 18,715 6,763

32 財務省 次期税関システム開発事業 18～22
税関業務に係る業務・システムの最
適化実施のための次期税関システム
の開発等。

全貨物の輸出入申告のシステム処理率97％以上
NACCS等の稼働率100％

449 8,963 -

33 財務省
ＫＳＫ（国税総合管理）システ
ムの一部オープンシステム
化事業

17～18

ＫＳＫ（国税総合管理）システムの
一部をメインフレームからオープン
システム化するための開発及び運
用。

４年間のランニングコストを30％削減 489 1,595 -

34 財務省
国税電子申告・納税システ
ム（ｅ－Ｔａｘ）の全国運用及
び納税者等利便向上事業

17～18

国税電子申告・納税システム（ｅ－
Ｔａｘ）の全国運用及び納税者等の
利便向上を図るためのシステム整
備。

利用者満足度の向上（前年度以上）
130万件（目安）の利用件数

8,826 10,760 - ○

35 財務省
電話相談センターにおける
税務相談の集中化事業

18～20

税務相談室及び税務署に分散的に架
かってくる電話による相談を集中化
するための電話相談センターの整
備。

電話相談センターにおける相談時間が15分を超える
ものの割合を20％程度以下と短縮

217 218 -

-
1
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整理
番号 省庁名 事業名
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（年度）
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予算額
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36 文部科学省
都市エリア産学官連携促進
事業（発展型）

17～20
研究開発型の地域産業の育成。特に
発展が見込まれる地域について、更
なる産学官連携活動を実施。

特許出願数（289件）
事業化等件数（29件）

1,800 - 1,800

37 文部科学省
ナショナルバイオリソースプ
ロジェクト（ラット・ショウジョ
ウバエ）

17～18
バイオリソース及びそのゲノム情報
について、戦略的に開発・収集・保
存・提供を行う体制を整備。

ラット405系統保存、100系統提供
ショウジョウバエ36,300系統保存、16,100系統提供

400 - 400

38 文部科学省
一般・産業廃棄物・バイオマ
スの複合処理・再資源化プ
ロジェクト

16～18

廃棄物・ﾊﾞｲｵﾏｽに関する技術開発と
要素技術・影響・安全性評価及び経
済・社会システム設計に関する研究
開発。

エネルギーの変換効率を従来比1.7倍 475 1,422 474

39 厚生労働省 感染症発生動向調査事業 16～18

感染症発生情報をリアルタイムで各
自治体に提供し、感染症を発生・拡
大を防止するためのシステム開発
等。

「細菌性赤痢」、「腸管出血性大腸菌感染症」の年間
報告数を10％削減する

38 255 -

40 厚生労働省
健康増進総合支援システム
事業

17～19
国民の生活習慣の改善に資するプロ
グラム及び専門家の指導が受けられ
る双方向対話型プログラムの開発。

システムのアクセス件数（1020万件）
10都道府県での利用
回答者の30％～40％から満足との回答を得る。

242 343 115

41 厚生労働省
マンモグラフィ緊急整備事業
（女性のがん対策）

17～19
マンモグラフィによる乳ガン検診体
制の緊急整備のため、必要な機器を
整備する事業。

乳ガン発見者数約2,300人 2,313 - 2,313

42 厚生労働省
厚生労働省ネットワーク（共
通システム） 適化事業

18～24
厚生労働省の保有する複数のネット
ワークの集約化。

年間運用経費の削減（年間9.3億円）
年間のべ281人日の業務時間の短縮

98 - 98

43 厚生労働省
社会保険オンラインシステム
の見直し

17～22
社会保険オンラインシステムの最適
化を実施し、効率化を図る。

・年間延べ約223万人日分の業務量を削減し、年間
延べ約68万人日分の業務量を国民年金保険料収納
対策等の強化すべき業務に振り当てる。
・年間運用コストを約300億円削減する。

53,673 158,981 8,739

44 厚生労働省
職業安定行政における業
務・システムの 適化

18～22
職業安定行政関係業務に係る業務・
システムの最適化実施のための職業
安定行政関係システムの開発等。

・システムのオープン化、汎用化等により、新旧シス
テムのランニングコストを比較すると年間約100億円
を削減効果見込み。
・雇用保険賃金日額計算業務、採否確認業務など手
作業による処理の合理化等により、業務処理時間は
年間約8万人日の削減効果見込み

3,091 27,115 3,091

-
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45 厚生労働省
労災保険給付業務の業務・
システムの 適化

18～22
労災保険給付業務に係る業務・シス
テムの最適化実施のための労災行政
情報管理システムの開発等。

運用のライフサイクルコストを年間37億円（試算値）
すること及び業務処理時間を年間延べ33,531人日
（試算値）削減すること

3,152 15,883 2,576

46 厚生労働省
監督・安全衛生等業務の業
務・システムの 適化

18～22
監督・安全衛生等業務に係る業務・
システムの最適化実施のための労働
基準行政情報システムの開発等。

運用のライフサイクルコストを年間19億円（試算値）
すること及び業務処理時間を年間延べ6,754人日（試
算値）削減すること

922 4,151 922

47 厚生労働省
労働保険適用徴収業務の業
務・システムの 適化

18～22
労働保険適用徴収業務に係る業務・
システムの最適化実施のための労働
保険適用徴収システムの開発等。

年間約12億円程度の経費削減
業務処理時間の削減
　年間約17,000人日分（職員)(試算値)
　年間約8,300人日分（非常勤職員)(試算値)

1,574 5,644 1,574

48 農林水産省
商物分離直接流通成果重視
事業

18～20
卸売市場における物流コスト縮減等
を図るため、電子商取引システムを
開発。

・導入中央卸売市場の割合：40～50％（平成22年
度）（平成20年度（事業終了時）に20％を目指す）
・モデル地区の電子商取引取扱数量の割合：10～
25％（事業導入後２年以内）
・卸売業者従業員１人当たりの取扱数量・金額の対
前年比伸び率：過去５年間の平均以上

145 - 145

49 農林水産省
生産資材コスト低減成果重
視事業

18～20
生産資材費の低減を図るため、生産
資材の合理的利用体系を確立。

モデル地区における米生産費に占める10ａ当たり３
資材（肥料、農薬、農業機械）の15％低減

95 - 95

50 農林水産省 ＩＴ活用型営農成果重視事業 18～20
経営を効率化しつつ、大幅な環境負
担低減効果を実現するＩＴ活用型営
農を構築。

事業実施地区にて
10aあたり肥料成分流出量を５割削減
10aあたり農薬使用量の５割削減

95 - 95

51 農林水産省
低コスト植物工場成果重視
事業

18～20
農業経営費を大幅に低減するため、
革新的技術を活用した低コスト植物
工場を実証・確立。

収穫量１キログラムあたりの農業経営費を２０％低
減
低コスト植物工場の設置コストを２０００万円／１０㌃
まで低減

171 - 171 ○ ○

52 農林水産省
物流管理効率化新技術確立
事業

17～19
電子タグを活用した効率的な生鮮食
品物流プロセスの実証実験の実施。

当該システムを活用した作業体系を導入した市場に
おいて、物流作業コストを1/4程度削減する

95 - 95

53 農林水産省
高生産性地域輪作システム
構築事業

17～19

我が国の主要な気候・土壌条件に対
応した高生産性地域輪作システムを
確立するための研究、及び技術の実
証普及。

＜北海道畑輪作体系＞
労働時間：現状の40％減(ﾊﾞﾚｲｼｮ)
生産費：10％減(ﾊﾞﾚｲｼｮ)
＜水田輪作体系（関東・東海）＞
労働時間：現状の30％減
生産費：15％減

136 - 136

-
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54 農林水産省
バイオマス生活創造構想事
業

16～18
バイオマスプラスチックの製造コス
ト低減に向けた技術開発、技術実証
施設の整備、普及啓発等。

・バイオマスプラスチックを汎用プラスチック価格の３
倍で供給できる生産技術の実証
（生産効率１.３倍）
・バイオマスプラスチックの認知度の向上
（一般消費者等の認知度50％）

628 - 628 ○

55 農林水産省
総合食料局情報管理システ
ムにおける 適化の実施

17～19
オープンシステム化等、最適化の実
施に伴うシステム開発。

・事故品を確認した際の当該品の市場からの隔離等
に要する時間の短縮（１日→リアルタイム）
・運営経費の縮減（年間約５．３億円）
・民間事業者からの買取申込等の事務手続の電子
化率を５０％にする

266 791 266

56 農林水産省
国有林野情報管理システム
の開発

17～20
最適化計画に基づき、オープンシス
テム化等、新システムへの転換を実
施。

運用経費縮減（年約７．３億円）（平成19年度、平成
20年度）
国有林野の使用許可等にかかる電子申請を全国で
利用可（100％）とし、電子申請件数割合を30％とす
る（平成19年度）

374 1,001 374

57 経済産業省
特許事務機械化事業（新事
務処理システムの整備）

16～22
業務全般にわたる電子計算機利用に
よる効率的な事務処理及び検索シス
テムを構築しその実施を図る。

・インターネット出願24時間、365日サービス、データ
提供のリアルタイム化を通じた、利便性向上、サービ
スの充実。
・特許審査の順番待ち期間をＨ20に20ヶ月台、Ｈ25
に11ヶ月とする。
・電子出願率96％の維持・向上
・新事務処理システム稼働によるシステム経費を40
億円程度削減（Ｈ22）

29,171 26,904 2,690 ○

58 経済産業省 電子経済産業省構築事業 16～18
業務・システムの最適化に基づく情
報システムの開発や、その他緊急を
要する情報システムの開発等。

第三者の評価で世界トップ10より上
業務時間削減
利用者満足度の向上（現状の倍）
調達コストの５％減
開発総コストの10％相当の事務費削減

6,879 1,672 2,817 ○ ○

59 経済産業省 ゲノム情報統合プロジェクト 17～19

遺伝子の配列情報に、疾患との関連
情報や新たな研究成果等の有用な情
報を付加したデータベースシステム
を開発。

アクセス件数（倍増）
ページビュー（倍増）
ヒト全遺伝子のデータベースへの格納（３万から４万
個）

545 1,663 545

60 経済産業省
医療情報システムにおける
相互運用性の実証事業

17～19

医療情報システムの相互運用性の確
保を図るため、技術的に通信を可能
とするシステム間の相互接続の開
発・実証を行う。

電子カルテ普及率20％
医療情報システムの導入コストを削減（16年度と比し
て９％）

300 899 300
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61 経済産業省
地域医療情報連携システム
の標準化及び実証事業

18～20
地域の医療機関が、効率的な医療
サービスを提供するために必要な情
報システムの標準化及び実証。

全国の病院において、画像を通じて病院等間で診療
や治療を支援するシステムの導入率を２倍とする（計
画時は7.1％）

280 670 280

62 国土交通省
消費者へ提供される不動産
取引情報の拡充

17～19
インターネットを活用したシステム
を構築し、消費者が安心して不動産
取引を行える環境を整備。

・一般消費者向け情報提供サイトへのアクセス件数
年間3000万ページビュー
・不動産取引に対する不安感の解消が進んだ者の
割合（５割）

37 - 37

63 国土交通省
下請代金支払状況等実態調
査データベースの構築

17～19
下請代金支払状況調査の結果や指導
履歴等に関するデータベースを構
築。

要改善行為を行っている元請け業者を20％減少 8 - 8

64 国土交通省
ナノテクノロジーを活用した
プラスチックの研究開発

17～19
最新のナノ技術を活用して、強度、
難燃性、自然分解性を確保したプラ
スチックの研究開発。

法令上の技術基準に適合する平均的なプレジャー
ボート船体一隻あたり800キロ、平均的な鉄道車両
一両あたり約60キロ発生する廃材について代替でき
る自然分解性プラスチックの開発

36 - 36

65 国土交通省
自動車事故の情報収集の強
化と情報分析システムの構
築

17～19
自動車事故報告の電子化、自動車事
故報告データベースを活用した分析
システムの構築。

自動車事故報告対象事故の報告件数6000件
自動車事故報告書作成時間短縮（60分→30分）

16 - 16

66 国土交通省
宅地建物取引業免許等電子
申請システム構築事業

18～21
宅地建物取引業免許等手続きの電子
申請システムを開発。既存の不動産
業事務処理システムとの連携。

大臣免許業者30％、知事免許業者10％以上の者が
電子申請を利用
システム利用者が業務合理化に資するとした満足度
を50％とする

99 - 99

67 国土交通省
交通機関におけるテロ対策
強化のための次世代検査技
術の研究開発

18～19

爆薬等の個別特定を可能にする手荷
物検査技術及び非金属危険物の形状
認識を可能にする旅客検査技術の研
究開発。

爆発物の非検知率０％
非金属の刃物の非検知率０％
現行の法令等による性能基準相当に適合する

18 - 18

68 国土交通省
自動車分野の二酸化炭素排
出量評価プログラムの構築

18～20

運送業者の様々な省エネ取組みによ
る二酸化炭素削減効果の評価が可能
な自動車分野の二酸化炭素排出量評
価プログラムの構築。

自動車による輸送の実態を反映したCO2排出量を、
車両ごとのデジタルタコグラフ等による運行状況及
びそれに対応する積載状況データ等に基づき誤差
10％以下で予測することを可能とする。

62 - 42

69 環境省 こどもエコクラブ事業 17～18 こどもエコクラブへの支援事業。 登録会員数を平成18年度末に110,000人とする。 108 - 108 ○

-
2
3
-



整理
番号 省庁名 事業名

期間
（年度）

事業の概要 定量的な目標
１８年度
予算額

  国庫債務負担
  行為限度額

繰越明許
費予算額

目の大括
り化

目間流用

70 環境省
外来生物飼養等情報データ
ベースシステム構築費

17～19
特定外来生物の飼養等許可・届出情
報を管理するためのデータベースシ
ステムの開発等。

平成19年度末までに電子申請率10％（Ｈ21には
20％）
標準処理期間の30％短縮
実地立ち入り検査の50％増加

99 - 99

71 環境省 個体識別措置推進事業 18～20
技術マニュアルの策定等により、家
庭動物等の所有者明示措置の推進等
を図る。

マイクロチップ措置登録頭数770,000頭（平成２０年
度（平成１７年度の約８倍））
・個体識別措置を利用した逸走動物等の飼い主発見
体制を整えた地方自治体数（96自治体）

43 - 13

（注）財務省の「平成18年度成果重視事業一覧」に基づき作成した（予算額等は、概算要求時ではなく予算成立後のもの）。

-
2
4
-



 
資料３     成果重視事業に係る政策評価の実施状況一覧 
 

府 省 名 
評 価 書 

（送付を受けた日） 
評 価 対 象 事 業 種 別 

件 
数 

内 閣 府 平成 18 年度内閣府本

府政策評価書（事後評

価） 

（平成19年９月４日）

○ 市民活動の促進 
  ３ 政策に含まれる事業（政策手段）と評価 
  (２) 市民活動情報提供システムの構築(成果重視事業) 
  《市民活動情報提供システムの構築》 

 
○ 食品安全総合情報システムの構築（成果重視事業） 
  《食品安全総合情報システムの構築》 

 

２ 

公正取引委員会 平成 19 年度評価書 

（平成19年7月25日）

○ 下請法違反行為に対する措置（平成18年度） 

（２）平成16年４月の改正下請法の施行により、新たに下

請法の対象となった情報成果物作成委託及び役務提供

委託の分野の下請取引においては、従来から同法の対

象となっている製造・修理委託の分野に比べて発注書

面交付率が低いことから、この発注書面交付率を平成

17年度から同19年度までの３年間で製造・修理委託分

野の発注書面交付率まで引き上げる。 

  《役務分野下請取引適正化事業》 

 
○ 法令遵守意識の向上 

  《法令遵守意識の向上》 

 

２ 

警 察 庁 平成 18 年実績評価書

(平成19年 7月 12日)

○ ＩＴを活用した国民の利便性・サービスの向上（警察行

政の電子化の推進） 

  オンライン利用促進のための環境整備 

  《オンライン利用促進のための環境整備》 

 

１ 

金 融 庁 平成 19 年度事後事業

評価書（事業評価方式

により実施した事後

評価） 

(平成19年８月30日)

○ 公認会計士試験に係るコンピュータ・システムの構築 

  《公認会計士試験に係るコンピューターシステムの実施

に向けた構築》 

 

○ ＩＴキャラバン 

  《ＩＴキャラバン（ＩＴ活用の現状等に関する情報共有

の場の提供）》 

 

２ 

総 務 省 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

平成 19 年度実績評価

書（平成 18 年度に実

施した政策に係る実

績評価） 

（平成19年7月10日）

○ 政府認証基盤最適化事業 
  《政府認証基盤最適化事業》 

 
○ 地方公共団体に対する調査・照会業務システムの整備 
  《地方公共団体に対する調査・照会業務システム整備》

 
○ 電子契約システムの整備 
  《電子契約システムの構築のためのシステム設計》 

 
 

７ 
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府 省 名 
評 価 書 

（送付を受けた日） 
評 価 対 象 事 業 種 別 

件 
数 

総 務 省 ○ 電気通信行政情報システムの最適化事業 
  《電気通信行政情報システムの最適化事業》 

 
○ 字幕番組・解説番組等の制作促進事業 
  《字幕番組・解説番組等の制作促進事業》 

 
○ 総合無線局監理システムの電子申請機能等の高度化 
  《総合無線局監理システムの電子申請機能等の高度化》

 
○ 統計調査等業務の最適化 
  《統計調査等業務の最適化》 

 

法 務 省 平成 18 年度法務省事

後評価実施結果報告

書 

（平成19年8月24日）

○ 登記事務の適正円滑な処理（登記情報システムの再構

築） 
  《登記情報システム再構築事業》 

 

○ 登記事務の適正円滑な処理（地図管理業務・システムの

最適化） 
  《地図管理業務・システムの最適化事業》 

 

○ 好ましくない外国人の排除・外国人の円滑な受入れ 

  《出入国管理業務の業務・システムの最適化》 

 

○ 裁判員制度の啓発推進 
  《裁判員制度啓発推進事業》 

 

４ 

外 務 省 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 19 年度外務省政

策評価書（平成 18 年

度に実施した施策に

係る政策評価） 

（平成19年8月16日）

○ Ⅱ―１－６ 国際機関における邦人の参画の促進及び

邦人職員の増強 

① 国際機関職員となる人材の育成及び中堅以上の国際

機関職員となる人材の発掘 

② 各種資料配付やＨＰによる国際機関職員に関する広

報及び情報提供 

③ 国際機関への働きかけ 

  《国際機関における邦人職員増強事業》 

 

○ Ⅳ―１ 領事サービスの充実・強化 

③ 在外選挙人登録推進 

  《在外選挙人登録推進》 

 

○ Ⅳ―１ 領事サービスの充実・強化 

⑧ 領事業務の業務・システムの最適化事業 

  《領事業務の業務・システムの最適化》 

 

○ Ⅴ  IT を活用した業務改革 

① 内部管理業務用ホストコンピュータシステムの再構

築事業 

  《内部管理業務用ホストコンピュータシステムの再構

５ 
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府 省 名 
評 価 書 

（送付を受けた日） 
評 価 対 象 事 業 種 別 

件 
数 

外 務 省 築》 

 

○ Ⅴ IT を活用した業務改革 

 ③ 在外経理システムの再構築事業 

  《在外経理システムの業務・システム最適化》 

 

文部科学省 文部科学省事業評価

書－平成 20 年度新

規・拡充事業等－ 

（平成19年8月31日）

○ 都市エリア産学官連携促進事業（発展型） 

  《都市エリア産学官連携促進事業（発展型）》 

 

 

２ 

 文部科学省実績評価

書－平成 18 年度実績

－ 

（平成19年8月31日）

○ 政策目標４ 科学技術の戦略的重点化 

  施策目標４－４ 環境分野の研究開発の重点的開発 

  達成目標４－４－３ 「持続型経済社会」の実現に向け、

都市・地域から排出される廃棄

物・バイオマスの無害化処理と

再資源化に関するプロセス技術

開発を行うとともに、その実用

化と普及を目指して、影響・安

全性評価及び社会システム設計

に関する研究開発を産学官の連

携・協力を推進する。 

  《一般・産業廃棄物・バイオマスの複合処理・再資源化

プロジェクト》 

 

 

厚生労働省 厚生労働省における

政策評価の評価書 

（平成19年8月31日）

○ 感染症発生動向調査事業 
  《感染症発生動向調査事業》 

 
○ 健康増進総合支援システム事業 
  《健康増進総合支援システム事業》 

 
○ マンモグラフィ緊急整備事業 
  《マンモグラフィ緊急整備事業（女性のがん対策）》 

 
○ 厚生労働省ネットワーク（共通システム）最適化事業 
  《厚生労働省ネットワーク（共通システム）最適化事業》

 
○ 職業安定行政関係業務の業務・システム最適化事業 
  《職業安定行政における業務・システムの最適化》 

 
○ 労災保険給付業務の業務・システム最適化事業 
  《労災保険給付業務の業務・システムの最適化》 

 
○ 監督・安全衛生等業務の業務・システム最適化事業 
  《監督・安全衛生等業務の業務・システムの最適化》 

 
○ 労働保険適用徴収業務の業務・システム最適化事業 
  《労働保険適用徴収業務の業務・システムの最適化》 

 

８ 
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府 省 名 
評 価 書 

（送付を受けた日） 
評 価 対 象 事 業 種 別 

件 
数 

農林水産省 農林水産省政策評価

書（成果重視事業） 

(平成19年10月19日)

○ 商物分離直接流通成果重視事業 
  《商物分離直接流通成果重視事業》 

 
○ 生産資材コスト低減成果重視事業 
  《生産資材コスト低減成果重視事業》 

 
○ ＩＴ活用型営農成果重視事業 
  《ＩＴ活用型営農成果重視事業》 

 
○ 低コスト植物工場成果重視事業 
  《低コスト植物工場成果重視事業》 

 
○ 物流管理効率化新技術確立事業 
  《物流管理効率化新技術確立事業》 

 
○ 高生産性地域輪作システム構築事業 
  《高生産性地域輪作システム構築事業》 

 
○ バイオマス生活創造構想事業 
  《バイオマス生活創造構想事業》 

 
○ 総合食料局情報管理システムの最適化実施 
  《総合食料局情報管理システムの最適化の実施》 

 
○ 国有林野情報管理システムの開発 
  《国有林野情報管理システムの開発》 

 

９ 

経済産業省 平成 20 年度予算概算

要求等に係る事前評

価書等 

(平成 19年 8月 31日)

○ １．経済産業施策 

  06.ＩＴの利活用の促進 

  「電子経済産業省構築事業」及び「特許事務の機械化業」

  《電子経済産業省構築事業》 

 

○ ３．ものづくり・情報・サービス産業政策 

  15.ものづくり産業振興 

「ゲノム情報統合プロジェクト」 

  《ゲノム情報統合プロジェクト》 

 

○ ３．ものづくり・情報・サービス産業政策 

  17.サービス産業強化 

  「医療情報システムにおける相互運用性の実証事業」 

  《医療情報システムにおける相互運用性の実証事業》 

 

○ ３．ものづくり・情報・サービス産業政策 

  17.サービス産業強化 

  「地域医療情報連携システムの標準化及び実証事業」 

  《地域医療情報連携システムの標準化及び実証事業》 

 

４ 
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府 省 名 
評 価 書 

（送付を受けた日） 
評 価 対 象 事 業 種 別 

件 
数 

国土交通省 平成 18 年度政策チェ

ックアップ結果評価

書（平成 19 年８月 10

日） 

○ 政策目標９ 交通安全の確保 
  自動車事故の情報収集の強化と情報分析システムの構

築 
  ≪自動車事故の情報収集の強化と情報分析システムの

構築≫ 

 
○ 政策目標 12 地球環境の保全 
  自動車からの二酸化炭素排出量を誤差１０％以下で予

測することを可能とする 
  ≪自動車分野の二酸化炭素排出量評価プログラムの構

築≫ 

 
○ 政策目標 23 新たな市場の育成 
  消費者へ提供される不動産取引情報の拡充 
  ≪消費者へ提供される不動産取引情報の拡充≫ 

 
○ 政策目標 24 公正で競争的な市場環境の整備 
  建設業における不良・不適格業者を排除する 
  ≪下請代金支払状況等実態調査データベースの構築≫ 

 
○ 政策目標 24 公正で競争的な市場環境の整備 
  宅地建物取引業免許等電子申請システム構築事業 
  ≪宅地建物取引業免許等電子申請システム構築事業≫ 

 

５ 

環 境 省 平成 18 年度環境省政

策評価書(事後評価) 

（平成19年8月31日）

○ 外来生物飼養等情報データベースシステム構築費 
  《外来生物飼養等情報データベースシステム構築費》 

 
○ こどもエコクラブ事業 
  《こどもエコクラブ事業》 
 
○ 個体識別措置推進事業 
  《個体識別措置推進事業》 
 

３ 

（注）１ 各府省の評価書、財務省の資料に基づき、当省が作成した。 

２ 「評価対象事業種別」欄のうち、上段は各府省の政策評価書の成果重視事業該当部分の政策等

の名称であり、下段の《 》内は財務省の資料での成果重視事業の名称である。 
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資料４ 各府省の政策評価基本計画及び実施計画における成果重視事業の政策

評価の位置付け 

府 省 名 成果重視事業に関する位置付け 

内 閣 府 内閣府本府政策評価基本計画（平成 17 年４月１日、平成 19 年 6月 8日一部改正）

（抜粋） 

７ 事後評価の実施に関する事項 

 （略） 

 （2）評価対象 

  ② 実績評価方式 

    内閣府本府の主要な行政目的に係る政策のうち、｢施策｣レベルでとらえ

ることが可能な政策全般及び成果重視事業を対象とする。 

公正取引 

委員会 

平成 19 年度公正取引委員会政策評価実施計画（平成 19 年３月 30 日）（抜粋） 

別紙１ 

 実績評価の対象となる施策一覧 

  施策：ルールある競争社会の推進 ４ 

評価対象施策 

（具体的内容） 
目標（達成時期） 

下請法違反行為に対する措置 （略） 

下請法に違反する疑いのあ

る行為について所要の調査（立

入調査・招致調査等）を行い，

違反行為が認められた場合に

は，下請事業者の保護のために

必要な措置（法的措置（下請法

第７条に基づく勧告）及び警

告）を講ずる。 

 平成16年４月の改正下請法の施行により，

新たに下請法の対象となった情報成果物作

成委託及び役務提供委託の分野の下請取引

について，発注書面交付率を平成 17 年度か

ら平成 19 年度までの３年間で従来から同法

の対象である製造・修理委託分野の発注書面

交付率まで引き上げる。【平成 19 年度】 

※役務分野下請取引適正化事業（成果重視事

業） 

 

  施策：競争環境の積極的な創造 ７ 
評価対象施策 

（具体的内容） 
位置付け・目的 

法令遵守意識の向上 

① 企業コンプライアンスの向
上を支援するために，その実
態・問題点を把握し，企業のコ
ンプライアンス体制整備のた
めの施策を推進する。 
② 「公共入札に関する公正取
引委員会との連絡担当官会議」
を開催するとともに，国の本省
庁等または地方公共団体が実
施する調達担当者等に対する
研修会への講師の派遣及び資
料等の提供並びに公団・事業団
等の調達担当者に対する研修
会を開催する。 

① 企業コンプライアンスの実態・問題点を
把握し，企業のコンプライアンス体制整備の
ための施策を推進し，民間企業における独占
禁止法に対するコンプライアンス意識の向
上を図る。 
② 連絡会議，研修会等の開催，講師の派遣
等により，地方公共団体等における入札談合
等関与行為の排除及び防止に対するコンプ
ライアンス意識の向上を図る。 
※成果重視事業（平成 18 年度～20 年度） 
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国家公安委員会及び警察庁における政策評価に関する基本計画（平成 19 年 9 月
20 日）(抜粋) 
第６ 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価
の実施に関する事項等 

 ４ 計画期間内において事後評価の対象とする政策は、次のとおりとし、それ
ぞれ実績評価方式、事業評価方式及び総合評価方式の中から適切な方式を用
いて評価を実施することとする。 

  (略) 
  (8) ＩＴを活用した国民の利便性・サービスの向上 

警 察 庁 

平成 19 年政策評価の実施に関する計画（平成 18 年 12 月 14 日）(抜粋) 
２ 事後評価の実施に関する計画 
  基本計画に定めた事後評価の対象としようとする政策のうち、平成 19 年中
に事後評価の対象とする政策及びその具体的な事後評価の方法は、次のとおり
である。 

 ⑴ 実績評価方式による評価 
   平成 19 年においては、法第７条第２項第１項に該当するものとして基本

計画第６の３に掲げられたもののうち、別添１の基本目標及び業績目標につ
いて評価書を作成する。 

別添１ 
 実績評価方式による評価 
 (略) 
 基本目標８ ＩＴを活用した国民の利便性・サービスの向上 

   業績目標１ 警察行政の電子化の推進 

金 融 庁 平成 19 年度金融庁政策評価実施計画（平成 19 年７月３日）（抜粋） 
⒋ 事業評価方式による評価 
  情報等の分野について、平成 20 年度において予算措置を伴う事業のうち新
規あるいは拡充を予定する主なものについては事前評価を、過去に事前評価を
実施し平成 19 年度に効果が発現する事業（モデル事業、成果重視事業を含む）
については事後評価を、それぞれ事業評価にて評価を行う。 

総 務 省  平成 19 年度総務省政策評価実施計画（平成 19 年３月 30 日）（抜粋） 
第３ 事後評価の対象とする政策及び評価の方法等 
１ 実績評価方式により評価を行う場合 
（１）評価対象政策 
   法第７条第２項第１号に該当するものとして基本計画第６章第２節第２

項（１）に掲げられた政策のうち、別表の政策（実績評価対象となる、平成
18 年度に実施した政策）欄に掲げる政策とする。 

   また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」（平成 17 年６月
21 日閣議決定）を踏まえ、事業実施中である以下の「成果重視事業」につ
いては、実績評価方式により、個別に事業実施期間中における年度ごとの評
価・検証を実施する。 

  ・政府認証基盤最適化事業 
  ・地方公共団体に対する調査・照会業務システムの整備 
  ・電子契約システムの整備 
  ・電気通信行政情報システムの最適化事業 
  ・字幕番組・解説番組等の制作促進事業 
  ・総合無線局監理システムの電子申請機能等の高度化 
  ・統計調査等業務の最適化事業 
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法 務 省 法務省事後評価の実施に関する計画（平成 19 年 4 月 2日）(抜粋) 
２ 事後評価の対象とする政策 
  法務省の当面の重要施策及び成果重視事業を含む施策を中心として、１年な
いし３年程度の周期で事後評価の対象とする。 

 別添１ 
  政策体系上の位置付け 
  Ⅰ－２－(2)：裁判員制度の啓発推進 
  Ⅲ－９－(1)：登記事務の適正円滑な処理 
  Ⅴ－12－(1)：好ましくない外国人の排除 
  Ⅴ－12－(2)：外国人の円滑な受入れ 
 別添２ 
  Ⅰ－２－(２) 

 

 

 

 

 

 

 
 
  Ⅲ－９－(1)  

評価対象 裁判員制度の啓発推進（成果重視事業） 
所管部局 刑事局 

評価方式 
総合評価方式【評価時期：平成 20 年度（本年度は中間報告
を実施）】 

目  標  

 国民に対し、裁判員として刑事裁判に参加することの意義及び裁判員の選
任手続、事件の審理・評議における裁判員の職務等の制度の具体的内容を周
知し、裁判員制度についての疑問に答えることで不安等を解消すると同時に
制度への理解を得て、裁判員裁判への主体的参加を促す。 

評価対象 登記事務の円滑適正な処理 
所管部局 民事局 
評価方式 実績評価方式 
基本目標  

 登記に関する法制度を整備し、これを適正・円滑に運営することにより
取引の安全と円滑に寄与する。 
達成目標１  
 登記事務におけるシステムの見直し等により、事務処理の効率化、シス
テム関係経費の削減等を図るとともに、国民の利便性を向上させる。（平
成 13 年度から平成 23 年度までの目標）（成果重視事業） 
指標１ <不動産登記>全国の登記簿

の総不動産筆個数に対する
移行完了筆個数割合 
<商業・法人登記>全国の登
記簿の総会社・法人数に対
する移行完了会社・法人数
割合 

目標値等  平成 19 年度末まで
に、全国の登記情報の
電子化を完了する。 
 

指標２  全国の登記所数に対する
オンライン申請導入登記所
数 

目標値等  平成 20 年度末まで
に、全国の登記所に対
してオンライン申請を
可能とする。 

指標３  平成 23 年度における登
記情報システムの運用経費
と平成 15 年度の同経費と
の比較 

目標値等  再構築事業の終了す
る平成 23 年度におい
て、登記情報システム
の運用経費を平成 15
年度比で 110 億円程度
削減を図る。 

達成目標２  
 地図情報システムの全国展開により、インターネットを利用した地図情
報の提供や、最寄りの登記所から他管轄物件の地図等の証明書の取得がで
きるようになるなどの行政サービスの向上を実現する。（平成 18 年度から
平成 22 年度までの目標）（成果重視事業） 
指 標  全国の登記所数に対する

地図情報システム導入登記
所数の割合 

目標値等 平成 18 年度末：約 15％ 

平成 19 年度末：約 35％ 

平成 20 年度末：約 65％ 

平成 21 年度末：約 80％ 

平成 22 年度末：100％ 
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法 務 省  
  Ⅴ－12－(1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ⅴ－12－(2)  

評価対象 好ましくない外国人の排除 
所管部局 入国管理局 
評価方式 実績評価方式 
基本目標  

 平成 20 年までの５年間で不法滞在者を半減させ、我が国社会の安全と秩
序の維持を目指す。 
達成目標１  
 平成 20 年までの５年間で不法滞在者を半減させる。（平成 15 年度から平
成 20 年度までの目標） 
指標１  平成 20 年末における

我が国における不法滞在
者数（推計値） 

目標値等 12.5 万人以下 

指標２  厳格な出入国審査、強
力な摘発、円滑な送還等
不法滞在者縮減のための
施策の実施状況 

目標値等 効果的な不法滞在者対
策の実施  

達成目標２  
 出入国の管理に関する業務及びシステムを効率化の観点で見直しを行
い、システム運用経費の削減を図る。（平成 18 年度から平成 23 年度までの
目標）（成果重視事業） 
指 標  いわゆるレガシーシス

テムからオープンシステ
ムへの刷新を行う。 

目標値等  オープンシステム・
汎用ソフトウェアの導
入等レガシー刷新のた
めのシステム再構築を
通じて移行完成時にお
いて現システムの運用
経費から 10.2 億円（最
適化後４年間の合計
額）の削減を図る。 

評価対象 外国人の円滑な受入れ 
所管部局 入国管理局 
評価方式 実績評価方式 
基本目標  

我が国の国際協調と国際交流を増進し、我が国社会の健全な発展を目指
す。 
達成目標１  
円滑な出入国審査を実施することにより、国際交流を増進する。 
指 標 空港での審査に要す

る最長待ち時間 
目標値等 20分以下 

達成目標２  

出入国の管理に関する業務及びシステムを効率化の観点で見直し 
を行い、システム運用経費の削減を図る。（平成18年度から平成23年度ま
での目標）（成果重視事業）（再掲） 

指 標 いわゆるレガシーシス
テムからオープンシステ
ムへの刷新を行う。（再
掲） 

目標値等 オープンシステム・
汎用ソフトウェアの導
入等レガシー刷新のた
めのシステム再構築を
通じて移行完成時にお
いて現システムの運用
経費から10.2億円（最
適化後４年間の合計
額）の削減を図る。（再
掲） 
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外 務 省 平成 18 年度を対象とした外務省政策評価実施計画(改訂版)(平成 18 年 10 月 31

日)(抜粋) 

２．対象となる施策及び事務事業 

（１）評価実施期間内に事後評価対象とする施策及び事務事業は、別紙のとおり

とする。 

 別紙 

基本目標Ⅱ：分野別外交：国民の安全の確保と繁栄を促進し、望ましい国際環

境を確保すること 

 施策目標１：国際の平和と安定に対する取組：国際貢献能力を向上し、国際貢

献を積極的に推進すること 
施策目標（施策） 事務事業 

Ⅱ－１－６ 国際機関における邦人の参画
の促進及び邦人職員の増強： 
国際関係機関において、より多くの邦人職
員が、管理監督を行い あるいは専門的事項
を処理する地位を占めるようになること 

① 国際機関職員となる人材の育成及び
中堅以上の国際機関職員となる人材の
発掘 

② 各種資料配付やＨＰによる国際機関
職員に関する広報及び情報提供 

③ 国際機関への働きかけ 

 

基本目標Ⅳ：領事政策：国民の利便に資する領事業務を実施すること 
 
施策目標（施策） 事務事業 

Ⅳ－１ 領事サービスの改善・強化： 
（１）領事サービス・邦人支援策を向上・
強化すること 
（２）領事業務実施体制を整備すること 
（３）（略） 

①～② （略） 
③ 在外選挙人登録推進 
④～⑦ （略） 
⑧ 領事業務の業務・システムの最適化事
業 

 

基本目標Ⅴ：外交実施体制の強化：我が国の安全と繁栄を確保し、国際社会の

一員としての責任を果たす、能動的かつ戦略的な外交実施体制を強化すること 
 
施策目標（施策） 事務事業 

Ⅴ－１ ＩＴを活用した業務改革： 

業務・システムの最適化による行政運営の

簡素化・効率化・合理化を推進すること 

① 内部管理業務用ホストコンピューター

システムの再構築事業 

② （略） 

③ 在外経理システムの再構築事業 

  

文部科学省 文部科学省政策評価基本計画（平成 17～19 年度）（平成 17 年３月 25 日、平成

18 年３月 31 日一部改定）（抜粋） 

６．事後評価の実施に関する事項 

（１）実績評価 

  （略) 

   なお、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」における「政策

群」に位置づけられた個別の政策手段又は「成果重視事業」についても、実

績評価における政策手段として実績を検証する。 

（２）達成年度到来・継続事業評価 

  （略) 

   また、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」における「政策

群」に位置づけられた個別の政策手段又は「成果重視事業」のうち、６．（１）

の方法により実績を検証することが困難なものについては、達成年度到来・

継続事業評価を実施する。 
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平成 18 年度文部科学省政策評価実施計画（平成 18 年３月 31 日）（抜粋） 
２．評価の対象とする政策             
（２） 事業評価 
  ②達成年度到来・継続事業評価（事後評価） 
  （略） 
  （ア） 以下に掲げる事業のうち、２．（１）の実績評価における政策手段の

実績の記述がない、若しくは実績を踏まえ更に事業評価（事後評価）の
必要があるもの  

  （略) 
    ・ 「経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2005」における「政

策群」に位置づけられた個別の政策手段又は「成果重視事業」 

厚生労働省における政策評価に関する基本計画(第 2期)（平成 19 年 3 月 30 日）
（抜粋） 
第７ 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価

の実施に関する事項 

文部科学省 

 １ 事後評価の対象とする政策 
 （６）骨太方針に基づき定める成果重視事業 
（略） 

 ２ 事後評価の方法 
（略) 

１（６）の場合については事業評価方式を基本とし、事後評価の対象と 
なる政策の特性に応じて評価の方式を選択するものとする。 

厚生労働省 

厚生労働省における事後評価の実施に関する計画(平成 19 年度)（平成 19 年 3
月 30 日）（抜粋） 
第４ 事後評価の対象としようとする政策及び評価の方法 
 １ 本計画の計画期間内において事後評価の対象としようとする政策及びそ

の評価の方法（法第 7条第 2項第 1号の要件に該当するもの） 
   基本計画において規定する本計画の計画期間内に事後評価の対象としよ

うとする政策及びその評価の方法は、別紙２のとおりとする。 
  別紙２ 平成 19 年度事後評価実施予定表 
   ３ 事業評価方式による評価（成果重視事業） 

予算執行の弾力化措置  

事業名 
関連する
施策目標

期間 当該事業に係る目標 国庫債

務負担

行為 

繰越 

明拠 

目の

大括

り化 

目 間

流用

1 

感染症発生
動向調査事
業 

Ⅰ-5-1 16-18

･保健所への感染症発生情
報の提供時間の短縮（2日程
度→即日） 
･「細菌性赤痢」、「腸管出血
性大腸菌感染症」の年間報
告数10%削減 

○ ○   

2 

健康増進総
合支援シス
テム事業 

Ⅰ-12-2 17-19

･科学的知見に基づく正し
い情報の発信 
・システム利用者の満足度
の向上 
･自治体及び民間団体にお
ける保健指導への活用 

○ ○   

3 

マンモグラ
フィ緊急整
備事業 

Ⅸ-3-1 17-19

･我が国で急増している乳
がん死亡者を減少させるた
め、乳がんの早期発見が可
能であるマンモグラフィに
よる検診を推進し、受診者
数を事業の最終年度までに
約200万人に高め、平成17年
度は約2,000人、平成18年度
は約3,200人、平成19年度は
約4,300人の乳がん患者を
発見する。 

 ○   
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厚生労働省 4 厚生労働省

ネットワー

ク(共通ｼｽﾃ

ﾑ )最適化事

業 

Ⅻ-1-1 18-24

削減経費 932,500千円以上

削減業務処理時間  

2,250時間以上  ○   

5 社会保険業

務の業務･シ

ステム最適

化事業 

Ⅻ-1-1 17-24

削減経費  

30,000,000千円以上 

削減業務処理時間  

17,888,000時間以上 

○ ○   

6 職業安定行

政関係業務

の業務･シス

テム最適化

事業 

Ⅻ-1-1 18-25

削減経費  

10,195,640千円以上 

削減業務処理時間  

616,656時間以上 

○ ○   

7 労災保険給

付業務の業

務・システム

最適化事業 

Ⅻ-1-1 18-23

削減経費  

3,666,760千円以上 

削減業務処理時間  

268,248時間以上 

○ ○   

8 監督・安全衛

生等業務の

業務・システ

ム最適化事

業 

Ⅻ-1-1 18-23

削減経費  

1,941,680千円以上 

削減業務処理時間  

54,032時間以上 

○ ○   

9 労働保険適

用徴収業務

の業務・シス

テム最適化

事業 

Ⅻ-1-1 18-23

削減経費  

1,261,367千円以上 

削減業務処理時間  

137,624時間以上 

○ ○   

農林水産省 平成 19 年度農林水産省政策評価実施計画（平成 19 年３月 30 日）（抜粋） 

２ 実績評価 

（１）経済財政運営と構造改革に関する基本方針 2006（平成 18 年７月７日閣議

決定）を踏まえ、別表２に掲げる「成果重視事業」について、実績評価方式によ

り事後評価を行う。 

 

別表２ 成果重視事業一覧（法第７条第２項第１号に区分される事後評価） 

商物分離直接流通成果重視事業 

生産資材コスト低減成果重視事業 

ＩＴ活用型営農成果重視事業 

低コスト植物工場成果重視事業 

物流管理効率化新技術確立事業 

高生産性地域輪作システム構築事業 

バイオマス生活創造構想事業 

総合食料局情報管理システムの最適化の実施 

国有林野情報管理システムの開発  

経済産業省 位置付けは、されていない。 

国土交通省 国土交通省政策評価基本計画（平成 19 年 3 月改正版）（抜粋） 

Ⅳ 計画期間内において事後評価の対象としようとする政策その他事後評価の

実施に関する事項 

 １ 政策チェックアップ(業績測定) 

  （２）業績指標等 

   （略） 

     なお、「成果重視事業（モデル事業）」については、試行的に、政策チ

ェックアップを実施することとする。各成果重視事業(モデル事業)に係

る具体的な業績指標及び業績目標は別紙２－２のとおりとする。 
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  参考 成果重視事業 

政策目標（アウトカム） 
成果重視事業名 

（業績指標）※は 18 年度から開始
する事業 

目標値 
（目標年次） 

9（交通安全の確保） 
 陸・海・空の交通に関す
る安全を確保するため、事
故やテロ等の未然防止と被
害軽減が図られること 

 自動車事故の情報収集の強化と
情報分析システムの構築事業 
（①自動車事故報告規則に基づく
自動車事故報告対象事故の報告件
数の増加、②自動車事故報告書作成
時間の短縮） 

① 6,000 件 
（平成 20 年） 

② 30 分 
（平成 20 年） 

12（地域環境の保全） 
 地球環境保全への取組み
がなされること 

 自動車分野の CO2 排出量評価プ
ログラムの構築※ 
（CO2 排出量の誤差） 

10%以内 
（平成 20 年度） 

23（新たな市場の育成） 
 創業・起業がしやすく、
また、新たな投資を呼び込
むような魅力ある市場環境
が整備され、時代のニーズ
にあった市場が発展するこ
と 

 消費者へ提供される不動産取引
情報の拡充 
（①情報提供サイトへのアクセス
数、②不動産取引に対する不安感の
解消が進んだ者の割合） 

① 3,000 万 PV 
（平成 19 年度） 

② 5 割 
（平成 19 年度） 

24（公正で競争的な市場環
境の整備） 
 公正で競争的な市場環
境、民間が活動しやすい市
場環境が整備され、市場の
活性化が図られること 

 下請代金支払状況等実態調査デ
ータベースの構築 
（建設業者で下請業者に対して改
善を要する行為を行っている元請
業者の数） 

2,464 
（平成 19 年度） 

24（公正で競争的な市場環
境の整備） 
 公正で競争的な市場環
境、民間が活動しやすい市
場環境が整備され、市場の
活性化が図られること 

 宅地建物取引業免許等電子申請
システム構築事業※ 
（①宅地建物取引業の免許等電子
申請率、②システムの満足度） 

① 大臣免許業 
30%程度 

（平成 21 年度） 
知事免許業 
10%程度 

（平成 21 年度） 
② 5 割程度 

（平成 21 年度） 

国土交通省 

平成19年度国土交通省事後評価実施計画（平成19年8月改正版）（抜粋） 

Ⅱ 計画期間内において事後評価の対象とする政策及び事後評価の方法 

 ４ 個別研究開発課題の中間評価及び終了後の事後評価 

（１）中間評価 

  別表５－１の個々の研究開発課題について、中間評価を実施する。 

別表５―１ 中間評価を実施する研究開発課題 

課題名 評価実施主体 
ナノテクノロジーを活用したプラスチックの研究開発 総合政策局技術安全課 
交通機関におけるテロ対策強化のための次世代検査技術の

研究開発 
総合政策局技術安全課 

 

環 境 省 平成 19 年度環境省政策評価実施計画（平成 19 年４月１日）（抜粋） 

３．事後評価の方法等 

（３）その他 

   成果重視事業（モデル事業）については、「経済財政運営と構造改革に関

する基本方針 2003」により事後評価を行う。 

（注）各府省の基本計画及び実施計画に基づき、当省が作成した。 
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資料５           成果重視事業に係る政策評価の審査結果一覧表 

評価の取組状況 評価として備えるべき事項についての点検結果 

府省名 政 策 
基本計
画・実施計
画での位
置付け 

成果重視事
業に係る政
策評価の方
式 

他の政策
評価との
区分 

目標の内
容 

目標設定
の考え方

手段と目
標の因果
関係 

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

予算執行の
効率化・弾
力化によっ
て得られた
効果 

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策 

各々の成果
重視事業の
明確な点検
項目の件数 
（割合） 

市民活動情報提供システム

の構築 
○ 実績 － △ △ ○ － － ○ 

２／７ 

（28.6%） 
内 閣 府

食品安全総合情報システム

の構築 
○ 実績 ○ ○ ○ ○ － －  

４／６ 

（66.7%） 

計 （２政策） ○＝２ 実績＝２ 
○＝１ 

－＝１ 

○＝１ 

△＝１ 

○＝１ 

△＝１ 
○＝２ －＝２ －＝２ 

○＝１ 

／＝１ 

６／13 

（46.2%） 

役務分野下請取引適正化事

業 
○ 実績 － ○ ○ ○ － －  

３／６ 

(50.0%) 公正取引委

員会 
法令遵守意識の向上 ○ 総合 ○ △ － ○ － － ○ 

３／７ 

(42.9%) 

計 （２政策） ○＝２ 
実績＝１ 

総合＝１ 

○＝１ 

－＝１ 

○＝１ 

△＝１ 

○＝１ 

－＝１ 
○＝２ －＝２ －＝２ 

○＝１ 

／＝１ 

６／13 

(46.2%) 

指紋業務用電子計算機の更

新 
 政策評価以外の検証（予算担当部局による評価）を実施（非公表） 

警 察 庁
オンライン利用促進のため

の環境整備 
○ 実績 ○ ○ ○ ○ － －  

４／６ 

(66.7%) 

計 （２政策） ○＝１ 実績＝１ ○＝１ ○＝１ ○＝１ ○＝１ －＝１ －＝１ ／＝１ ４／６ 

(66.7%) 

有価証券報告書等に関する

電子開示システム（ＥＤＩＮ

ＥＴ）の更なる基盤整備等 

 効果が発現していないため政策評価は未実施（理由・予定を非公表） 

金 融 庁
公認会計士試験に係るコン

ピューターシステムの実施

に向けた構築 

○ 事業 ○ ○ － ○ － －  
３／６ 

(50.0%) 

-
3
8
-



 

評価の取組状況 評価として備えるべき事項についての点検結果 

府省名 政 策 
基本計
画・実施計
画での位
置付け 

成果重視事
業に係る政
策評価の方
式 

他の政策
評価との
区分 

目標の内
容 

目標設定
の考え方

手段と目
標の因果
関係 

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

予算執行の
効率化・弾
力化によっ
て得られた
効果 

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策 

各々の成果
重視事業の
明確な点検
項目の件数 
（割合） 

最適化計画の実施に伴う有

価証券報告書等に関する電

子開示システム（ＥＤＩＮＥ

Ｔ）の再構築 

 効果が発現していないため政策評価は未実施（理由・予定を非公表） 

金 融 庁

ＩＴキャラバン（ＩＴ活用の

現状等に関する情報共有の

場の提供） 

○ 事業 ○ ○ － ○ － －  
３／６ 

(50.0%) 

計 （４政策） ○＝２ 事業＝２ ○＝２ ○＝２ －＝２ ○＝２ －＝２ －＝２ ／＝２ 
６／12 

(50.0%) 

統計調査等業務の最適化 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
６／６ 

(100%) 

政府認証基盤最適化事業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
６／６ 

(100%) 
地方公共団体に対する調査・

照会業務システムの整備 
○ 実績 ○ ○ ○ ○ － ○  

５／６ 

(83.3%) 

電子契約システムの構築の

ためのシステム設計 
○ 実績 ○ ○ ○ ○ － ○  

５／６ 

(83.3%) 

総合無線局監理システムの

電子申請機能等の高度化 
○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

６／６ 

(100%) 

電気通信行政情報システム

の最適化事業 
○ 実績 ○ ○ ○ ○ － ○  

５／６ 

(83.3%) 

総 務 省

字幕番組・解説番組等の制作

促進事業 
○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

６／６ 

(100%) 

計 （７政策） ○＝７ 実績＝７ ○＝７ ○＝７ ○＝７ ○＝７ 
○＝４ 

－＝３ 
○＝７ ／＝７ 

39／42 

(92.9%) 

法 務 省
登記情報システム再構築事

業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ － －  
４／６ 

(66.7%) 

-
3
9
-



 

評価の取組状況 評価として備えるべき事項についての点検結果 

府省名 政 策 
基本計
画・実施計
画での位
置付け 

成果重視事
業に係る政
策評価の方
式 

他の政策
評価との
区分 

目標の内
容 

目標設定
の考え方

手段と目
標の因果
関係 

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

予算執行の
効率化・弾
力化によっ
て得られた
効果 

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策 

各々の成果
重視事業の
明確な点検
項目の件数 
（割合） 

地図管理業務・システムの最

適化事業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ － －  ４／６ 

(66.7%) 

出入国管理業務の業務・シス

テムの最適化 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ － －  
４／６ 

(66.7%) 
法 務 省

裁判員制度啓発推進事業 ○ 総合 ○ ○ － ○ － －  
３／６ 

(50.0%) 

計 （４政策） ○＝４ 
実績＝３ 

総合＝１ 
○＝４ ○＝４ 

○＝３ 
－＝１ ○＝４ －＝４ －＝４ ／＝４ 

15／24 

(62.5%) 

内部管理業務用ホストコン

ピュータシステムの再構築 
○ 総合 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

６／６ 

(100.0%) 

国際機関における邦人職員

増強事業 
○ 総合 ○ ○ ○ ○ － ○  

５／６ 

(83.3%) 

在外選挙人登録推進 ○ 総合 ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ 
６／７ 

(85.7%) 

在外経理システムの業務・シ

ステム最適化 
○ 総合 ○ ○ ○ ○ ○ ○  

６／６ 

(100.0%) 

外 務 省

領事業務の業務・システムの

最適化 
○ 総合 ○ △ △ ○ ○ ○  

４／６ 

(66.7%) 

計 （５政策） ○＝５ 総合＝５ ○＝５ ○＝４ 

△＝１ 
○＝３ 

△＝２ ○＝５ ○＝４ 

－＝１ 
○＝５ ○＝１ 

／＝４ 

27／31 

(87.1%) 

大型監視艇による沖縄・先島

諸島海域取締強化対策事業  効果が発現していないため政策評価は未実施（理由・予定を公表） 

予算編成支援システム最適

化計画実施事業 
 効果が発現していないため政策評価は未実施（理由・予定を公表） 財 務 省

官庁会計システム最適化計

画実施事業 
 効果が発現していないため政策評価は未実施（理由・予定を公表） 

-
4
0
-



 

評価の取組状況 評価として備えるべき事項についての点検結果 

府省名 政 策 
基本計
画・実施計
画での位
置付け 

成果重視事
業に係る政
策評価の方
式 

他の政策
評価との
区分 

目標の内
容 

目標設定
の考え方

手段と目
標の因果
関係 

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

予算執行の
効率化・弾
力化によっ
て得られた
効果 

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策 

各々の成果
重視事業の
明確な点検
項目の件数 
（割合） 

財 務 省 次期税関システム開発事業  効果が発現していないため政策評価は未実施（理由・予定を公表） 

計 （４政策）           

都市エリア産学官連携促進

事業（発展型） 
○ 事業 ○ ○ － ○ － － － 

３／７ 

（42.9%） 

ナショナルバイオリソース

プロジェクト（ラット・ショ

ウジョウバエ） 
 政策評価以外の検証（予算担当部局による評価）を実施（非公表） 文部科学省

一般・産業廃棄物・バイオマ

スの複合処理・再資源化プロ

ジェクト 

○ 実績 － ○ － ○ － －  
２／６ 

（33.3%） 

計 （３政策） ○＝２ 
実績＝１ 

事業＝１ 

○＝１ 

－＝１ 
○＝２ －＝２ ○＝２ －＝２ －＝２ 

－＝１ 

／＝１ 

５／13 

（38.5%） 

感染症発生動向調査事業 ○ 事業 ○ ○ △ ○ － ○  
４／６ 

(66.7%) 
健康増進総合支援システム

事業 ○ 事業 ○ △ △ ○ － ○  
３／６ 

(50.0%) 

マンモグラフィ緊急整備事

業（女性のがん対策） ○ 事業 ○ ○ △ ○ － ○  
４／６ 

(66.7%) 

厚生労働省ネットワーク（共

通システム）最適化事業 ○ 事業 ○ ○ ○ ○ － ○  
５／６ 

(83.3%) 

職業安定行政における業

務・システムの最適化 ○ 事業 ○ ○ ○ ○ － ○  ５／６ 

(83.3%) 

厚生労働省

労災保険給付業務の業務・シ

ステムの最適化 ○ 事業 ○ ○ ○ ○ － ○  ５／６ 

(83.3%) 

-
4
1
-



 

評価の取組状況 評価として備えるべき事項についての点検結果 

府省名 政 策 
基本計
画・実施計
画での位
置付け 

成果重視事
業に係る政
策評価の方
式 

他の政策
評価との
区分 

目標の内
容 

目標設定
の考え方

手段と目
標の因果
関係 

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

予算執行の
効率化・弾
力化によっ
て得られた
効果 

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策 

各々の成果
重視事業の
明確な点検
項目の件数 
（割合） 

監督・安全衛生等業務の業

務・システムの最適化 ○ 事業 ○ ○ ○ ○ － ○  ５／６ 

(83.3%) 
厚生労働省

労働保険適用徴収業務の業

務・システムの最適化 ○ 事業 ○ ○ ○ ○ － ○  ５／６ 

(83.3%) 

計 （８政策） ○＝８ 事業＝８ ○＝８ 
○＝７ 

△＝１ 

○＝５ 

△＝３ 
○＝８ －＝８ ○＝８ ／＝８ 

36／48 

(75.0%) 

商物分離直接流通成果重視

事業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 
７／７ 

(100%) 
生産資材コスト低減成果重

視事業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
６／６ 

(100%) 

ＩＴ活用型営農成果重視事

業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
６／６ 

(100%) 

低コスト植物工場成果重視

事業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
６／６ 

(100%) 

物流管理効率化新技術確立

事業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
６／６ 

(100%) 

高生産性地域輪作システム

構築事業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
６／６ 

(100%) 

バイオマス生活創造構想事

業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
６／６ 

(100%) 

総合食料局情報管理システ

ムにおける最適化の実施 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
６／６ 

(100%) 

農林水産省

国有林野情報管理システム

の開発 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ ○ ○  
６／６ 

(100%) 

計 （９政策） ○＝９ 実績＝９ ○＝９ ○＝９ ○＝９ ○＝９ ○＝９ ○＝９ ○＝１ 
／＝８ 

55／55 

(100%) 
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評価の取組状況 評価として備えるべき事項についての点検結果 

府省名 政 策 
基本計
画・実施計
画での位
置付け 

成果重視事
業に係る政
策評価の方
式 

他の政策
評価との
区分 

目標の内
容 

目標設定
の考え方

手段と目
標の因果
関係 

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

予算執行の
効率化・弾
力化によっ
て得られた
効果 

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策 

各々の成果
重視事業の
明確な点検
項目の件数 
（割合） 

電子経済産業省構築事業 － 実績 ○ ○ － ○ － ○ － 
４／７ 

(57.1%) 

ゲノム情報統合プロジェク

ト － 実績 ○ ○ △ ○ ○ ○  
５／６ 

(83.3%) 

医療情報システムにおける

相互運用性の実証事業 － 実績 ○ ○ － ○ ○ ○  
５／６ 

(83.3%) 

経済産業省

地域医療情報連携システム

の標準化及び実証事業 － 実績 ○ ○ － ○ ○ ○  
５／６ 

(83.3%) 

計 （４政策） －＝４ 実績＝４ ○＝４ ○＝４ 
△＝１ 
－＝３ 

○＝４ 
○＝３ 
－＝１ 

○＝４ 
－＝１ 
／＝３ 

19／25 

(76.0%) 

消費者へ提供される不動産

取引情報の拡充 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ － －  ４／６ 

(66.7%) 

下請代金支払状況等実態調

査データベースの構築 
○ 実績 ○ ○ △ ○ ○ ○  

５／６ 

(83.3%) 

ナノテクノロジーを活用し

たプラスチックの研究開発  平成 19 年度末までに政策評価を実施 

自動車事故の情報収集の強

化と情報分析システムの構

築 
○ 実績 ○ ○ ○ ○ － －  

４／６ 

(66.7%) 

宅地建物取引業免許等電子

申請システム構築事業 
○ 実績 ○ ○ ○ ○ － －  

４／６ 

(66.7%) 

交通機関におけるテロ対策

強化のための次世代検査技

術の研究開発 
 平成 19 年度末までに政策評価を実施 

国土交通省

自動車分野の二酸化炭素排

出量評価プログラムの構築 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ － －  ４／６ 

(66.7%) 

-
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評価の取組状況 評価として備えるべき事項についての点検結果 

府省名 政 策 
基本計
画・実施計
画での位
置付け 

成果重視事
業に係る政
策評価の方
式 

他の政策
評価との
区分 

目標の内
容 

目標設定
の考え方

手段と目
標の因果
関係 

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

予算執行の
効率化・弾
力化によっ
て得られた
効果 

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策 

各々の成果
重視事業の
明確な点検
項目の件数 
（割合） 

計 （７政策） 〇＝５ 実績＝５ 〇＝５ 〇＝５ 
〇＝４ 
△＝１ 

〇＝５ 
○＝１ 

－＝４ 

○＝１ 

－＝４ 
／＝５ 

21／30 
(70.0%) 

こどもエコクラブ事業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ － ○  
５／６ 

(83.3%) 
外来生物飼養等情報データ

ベースシステム構築費 
○ 実績 ○ △ △ ○ － ○ ○ 

４／７ 

(57.1%) 
環 境 省

個体識別措置推進事業 ○ 実績 ○ ○ ○ ○ － ○ ○ 
６／７ 

(85.7%) 

計 （３政策） ○＝３ 実績＝３ ○＝３ ○＝２ 

△＝１ 
○＝２ 

△＝１ ○＝３ －＝３ ○＝３ ○＝２ 

／＝１ 

15／20 

(75.0%) 

統合気象システム統合開発  効果が発現していないため政策評価は未実施（理由・予定を公表） 
防 衛 省

特別調達資金事務処理事業  効果が発現していないため政策評価は未実施（理由・予定を公表） 

計 （２政策）           

合 計 （66（54）政策） 
○＝50 

－＝４ 

実績＝36 

事業＝11 

総合＝７ 

○＝51 

－＝３ 

○＝49 

△＝５ 

○＝36 

△＝９ 

－＝９ 

○＝54 
○＝21 

－＝33 

○＝37 

－＝17 

○＝６ 

－＝２ 

／＝46 

254／332 

(76.5%) 

 

（注）１ 「政策」欄： 

事業名は、平成 18 年度予算に係る成果重視事業の名称（財務省の資料による。）である。 

２ 「基本計画・実施計画での位置付け」欄： 

「○」は、政策評価に関する基本計画及び実施計画において、今回審査の対象とした各成果重視事業の政策評価の位置付けについて、何らかの記述があること

を表す。「－」は、それ以外を表す。 

３ 「成果重視事業に係る政策評価の方式」欄： 

「実績」は実績評価方式を、「事業」は事業評価方式を、「総合」は総合評価方式を用いた評価が行われていることを表す。 
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４ 「他の政策評価との区分」欄： 

「○」は、成果重視事業に係る政策評価が他の政策に係る政策評価から明確に区分されていることを表す。「－」は、それ以外を表す。 

５ 「目標の内容」欄： 

「○」は、すべての目標の内容が明らかにされていることを表す。「△」は、一部の目標の内容が明らかにされていることを表す。「－」は、いずれの目標の

内容も明らかにされていないことを表す。 

６ 「目標設定の考え方」欄： 

「○」は、すべての目標設定の考え方が明らかにされていることを表す。「△」は、一部の目標設定の考え方が明らかにされていることを表す。「－」は、い

ずれの目標設定の考え方も明らかにされていないことを表す。 

７ 「手段と目標の因果関係」欄： 

「○」は、手段と目標の因果関係について具体的に明らかにされていることを表す。「－」は、それらが明らかにされていないことを表す。 

８ 「目標の達成度合いの判定方法・基準」欄： 

「○」は、達成度合いの判定方法・基準が明らかにされていることを表す。「－」は、達成度合いの判定方法・基準が明らかにされていないことを表す。 

９ 「予算執行の効率化・弾力化によって得られた効果」欄： 

「○」は、予算執行の効率化・弾力化によって得られた効果が明らかにされていることを表す。「－」は、予算執行の効率化・弾力化によって得られた効果

が明らかにされていないことを表す。 

10 「目標達成が芳しくない場合の原因分析及びその結果策定した方策」欄： 

目標達成が芳しくない場合に、「○」は、原因分析が行われ、その結果策定した方策が明らかにされていることを示す。「－」は、それ以外を表す。なお、斜

線は、目標達成が芳しくないとしているもの以外のものを表す。 
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資料６ 政策評価審査表（成果重視事業評価関係）

内閣府

市民活動情
報提供（成
果 重 視 事
業）

（市民活動
情報提供シ
ステムの構
築）

インターネッ
トの利用を通じ
て、市民が住ん
でいる地域に制
限されることな
く、いつでも手
軽に特定非営利
活動法人に関す
る縦覧・閲覧書
類を見ることが
可能。効果面・
コスト面からも
最も効率的。

また、行政側
にとっても、特
定非営利活動法
人に関する申請
手続や全国の特
定非営利活動法
人に関する問合
せ等の対応手段
として、ＮＰＯ
ホームページは

手段と目標の
因果関係

（成果重視事業）

測定結果等
目標期間

基
準
年
次

(

成
果
重
視
事
業

)

達成度
合いの
判定方
法・基
準
（成果
重視事
業）

18
年
度

評価の結果

（略）

予算執
行の効
率化・
弾力化
によっ
て得ら
れた効
果
（成果
重視事
業）

達
成
年
次

(

成
果
重
視
事
業

)

測定結果等
（成果重視事業）

－ －

府省名

政策

政策
（成果重視

事業）

目標の内容
（成果重視事業）

達成すべき目標

目
標
分
類
（

成
果
重
視
事
業
）

目標設定の考え方
（成果重視事業）

目標
分類

市民による自由な社
会貢献活動の一層の促
進のため、特定非営利
活動促進法（平成10年
法律第７号）において
規定されている所轄庁
としての業務を確実に
実行するとともに、市
民活動の活性化に係る
情報を広く提供する。

Ｐ

(1)ホームページ
のＮＰＯに関す
る 情 報 に つ い
て、追加・更新
情報があれば速
やかにＨＰを更
新する

(2)平成17 年度
の開発等を踏ま
えたシステムの
運用・管理等

(3)ＮＰＯホーム
ページへのアク
セ ス 件 数 の 増
加：18 年度月平
均５万件

Ｐ

Ｐ

Ｐ

(1)特定非営利
活動促進法に基
づく法人に関す
る情報公開及び
市民活動に係る
注意事項等の行
政情報につい
て、適時性・実
効性を担保しつ
つ提供するため
の目標として設
定した。

(2)開発したシ
ステムが、他の
所轄庁（都道府
県）との間で、
円滑に運用・管
理されるための
目標として設定
した。

市民活動の促
進

目標達成が
芳しくない
場合の原因
分析及びそ
の結果策定
した方策

（成果重視
事業）

（略）

政策手段
（成果重視事業）

評価の結果
（成果重視事業）

Ｎ Ｐ Ｏ
ホームペー
ジのアクセ
ス件数を減
少させない
よう、どの
ようなコン
テンツに注
目が集まる
の か 分 析
し、魅力的
な ホ ー ム
ページにす
るための手
段 を 検 討
し、必要に
応じシステ
ム改修を行
うなど、情
報提供の円
滑化に努め
ることとす
る。

(1)6,692回

(2)全国の特定非営活動法
人に関する情報が寄せら
れ次第、逐次更新すると
ともに、システムトラブ
ルなく運用･管理を行うこ
とができた。

(3)月平均48,000回

(4)「ＮＰＯ情報ポータル
サイト」について「大変
便利」「便利」との回答
が全体の6割を占め、「Ｎ
ＰＯホームページを見て
知りたい情報が得られ
た」という回答の割合
が、ＮＰＯ情報ポータル
サイトの公開前後で比較
すると向上した。

－ ○各目標の達成状況に
ついて
(1)達成できた
(2)達成できた
(3)達成に向けて進展が
あった
(4)達成できた

○課題と今後の取組方
針

ＩＴ利用による情報
提供はこれまでに整備
し た シ ス テ ム に 基 づ
き、引き続き継続し、
特定非営利活動法人制
度の健全な維持に資す
る必要がある。

都道府県所管
分も含めた全国
の特定非営利活
動法人に関する
情報をＮＰＯ
ホームページ上
で一元的に入手
可能とする「Ｎ
ＰＯ情報ポータ
ルサイト」を構
築（平成 17年
度）
地方公共団体等
のＮＰＯ施策情
報の検索を可能
とする機能の追
加（平成 18年
度）
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手段と目標の
因果関係

（成果重視事業）

測定結果等
目標期間

基
準
年
次

(

成
果
重
視
事
業

)

達成度
合いの
判定方
法・基
準
（成果
重視事
業）

評価の結果

予算執
行の効
率化・
弾力化
によっ
て得ら
れた効
果
（成果
重視事
業）

達
成
年
次

(

成
果
重
視
事
業

)

測定結果等
（成果重視事業）

府省名

政策

政策
（成果重視

事業）

目標の内容
（成果重視事業）

達成すべき目標

目
標
分
類
（

成
果
重
視
事
業
）

目標設定の考え方
（成果重視事業）

目標
分類

目標達成が
芳しくない
場合の原因
分析及びそ
の結果策定
した方策

（成果重視
事業）

政策手段
（成果重視事業）

評価の結果
（成果重視事業）

(4)利用者による
利用満足度評価
の向上

Ｃ (3)新たに開発
したＮＰＯポー
タルサイトに
よって、ＮＰＯ
ホームページへ
のアクセス向上
のための目標と
して設定した。

(4)繰り返し見
てもらえるよう
な利便性の高い
ホームページ作
成の目標として
設定した。

効 率 的 な ツー
ル。

事業報告書の
未提出法人や未
登記団体に対す
る督促書の作成
に つ い て も、
「ＮＰＯ情報管
理・公開システ
ム」の機能追加
により自動化が
実現するととも
に、督促対象法
人・団体が一覧
できるようにな
り、行政内部の
事務負担も緩和
され、効率化が
進む。

その一環と
して、ＮＰ
Ｏ施策情報
の検索を可
能 と す る
「ＮＰＯ施
策ポータル
サイト」を
平成19 年5
月に開設し
た。
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基準
年次

達成
年次

食品安全基本法及
び食品安全基本法第
21条第１項に規定す
る基本的事項に基づ
き、食品安全関係情
報を収集、整理、蓄
積し、データベース
を 構 築 す るこ とに
よって、関係省との
情報の共有を図ると
ともに、一般国民へ
の情報提供を推進す
る。

Ｐ

（平成18年度達成目
標）
達成目標１：
食品安全委員会が収
集する食品に関する
危害情報の提供件数
を年間3,500件以上確
保する。

Ｐ 達成目標１：
食品安全委員
会は平成15年
７月30日から
食品の危害情
報 の 提 供 を
行 っ て い る
が、当初の１
年 間 で 3,477
件であったた
め、提供情報
の充実度の評
価として、目
標値をそれよ
り も 多 い
3,500件
以上とした。

達成目標２：
食品安全総合情報シ
ステム利用者の満足
度 を 50 ％ 以上 とす
る。

Ｃ 達成目標２：
当該システム
の利便性と情
報内容の充実
度の評価とし
て、「利用者
の満足度」を
指標とした。
目標値は、利
用者として一
般国民全般を
対 象 と 考 え
て、過半数の
50％以上とし
た。

（目標達成状況）
達成目標１：
目標以上の成果を達成
できた
達成目標２：
達成できた
達成目標３
：達成できた
政策全体：達成できた

（反映の方向性）
・平成19～20年度は、
18年度までに構築した
食品安全総合情報シス
テムを本格運用し、引
き続き情報の共有及び
国民に対する適時、適
切な情報提供に努めて
いく。
・利用者（国民、研究
者、地方公共団体等）
のニーズを重視して、
リスク管理情報や研究
分野情報及び地方行政
との連携に有用な情報
の集積をさらに推進す
る と と も に 、 デ ー タ
ベース機能の利便性を
拡充する。

国内外の
関係行政機
関、関係団
体、新聞等
の マ ス メ
ディア、学
術専門誌、
イ ン タ ー
ネット等を
通じ広く食
品安全関係
情 報 を 収
集、整理、
蓄積し、さ
らにデータ
ベースを構
築すること
によって、
関係省との
情報の共有
を図るとと
もに、一般
国民への情
報提供を推
進する。

（平成18年度
実績）

達成目標１：
4,085件

達成目標２：
利用者に対す
るアンケート
集計結果では
各項目とも満
足度50％以上

達成目標３：
システムが存
在しない場合
と比較して、
所要時間が約
６割減

目標設定の
考え方

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間 目標達成が芳しくない場合
の原因分析及びその結果策
定した方策

内閣府 食品安全総合
情報システム
の構築（成果
重視事業）

（食品安全総
合情報システ
ムの構築）

－18年
度

－国民の食
生活を取り
巻く環境の
急速な変化
に 即 応 し
て、食品の
安全性の確
保のために
必要な措置
を適切かつ
有効に実施
するため、
国内外から
情 報 を 収
集 、 蓄 積
し、迅速な
検索が可能
な デ ー タ
ベースシス
テムを構築
して関係省
と相互連携
を図ること
が必要であ
る。

－

-
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基準
年次

達成
年次

目標設定の
考え方

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間 目標達成が芳しくない場合
の原因分析及びその結果策
定した方策

達成目標３：
食品の安全性確保に
関する情報の収集、
整理、蓄積、検索に
係る一連の業務の所
要時間を半減

Ｐ 達成目標３：
業務の効率化
についての内
部評価である
が、食品の安
全性確保に関
する情報の整
理・分析及び
迅速な検索が
可能となるシ
ステムを構築
し、関係機関
及び一般国民
に適時、適切
な情報提供を
行うための指
標として「所
要 時 間 の 半
減」を目標に
設定した。

（注）　１　内閣府の「平成18年度内閣府本府政策評価書（事後評価）」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照
        ３　「市民活動情報提供（成果重視事業）」に係る政策評価については、他の政策に係る政策評価と明確に区分されていないため、当省において抽出した。
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役務委
託等

製造委
託等

16年度 14.9% 8.1%

17年度 11.7% 5.2%

18年度 7.4% 2.2%

役務委
託等

製造委
託等

16年度 40.8% 21.8%

17年度 29.7% 16.7%

18年度 23.5% 10.8%

一部書面不交付率(注)

(注）一部の下請取引にお
いて発注書面を交付して
いない疑いのある親事業
者の比率

－ ・書面調査の
実施
・違反行為を
指摘し速やか
に是正を図る
よう積極的な
事件処理
・「下請取引
適正化推進講
習 会 テ キ ス
ト」の交付

平成18年度の役務委託
等の分野における発注書
面の不交付率は7.4％で
あ り 、 平 成 17 年 度 の
11.7％より、4.3％減少
し、着実に改善は図られ
ている。

発注書面の交付率を製
造・修理委託分野並みに
するという目標達成（平
成19年度中）に向けて、
平成18年度においては、
発注書面を交付していな
かった親事業者に対し、
違反行為を指摘し速やか
に是正を図るよう積極的
な事件処理を行うととも
に、下請法の規制の内容
や発注書面の参考例を掲
載した「下請取引適正化
推進講習会テキスト」を
交付するなどにより、発
注書面の不交付率が低下
するよう対応したところ
であるが、今後、目標達
成に向け更なる取組が必
要である。

－ 19
年
度

17
年
度

下請法違反行為
に対する措置

下請法に違反する親
事業者による下請代金
の支払遅延、減額等に
対して厳正かつ迅速
（処理期間６か月以内
を目途）に対処し、こ
れらを排除することに
より、下請取引の公正
化を図るとともに、下
請事業者の利益を保護
する。

Ｃ

役務分野下請
取引適正化事
業

基
準
年
次
（

成
果
重
視
事
業
）

達
成
年
次
（

成
果
重
視
事
業
）

達成度
合いの
判定方
法・基
準
（成果
重視事
業）

達成すべき目標

目
標
分
類
（

成
果
重
視
事
業
）

目標設定の考え方
（成果重視事業）

目標の内容
（成果重視事業）

目標
分類

予算執
行の効
率化・
弾力化
によっ
て得ら
れた効
果
（成果
重視事
業）

評価の結果

政策手段
（成果重視事業）

評価の結果
（成果重視事業）

府省名

政策

政策
（成果重視事業）

測定結果等
目標期間

手段と目標の
因果関係

（成果重視事業）

目標達成に
向けて、発注
書面を交付し
ていなかった
親事業者に対
し、違反行為
を指摘し速や
かに是正を図
るよう積極的
な事件処理を
行 う と と も
に、下請法の
規制の内容や
発注書面の参
考例を掲載し
た「下請取引
適正化推進講
習 会 テ キ ス
ト」を交付し
た。

目標達成
が芳しく
無い場合
の原因分
析及びそ
の結果策
定した方
策
（成果重
視事業）

発注書面不交付率

（略）

測定結果等
（成果重視事業）

公正取引
委員会

（略）

情報成果物作
成委託及び役務
提供委託の分野
の下請取引にお
ける発注書面交
付率を平成17年
度から同19年度
までの３年間で
製造・修理委託
分野の発注書面
交付率まで引き
上げる。

Ｃ 平成16年４月の
改正下請法の施行
により、新たに下
請法の対象となっ
た情報成果物作成
委託及び役務提供
委託の分野の下請
取引においては、
従来から同法の対
象となっている製
造・修理委託の分
野に比べて発注書
面交付率が低いこ
とから、この発注
書面交付率を平成
17年度から同19年
度までの３年間で
製造・修理委託分
野の発注書面交付
率まで引き上げ
る。
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基準
年次

達成
年次

調査報告書について
は、十分な周知が行われ
ているものと考えられる
が、調査結果を踏まえて、
調達機関がどのような対
応を講じたかについて
は、十分把握できていな
い。今後、さらなる実態把
握と、実態調査から導か
れた課題の解決に向け
て、連絡担当官会議等の
場で競争政策上の課題
及び考え方を説明するな
ど発注機関における法令
遵守意識の向上を働きか
けていくことが必要であ
る。
改正入札談合等関与行

為防止法の周知について
は、一般職員に対して説
明会の内容を周知した地
方公共団体は７割を超え
ているのに対し、説明会
後、職員に対して研修・説
明会を実施したり、実施を
予定している地方公共団
体は４割程度にとどまって
おり、多くの地方公共団
体において、周知自体は
行われているものの、理
解を深める活動が不十分
である。 今後、改正法の
趣旨及び内容がさらに周
知徹底されるよう、説明会
への講師派遣等の活動を
継続していくとともに、連
絡担当官会議等の場に
おいても周知徹底を図っ
ていく必要があると考えら
れる。

（注）　１　公正取引委員会の「平成19年度評価書」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照
        ３　「役務分野下請取引適正化事業」に係る政策評価については、他の政策に係る政策評価と明確に区分されていないため、当省において抽出した。

公正取引委員会 企業におけ
る法令遵守
意識の実態・
問題点及び
意識向上に
有効な基本
的考え方の
把握・公表
発注機関の

調達担当者
を対象とした
研修会・会議
の開催、研修
会への講師
派遣、テキス
トの作成と配
布、法令の周
知 、公 共調
達に関する
調査・提言

発注機関の職員の法令
遵守意識の向上策等を内
容とする報告書の周知と
改正入札談合等関与行為
防止法の周知があいまっ
て、総合的に地方公共団
体等における法令遵守意
識の向上が図られたものと
考えられる。

－○説明会出席
者に対するアン
ケート調査
・幹部に対して
説明会の内容
を周知した地方
公共団体：９割
超
・一般職員に
対して説明会の
内容を周知した
地方公共団体：
７割超
・職員に対して
研修・説明会を
実施した、又は
実施を予定して
いる地方公共
団体：４割程度

※「企業におけ
る法令遵守意
識の向上」につ
いては、平成20
年度に、平成18
年度に実施した
調査のフォロー
アップを行うこと
とし、その結果
を踏まえて、評
価を実施。

20年
度

－－法令遵守意識の
向上

企業におけ
る法令遵守
意識の実態・
問題点を把
握し、企業に
おける法令
遵守意識を
向上させる体
制整備のた
めの施策を
推進し、民間
企業におけ
る独占禁止
法に対する
法令遵守意
識の向上を
図る。
地方 公共

団体等にお
ける法令遵
守意識の向
上の観点か
ら、改正入札
談合等関与
行為防止法
等の趣旨及
び内容を発
注機関に周
知するととも
に、入札・契
約の実態を
把握し、競争
政策の観点
から提言を行
うことにより、
入札制度の
改善のため
の取組を支
援する。

－Ｃ

Ｃ

（１）企業における法令
遵守意識の向上
　
（２）地方公共団体等に
おける法令遵守意識の
向上

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間
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基準
年次

達成
年次

国の警察機関が行
う申請・届出等手続
の オ ン ラ イン 化率
100％を継続する。

Ｐ 国民の利便
性・サービス
の向上の度合
いを測る指標
の一つである
ため。

16年 18年 オンライン化可能な
手続に占めるオンライ
ン化された手続の割合
は 、 15 年 度 は 75 ％ で
あ っ た が 、 16 年 度 中
に、残るすべての手続
についてオンライン化
を実現して100％を達成
した後、17年度及び18
年度において100% を継
続したため、目標を達
成した。

インターネットを
利用した歳入金（手
数料の納付手続を実
施する。

Ｐ イ ン タ ー
ネットを利用
した歳入金納
付手続の実施
は、警察業務
の電子化の推
進状況を測る
一つの指標と
なるため。

17年 18年 歳入金(手数料）の納
付手続については、オ
ンライン化に向け関係
シ ス テ ム の 整 備 を 行
い、H18年6月より運用
を開始したため、目標
を達成した。

オンライン申請・
届出等手続きの対象
システムにおける実
質的な稼働率100％を
継続する。

Ｐ 国民の利便
性・サービス
の向上の度合
いを測る指標
の一つである
ため。

16年 18年 メンテナンス等、事
前に予定された運用停
止を除く実質的な稼働
率は、16年度に100％を
達成した後、17年度及
び18年度において100％
を継続したため、目標
を達成した。

－

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成度
合いの判定方

法・基準
府省名 政策 目標の内容

目標
分類

目標期間 目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

（注）　１　国家公安委員会・警察庁の「平成18年実績評価書」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照

－ オンライ
ン利用促進
のための環
境整備

警察庁 オンライン
化された手続
の割合の推移
（％）
H16年度100％
H17年度100％
H18年度100％

歳入金(手数
料）の納付手
続 に つ い て
は、オンライ
ン化に向け関
係システムの
整備を行い、
H18年6月より
運用を開始し
た。

実質的な稼
働率
H16年度100％
H17年度100％
H18年度100％

ＩＴを活用した
国民の利便性・
サービスの向上
（警察行政の電
子化の推進）

（オンライン利
用の促進のため
の環境整備）

国民の利便
性・サービス
の向上を図る
必要性がある
ことから、警
察庁電子政府
構築計画の一
環として、警
察行政の電子
化 を 推 進 す
る。
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基準
年次

達成
年次

金融庁 公認会計士試験
に 係 る コ ン
ピュータ・シス
テムの構築

（公認会計士試
験 に 係 る コン
ピューターシス
テムの実施に向
けた構築）

①公認会計士試験の
受験者に対する成績
通知率の向上（目標
60％）

②インターネットを
経 由 し た 情報 提供
サービスへのアクセ
ス件数の増加（目標
５万件）

Ｐ

Ｐ

－ 新たな公認
会計士試験
に係るコン
ピュータ・
システムを
導入し、
個々の受験
者ごとの
データ管理
ができる
データベー
スを構築す
ることによ
り迅速な判
定結果の算
出や多角的
なデータ分
析を可能に
するととも
に、さらに
は、電子申
請届出シス
テムと連携
することに
より、受験
者に対する
行政サービ
スの向上
等、試験事
務の効率
化・高度化
を図る

－ － － － ・新公認会計士試験へ
の移行に伴い、試験免
除の複雑化や、受験者
数の増加により、業務
量も増大したが、本シ
ステムでは、免除申請
情報を適正に管理する
機能や合否判定機能等
を 開 発 し た こ と に よ
り、新試験制度に対応
した試験事務を迅速に
行 う こ と が 可 能 と な
り、事務の効率化が図
られた。
・免除申請情報を適正
に管理する機能や合否
判定機能等のほか、成
績通知に係る機能を開
発したことにより受験
者等へのサービスの向
上及び事務効率の向上
を図るために必要な情
報 処 理 が 可 能 と な っ
た。

公認会計士試
験 に 係 る コン
ピュータ・シス
テムの構築

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間 目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

①平成18年公認
会計士試験論文
式試験における
成績通知率
100％

②18年度の試験
情報提供サイト
へのアクセス件
数
175,999件

目標設定の
考え方
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間 目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

金融庁 ＩＴキャラバン

（ＩＴキャラバ
ン（ＩＴ活用の
現状等に関する
情報共有の場の
提供））

ＩＴキャラバンの
参加者に対してアン
ケ ー ト 調 査を 実施
し、「キャラバンに
おいて提供された情
報の有用性に関する
項目」について、７
割以上の回答者から
肯定的な回答を得る
こと

Ｃ － 金融機関
が自らの経
営 判 断 の
下、ＩＴを
戦略的に活
用していく
上で有意な
情報提供を
行う

－ － － － ・現時点において、効
果の程度を具体的に明
示することは困難です
が、シンポジウムの参
加 者 に ア ン ケ ー ト を
行った結果、総回答者
の90％の方から、提供
された情報の有用性に
ついて肯定的な回答を
得ていることを踏まえ
れば、金融機関が自ら
の経営判断の下、ＩＴ
を戦略的に活用してい
く上で有意義な情報提
供 を 行 う こ と が で き
た。さらには、利用者
ニーズに即した金融商
品・サービスが誰にで
も安く、早く提供され
ることに寄与したもの
と考えられます。
・金融機関においてＩ
Ｔの戦略的活用により
利用者の利便や収益性
の 向 上 が 図 ら れ る よ
う、全国的に幅広く情
報提供等を行う等、金
融機関によるＩＴの戦
略的活用のより一層の
浸透を図るための施策
を継続していく必要が
あります。

金融機関のＩ
Ｔ担当者等の参
加を念頭に有識
者等によるパネ
ル デ ィ ス カッ
ション等をシン
ポジウム形式で
実施
全国５か所（福
岡､仙台､東京､
大阪､広島）

（注）　１  金融庁の「平成19年度事後事業評価書」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照

アンケート調査
結果
「本シンポジウ
ム全体の印象に
ついて」との質
問 に 対 し 福岡
97％､仙台96％､
東京83％､大阪
87％､広島91％
（全体90％）の
回答者が「有意
義であった」、
「どちらかとい
え ば 有 意 義で
あった」と回答
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基準
年次

達成
年次

総務省 統計調査等業
務の 適化

政府統計に係る経
費及び業務処理時間
の低減
○年間経費の低減：
1.6億円
○年間業務処理時間
の低減：5,000日

Ｐ 本事業は、全府
省で行われている
統計調査等業務に
ついて、府省横断
的に業務・システ
ムを整備するもの
で あ り 、 目 標 値
は、その実施結果
として政府統計の
シ ス テ ム 開 発 業
務・運用業務に係
る経費及び業務処
理時間の低減を設
置 す る も の で あ
る。

具体的には、政
府統計共同利用シ
ステムの整備によ
り、システム運用
に係る経常的経費
は年間約1.6億円の
低 減 が 見 込 ま れ
る。また、政府統
計共同利用システ
ムの整備、システ
ム運用業務の外部
委託等により、業
務処理時間は年間
約5,000日の低減が
見込まれる。

なお、システム
の開発業務・運用
業務以外における
経費及び業務処理
時間の低減効果と
して、政府統計共
同利用システムを
活用し、オンライ
ン調査を導入する
ことにより、郵送
回収経費約0.3億
円、調査員経費約
3.6億円の低減が見
込まれる。また、
統計調査等業務の
外部委託を推進す
ることにより、業
務処理時間は約14
万日の低減が見込
まれる。

本事業に
よって、統
計調査等業
務に係るシ
ステムの整
備、統計調
査のオンラ
イン化、統
計調査の外
部委託等を
推進するこ
とにより、
統計調査に
係る経費及
び業務処理
時間の低減
が 図 ら れ
る。

各府省の取
組・措置状況
をモニタリン
グするととも
に、関係シス
テムの所要経
費の実績及び
業務処理時間
を フ ォ ロ ー
アップし、事
業実施前後の
実績値を把握
（判定基準は
別記）。

－ 22年
度

①国庫債務負担行為
国庫債務負担行為を

活用して２年間の一括
契約を行うことによ
り、同一の開発業者が
設計から開発、試験、
試行運用までの一連の
システム構築作業を連
続して行えることか
ら、次年度の開発業者
が新たな業者となる場
合に生じる設計ドキュ
メント等の理解・確認
を行う時間及びそれに
係る契約上の工数を削
減することができ、事
業期間の短縮及び予算
の効率化が可能とな
る。
②繰越明許費

事業の性質上、その
実施に相当の期間を要
し、かつ、事業が本年
度内に終わらない場合
にも引き続いて実施す
る必要があるものであ
り、設計又は開発した
場合に繰越明許費を活
用し予算繰越しを行う
ことにより、予算の不
用額が生じなくなり、
予算の効率化が可能と
なる。

本事業の目標とする
経費及び業務処理時間
の低減効果は、平成20
年度以降の政府統計共
同利用システムの運用
開始に伴って発生する
ことから、平成19年度
において同システムの
構築を完了することが
必要。

①各府省の
情報システ
ム の 集 約
（政府統計
共同利用シ
ステムの整
備）
②母集団情
報の管理及
び標本抽出
の共通化
③統計調査
のオンライ
ン化の推進
④統計利用
に係るワン
ス ト ッ プ
サービスの
実現
⑤業務の簡
素化・合理
化

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成度
合いの判定方

法・基準
府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果

目標期間
目標
分類

政策手段
目標設定の

考え方

予算執行の効率化・弾
力化によって得られた

効果

－

（別記）目標の達成度合いの判定基準

目標値に対する実績値の割合 評　価

100％以上
80％以上100％未満
60％以上80％未満
40％以上60％未満
40％未満

達成
おおむね達成
達成とは言い難いが有効性あり
有効性の向上が必要
有効性に問題あり
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成度
合いの判定方

法・基準
府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果

目標期間
目標
分類

政策手段
目標設定の

考え方

予算執行の効率化・弾
力化によって得られた

効果

①府省認証局の集約
達成率：100％

Ｐ － 20年
度

②政府認証基盤の運
用に係る経費節減：
約7.8億円

Ｐ － 21年
度

③政府認証基盤の運
用に係る業務処理時
間短縮：約381日

Ｐ － 21年
度

当該達成目
標 に つ い て
は、府省認証
局 （ 14 認 証
局）、電子文
書交換用認証
局 （ 17 認 証
局）のうち新
たに構築する
政府共用認証
局に移行した
認証局の割合
にて評価を行
う。政府認証
基盤の運用に
係る経費及び
業務処理時間
は、システム
の所要経費の
実績及び業務
処 理 時 間 を
フォローアッ
プし、事業実
施前の試算値
に対する事業
実施後の実績
値の割合にて
評価を行う。

目標の達成
度合いについ
ては、以下の
基準（別記）
により判定す
る。

－ 各府省に
ある府省認
証局及び文
書交換認証
局を集約・
一元化する
ため、以下
の機能を有
する政府共
用認証局の
設 計 ・ 開
発・構築を
行う。
・各府省の
官職証明書
等を一元的
に発行する
機能
・霞が関WAN
を利用し、
各府省から
証明書の発
行指示をす
る機能
・各府省の
電子証明書
の検証を一
元的に実施
する機能

各府省の
府省認証局
等は新たに
構築した政
府共用認証
局に利用を
切り替え、
切替え完了
後、府省認
証局等の利
用を停止す
る。

現時点では、各府省
が共用で利用できる政
府共用認証局を設計・
開発・構築していると
ころであり、全体の５
割程度の作業が終了し
ている。平成20年度に
認証局の集約を実施す
ることとしているた
め、本事業による効果
が発現しておらず、具
体的な分析は行えな
い。

今後は、目標達成年
度を目指して引き続き
政府共用認証局の設
計・開発・構築等の取
組を進め、政府共用認
証局設立後、決められ
たスケジュールに沿っ
て各府省の府省認証局
等を政府共用認証局に
効率的かつ確実に移行
することが必要であ
る。

政府認証基盤
適化事業

本事業の実
施による効果
としては、シ
ス テ ム の 集
約・一元化、
類似機能の重
複排除及び運
用管理業務の
効率化・合理
化などによる
経費節減及び
業務処理時間
の短縮の観点
が重要である
ことにかんが
み、府省認証
局の集約率、
政府認証基盤
の運用に係る
経費節減及び
業務処理時間
短縮を目標と
して設定して
いる。なお、
府省認証局等
はすべて機能
的に一元化で
きると考えら
れるため、集
約達成率の目
標値は100％
とした。経費
節減及び業務
処理時間短縮
については、
各府省の府省
認証局等の集
約・一元化を
達成すること
で政府認証基
盤のシステム
構成が簡素化
され、経費を

①国庫債務負担行為
国庫債務負担行為を

活用して２年度の一括
契約を行うことによ
り、同一の開発業者が
設計から開発までを一
連の作業として連続し
て行うことができるこ
とから、次年度の開発
業者が新たな業者とな
る場合に生じる設計ド
キュメント等の理解・
確認を行う時間及びそ
れに係る契約上の工数
を削減することがで
き、事業期間の短縮及
び予算の効率化が可能
となった。
②繰越明許費

本事業は、各府省共
用で利用できる政府共
用認証局を整備し、各
府省の認証局の集約・
一元化を図るなどシス
テムの 適化を実施す
るものである。設計作
業を開始するに当たっ
ては、各府省の府省認
証局等の実態を把握
し、開発するシステム
における基本的な機能
の確定やこれに伴う各
府省との調整に不測の
日数を費やすこととな
り、設計・開発等のス
ケジュールの見直しが
必要となったが、繰越
明許の活用により柔軟
な対応が可能となっ
た。

平成18年
度から19年
度の２ヵ年
において、
各府省が共
用で利用で
きる政府共
用認証局を
設 計 ・ 開
発・構築し
ているとこ
ろであり、
現在は、全
体の５割程
度の作業が
終了してい
る。当該認
証局の構築
完了後は、
各府省が当
該認証局の
利用に切り
替えること
で、府省認
証局等を集
約すること
が可能とな
り、各府省
の府省認証
局等が不要
となる。府
省認証局等
を集約達成
することで
システム構
成が簡素化
され、政府
認証基盤の
運用経費節
減及び業務
処理時間短
縮が可能と
なる。

総務省
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成度
合いの判定方

法・基準
府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果

目標期間
目標
分類

政策手段
目標設定の

考え方

予算執行の効率化・弾
力化によって得られた

効果

年間約7.8億
円削減でき、
これに係る業
務処理時間を
年間約381日
短縮できるこ
とが見込まれ
ることから、
目標値をそれ
ぞれ約7.8億
円、約381日
と し た （ 約
7.8億円、約
381日につい
ては、「霞が
関WAN及び政
府 認 証 基 盤
（共通システ
ム）の 適化
計画」（2005
年 （ 平 成 17
年）３月31日
各府省情報化
統 括 責 任 者
（CIO）連絡
会議決定）に
お け る 試 算
値）。

ランク

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

（別記）目標の達成度合いの判定基準

達成度合い 評　価

100％
90％以上100％未満
50％以上90％未満
50％未満

有効
おおむね有効
有効性の向上が必要である
有効性に問題がある
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成度
合いの判定方

法・基準
府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果

目標期間
目標
分類

政策手段
目標設定の

考え方

予算執行の効率化・弾
力化によって得られた

効果

総務省 地方公共団体
に 対 す る 調
査・照会業務
システムの整
備

①地方公共団体に対
する調査・照会業務
に係る業務処理時間
の削減：年間延べ約
3.3万時間（試算値）

Ｐ － 22年
度

適化計画に掲げら
れた経費削減効果等の
精査を行ったところ、
現行の手法では、 適
化計画に示された効果
の実現が見込まれない
ことが明らかになった
ことから、現在、シス
テム開発作業を見送
り、 適化の実施内
容・スケジュール等の
見直しを行っていると
ころ。19年度中を目途
に必要な見直しについ
て結論を出すことと
なっている。

②地方公共団体に対
する調査・照会業務
に係るシステム運用
経費の削減：年間約
3.1億円（試算値）

Ｐ － 22年
度

－調査・照
会業務シス
テムに地方
公共団体へ
の調査依頼
や回答状況
等の進ちょ
く管理を職
員が容易に
行える（自
動 化 さ れ
る）仕組み
を実装する
予 定 で あ
り、これに
より、業務
処理時間の
削減が期待
できる。ま
た、各府省
の既存シス
テ ム を 調
査・照会業
務システム
へ移行する
こ と に よ
り、各府省
の既存シス
テムの廃止
等による経
費削減効果
が期待でき
る。

－ 調査・照
会業務シス
テムを各府
省共同利用
型システム
として総務
省が平成18
年度から開
発 に 着 手
し、平成20
年４月から
運用を開始
す る 。 ま
た、地方公
共団体に対
する調査・
照会の機能
を有する各
府省の既存
システムに
ついては、
費用対効果
を勘案し、
機能の全部
又は調査・
照会業務シ
ステムと重
複する機能
若しくは業
務の見直し
により、同
システムに
移行可能な
機能を廃止
し、同シス
テムに順次
移行してい
く。

①国庫債務負担行為
国庫債務負担行為を

活用して２年度の一括
契約を行うことによ
り、同一の開発業者が
設計から開発までを一
連の作業として連続し
て行えることから、次
年度の開発業者が新た
な業者となる場合に生
じる設計ドキュメント
等の理解・確認を行う
時間及びそれに係る契
約上の工数を削減する
ことができ、事業期間
の短縮及び予算の効率
化が可能となる。
②繰越明許費

事業の性質上その実
施に相当の期間を要
し、かつ、事業が本年
度内に終わらない場合
にも引き続いて実施す
る必要があるものであ
り、計画又は設計に関
する諸条件その他のや
むを得ない事由によ
り、年度内に支出を完
了することが期し難い
場合もある。このよう
な状況が発生した場合
には、繰越明許費を活
用し予算繰越しを行う
ことにより、予算の不
用額が生じず、予算の
効率的な執行が可能と
なる。

予算効率の
高い簡素な政
府の実現を図
るためには、
調査・照会業
務・システム
の整備による
職員の業務処
理 時 間 の 短
縮、関係府省
の既存システ
ムの統合によ
る経費削減が
有効であると
考えられるた
め、当該目標
を設定した。
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成度
合いの判定方

法・基準
府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果

目標期間
目標
分類

政策手段
目標設定の

考え方

予算執行の効率化・弾
力化によって得られた

効果

① 官 側 業 務の 効率
化：契約業務に係る
所要時間を32％削減

Ｐ － 22年
度以
降

② 民 側 業 務の 効率
化：契約業務に係る
所要時間を40％削減

Ｃ － 22年
度以
降

本 業 務
は、電子契
約システム
を構築する
ためのもの
であり、こ
れにより、
現在、手作
業で行って
いる契約手
続を電子化
し 、 イ ン
ターネット
技術を活用
すること等
により、官
側職員にお
いては業務
効率性の向
上 が 図 ら
れ、民側業
者において
は各府省庁
訪問等に係
る時間が軽
減されるこ
と か ら 、
官・民双方
の契約担当
者の契約所
要時間の削
減につなが
る。

－ 政府調達
手続の契約
の電子化を
実現する全
省庁共通の
電子契約シ
ステムのプ
ログラム製
造、単体試
験、結合試
験、総合試
験を行う。

また、関
連する施策
と し て 、
「 物 品 調
達、物品管
理、謝金・
諸手当、補
助金及び旅
費 の 各 業
務・システ
ム 適化計
画」に基づ
き経済産業
省が推進中
の予算執行
等管理シス
テムの構築
（契約手続
以外の物品
調達業務等
の電子化を
行う取組）
がある。

現時点では事業実施
期間中であるため、本
事業による効果が発現
しておらず具体的な分
析が行えないものであ
り、目標年度を目指し
て引き続き契約に係る
手続の電子化等の取組
を進めることが必要。

－ ①国庫債務負担行為
国庫債務負担行為を

活用して複数年度の一
括契約を行うことによ
り、同一の業者がプロ
グラム製造から総合試
験までを一連の作業と
して連続して行えるこ
とから、次年度の業者
が新たな業者となる場
合に生じる設計ドキュ
メント等の理解・確認
を行う時間及びそれに
係る契約上の工数を削
減することができ、事
業期間の短縮及び予算
の効率化が可能とな
る。
②繰越明許費

事業の性質上その実
施に相当の期間を要
し、かつ、事業が本年
度内に終わらない場合
にも引き続いて実施す
る必要があるものであ
り、計画又は設計・製
造に関する諸条件その
他のやむを得ない事由
により、年度内に支出
を完了することが期し
難い場合もあり、その
ような状況が発生した
場合に繰越明許費を活
用し予算繰越しを行う
ことにより、予算の不
用額が生じなくなり、
予算の効率化が可能と
なる。

総務省 電子契約シス
テムの整備

（電子契約シ
ステムの構築
のためのシス
テム設計）

　官・民双方
の契約担当者
の契約業務所
要時間の削減
により、利用
者の利便性の
向上や事務処
理の効率化、
合理化の状況
を表すことが
できるので、
これらを利用
者本位の行政
サービスの提
供及び簡素で
効率的な政府
の実現のため
の目標とする
ものである。
　なお、各目
標値は、シス
テム化前の契
約業務に係る
所要時間を基
に、システム
化前とシステ
ム化後の業務
フローを比較
し、システム
化により削減
される契約業
務の所要時間
から算出した
もの。
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成度
合いの判定方

法・基準
府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果

目標期間
目標
分類

政策手段
目標設定の

考え方

予算執行の効率化・弾
力化によって得られた

効果

①無線局免許申請等
に お け る 電子 申請
率：30％

Ｐ － 20年
度

②無線局申請審査業
務における業務処理
時間の削減：年間約
１万6,000時間削減

Ｐ － 20年
度

③データ入力作業等
に要する業務処理時
間 （ 電 子 申請 率が
50％到達時点）：年
間約２万4,000時間削
減

Ｐ － 20年
度

④申請者の申請書作
成時間（電子申請率
が50％到達時点）：
年間約14万時間削減

Ｃ － 20年
度

⑤申請書類の提出に
係る費用（電子申請
率 が 50 ％ 到 達 時
点 ） ： 年 間約 ２億
5,000万円削減

Ｃ － 20年
度

ランク

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ

本 事 業
は、電子申
請における
イ ン テ リ
ジェント申
請や自動審
査機能等の
開発・導入
に取り組む
も の で あ
り、これに
より、電子
申請に係る
利用者の利
便性が増す
ので電子申
請率の向上
が 図 ら れ
る。

また、電
子申請率向
上の成果と
して、利用
者の負担軽
減や行政側
の業務処理
時間の短縮
等が図られ
る。

利 用 （ 申
請）者に対す
るアンケート
のほか、外部
専門家（コン
サルタント事
業 者 ） に よ
り、目標達成
状況の評価・
検証と問題や
課題の抽出を
行い客観的な
評 価 を 行 う
（判定基準は
別記）。

総合無線局監
理システムの
電子申請機能
等の高度化

本事業は、
電子申請機能
等の高度化を
行うものであ
り 、 目 標 値
は、その実施
成果として業
務処理時間の
短縮や利用者
利 便 の 向 上
（申請書作成
時間の削減、
申請書類提出
費用の削減）
をねらいとす
る目標として
設定するもの
である。

①インテリ
ジェント申
請・審査支
援機能の開
発・導入に
より、便利
で使いやす
い電子申請
機能を提供
する。例え
ば、
・申請書作
成 時 の
フォーマッ
ト 適 合
チェック機
能等による
入力サポー
ト
・審査支援
機能の導入
による審査
業務の正確
化・効率化
等
②個人情報
保護法など
を踏まえた
情報セキュ
リ テ ィ 確
保、プライ
バシー保護
の強化等を
図る。

100％
75％以上100％未満
50％以上75％未満
25％以上50％未満
25％未満

達成
おおむね達成
達成とは言い難いが有効性あり
有効性の向上が必要
有効性に問題あり

（別記）目標の達成度合いの判定基準

達成度合い 評　価

総務省

－

－

－

－

現時点では事業実施
期間中（平成17～19年
度）であるために、事
業による効果が発現し
ておらず具体的な分析
が行えないが、目標年
度を目指して引き続き
取り組むことが必要。

○無線局免許
申請等におけ
る電子申請率
〔17年度〕
15.4％
〔18年度〕
25.2％

①国庫債務負担行為
国庫債務負担行為を

活用して複数年度の一
括契約を行うことによ
り、同一の開発業者が
設計から開発までの一
連の作業として連続し
て行えることから、次
年度の業者が新たな業
者となる場合に生じる
設計ドキュメント等の
理解・確認を行う時間
を削減することがで
き、事業期間の短縮及
び予算の効率化が可能
となる。
②繰越明許費

事業の性質上その実
施に相当の期間を要
し、かつ、事業が本年
度内に終わらない場合
にも引き続いて実施す
る必要があるものであ
り、計画又は設計に関
する諸条件その他のや
むを得ない事由によ
り、年度内に支出を完
了することが期し難い
場合もあり、そのよう
な状況が発生した場合
に繰越明許費を活用し
予算繰越しを行うこと
により、予算の不用額
が生じなくなり、予算
の効率化が可能とな
る。
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成度
合いの判定方

法・基準
府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果

目標期間
目標
分類

政策手段
目標設定の

考え方

予算執行の効率化・弾
力化によって得られた

効果

①システム運用経費
等 の 行 政 コス ト削
減：年間1.7億円程度

Ｐ 17年
度

21年
度以
降

②業務処理時間の削
減：年間延べ4,200時
間程度

Ｐ 17年
度

21年
度以
降

③大規模災害による
センターシステム停
止期間の短縮：１日
以内

Ｐ － 21年
度

①国庫債務負担行為
国庫債務負担行為を

活用して、複数年度の
一括契約を行うことに
より、同一の開発業者
が設計から開発までの
一連の作業を連続して
行えることから、次年
度の業者が新たな業者
となる場合に生じる設
計ドキュメント等の理
解・確認を行う時間を
削減することができ、
事業時間の短縮及び予
算の効率化が可能とな
る。
②繰越明許費

事業の性質上その実
施に相当の期間を要
し、かつ、事業が本年
度内に終わらない場合
にも引き続いて実施す
る必要があるものであ
り、計画又は設計に関
する諸条件その他のや
むを得ない事由によ
り、年度内に支出を完
了することが期し難い
場合もあり、そのよう
な状況が発生した場合
に繰越明許費を活用し
予算繰越しを行うこと
により、翌年度におい
て事業実施が可能とな
る。

現時点では、事業実
施期間中（平成18年度
～ 20年度）であるた
め、本事業による効果
が発現しておらず、具
体的な分析が行えない
が、目標年度を目指し
て引き続き取組を進め
ることが必要。

○電気通信
行政におけ
る許認可業
務 の 効 率
化、合理化
及び高度化
の推進
①単純な作
業の委託
②業務効率
化のための
システム化
③外部機関
等との通信
ネットワー
クを介した
データ交換
④総務省総
合文書管理
システムと
のシステム
間連携
⑤審査に必
要な情報の
登録作業に
おける効率
化
⑥業務の高
度 化 、 統
計・マネジ
メント機能
の拡充
○ バ ッ ク
アップシス
テムの構築
○システム
の 統 合 、
サーバの集
約化等
○システム
の柔軟性、
拡張性の確
保等

電気通信行政
情報システム
の 適化事業

本 事 業
は、電気通
信行政事業
の効率化、
合理化及び
高度化を推
進し、シス
テ ム の 統
合、サーバ
の集約化、
システムの
柔軟性及び
拡張性の確
保等を行う
こ と に よ
り、システ
ム運用経費
等の行政コ
ストの削減
や業務処理
時間の削減
を図るもの
である。ま
た、バック
アップシス
テムの構築
に よ り 、
サーバが完
全集中化す
るセンター
が大規模災
害でシステ
ム停止して
も、その停
止期間を短
縮し、業務
処理の継続
を図るもの
である。

本事業は、
業務・システ
ムの 適化を
図るため、業
務処理時間経
費の削減効果
（試算）等を
数値で明示す
る電気通信行
政関連業務に
おける業務・
システム 適
化計画（平成
18年3月27日
策定）を実施
するものであ
り 、 目 標 値
は、この 適
化計画の実施
による効果と
して、システ
ム運用経費等
の行政コスト
の削減、業務
処理時間の削
減、大規模災
害によるセン
ターシステム
停止期間の短
縮について、
目標を設定す
る も の で あ
る。

－総務省 －
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成度
合いの判定方

法・基準
府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果

目標期間
目標
分類

政策手段
目標設定の

考え方

予算執行の効率化・弾
力化によって得られた

効果

総務省 字幕番組・解
説番組等の制
作促進事業

字幕付与可能な放送
時間に占める字幕放
送時間の割合：100％

Ｃ 本目標は、
平成９年の放
送法の改正に
伴い、字幕番
組・解説番組
をできる限り
多く放送する
ようにしなけ
ればならない
こととする放
送努力義務が
規定されたこ
とを踏まえ、
字幕放送の普
及促進を図る
ため、技術的
に字幕を付す
ことができな
い放送番組等
を除いた字幕
付与可能な放
送番組のすべ
てに字幕を付
与することを
目標に設定し
た も の で あ
る。

字 幕 番
組・解説番
組等の制作
費の一部を
助成するこ
とにより、
放送番組へ
の字幕付与
が進み、そ
の結果、字
幕付与可能
な放送番組
に占める字
幕放送番組
の割合が増
加する。

毎年、放送
事業者に対し
て前年度の実
績 調 査 を 行
い、進ちょく
状況の把握を
行っている。
この実績値に
より目標達成
状況の評価を
行う（判定基
準は別記）。

－ 19年
度

○繰越明許費
本事業は、事業の性

質上その実施に相当の
期間を要し、かつ、事
業が本年度内に終わら
ない場合にも引き続い
て実施する必要がある
ものであり、計画又は
設計に関する諸条件、
資材の入手難その他の
やむを得ない事由によ
り、年度内に支出を完
了することが期し難い
場合もあり、そのよう
な状況が発生した場合
に繰越明許費を活用し
予算繰越しを行うこと
により、予算の不用額
が生じなくなり、予算
の効率化が可能とな
る。

平成９年度の字幕付
与可能な放送時間に占
める字幕放送時間の割
合は、民放キー５局平
均3.5％であったとこ
ろ、平成17年度には民
放キー５局平均65.9％
と着実に拡充されてき
ているものの、当該番
組制作は多額の制作コ
ストを必要とする一方
で、広告収入が見込め
ず、経済的インセン
ティブが働きにくい構
造となっているため、
目標達成に向けて事業
を継続する必要があ
る。

視聴覚障
害者向け放
送の充実を
図るため、
字幕番組・
解説番組等
を制作する
公益法人に
対し、その
制作費の２
分の１を上
限として、
独立行政法
人情報通信
研究機構が
助 成 を 行
う。

評　価

100％
80％以上100％未満
50％以上80％未満
50％未満

（別記）目標の達成度合いの判定基準

達成度合い

－

（注）１　総務省の「平成19年度成果重視事業実施状況調書」を基に当省が作成した。
　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照達成

おおむね達成
達成とは言い難いが有効性あり
有効性の向上が必要
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基準
年次

達成
年次

① 平成19年度末ま
でに、全国の登記情
報の電子化を完了す
る。

Ｐ 基本目標を
達成するため
には、登記情
報の電子化が
前提となるの
で、達成目標
を左記のよう
に定めた。

登記情報を電
子化 し、 コン
ピューター上で
処理 する こと
で、登記事項証
明書（従前の登
記簿謄抄本）の
交付に要する時
間が短縮され、
登記簿の抜き取
り・改ざんを防
止し、登記事務
の信頼性を確保
することができ
る。また、従来
管轄の登記所で
しか確認できな
かった登記情報
を、管轄外の登
記所、または自
宅から確認する
ことができるシ
ステムの導入も
可能となる。

－ 19年
度

（評価は平成23年度に実
施）

今後は、不動産の登記
情報の電子化を完了する
ために引き続き電子化移
行未了部分の電子化に取
り組み、達成目標である
平成19年度末までには登
記情報の電子化を完了す
る見込みである。

不動産登記
については全
国約2億7千万
筆個、商業・
法人登記につ
いては約350
万社の登記情
報を順次電子
化することと
し、平成19年
度末までに全
国の登記情報
の電子化を完
了する。

② 平成20年度末ま
でに、全国の登記所
に対してオンライン
申請を可能とする。

Ｐ オンライン
申請の普及に
より事務処理
の効率化・国
民の利便性の
向上が見込め
るため、達成
目標を左記の
よ う に 定 め
た。

インターネッ
トを利用した各
種申請・届出手
続のオンライン
化を推進し、国
民の負担軽減・
利便性向上を実
現することで、
基本目標達成を
めざす。

「 ＩＴ 政策
パ ッ ケ ー ジ
2005」(平成17
年2月24日ＩＴ
戦略本部決定）
に お い て 、
「2008(平成20)
年度のできるだ
け早期に全国の
登記所のオンラ
イン化を実現す
る。」との目標
が掲げられてお
り、電子政府構
築の一環として
計画的な導入を
行う こと とし
た。

－ 20年
度

（評価は平成23年度に実
施）

直近２年間の導入実績
を考慮すれば、平成20年
度には全国の登記所に対
して導入が完了し、全国
の登記所に対してオンラ
イン申請が可能となる見
込みであり、本事業は予
定どおり進捗していると
評価できる。

平成16年度
から、登記情
報の電子化を
完了した登記
所に順次オン
ライン申請用
機 器 を 導 入
し、達成目標
である平成20
年度末までに
全国の登記所
に対してオン
ライン申請を
可能とする。

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

（評価期間未了のた
め、中間報告を実
施）

不動産について
は、平成18年度末時
点で全国の登記所数
に対して約53％（平
成17年約20％、平成
18年度約32％）の導
入が完了した。

商業・法人登記に
ついては、平成18年
度末時点で全国の登
記所数に対して約
52％（平成17年度約
20％、平成18年度約
31％）の導入が完了
した。

目標期間

－法務省 登記情報システ
ム再構築事業

（評価期間未了のた
め、中間報告を実
施）

不動産について
は、平成17年度末ま
でに約86％の電子化
移行が完了している
ところ、平成18年度
において約6％の移
行を完了し、同年度
末時点で約92％が完
了した。

商業・法人につい
ては、平成18年度末
までに、全国登記情
報の電子化を完了す
ることができ、指標
の目標は達成してい
る。

－
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

目標期間

15年
度

Ｐ 基本目標の
達成には、登
記情報システ
ムの根本的な
見直しが必要
不 可 欠 で あ
り、より効率
的なシステム
に移行し、迅
速な登記事件
処理・経費の
削減を実現す
るため、達成
目標を左記の
よ う に 定 め
た。

③ 再構築事業の終
了する平成23年度に
おいて、登記情報シ
ステムの運用経費を
平成15年度比で110
億円程度削減を図
る。（平成15年度約
366億円）

「登記情報
シ ス テ ム 業
務・システム
最適化計画」
において、登
記情報システ
ム最適化の効
果 と し て 、
「オンライン
申請の導入を
契機とした業
務の最適化及
び現行システ
ムの見直しに
よる最適化等
を実施するこ
とにより、シ
ステム運用経
費 に つ い て
は、平成15年
度に比して年
間約110億円
程 度 （ 試 算
値）の節減が
見 込 ま れ
る。」とされ
ており、より
効率的なシス
テムを導入す
る こ と に よ
り、システム
運用経費の削
減を図る。

（評価は平成23年度に実
施）

次期システムは、平成
20年度から平成22年度に
かけて、局単位に現行シ
ステムから移行すること
としている。全局におい
て移行が完了するまでの
間は、現行システムと次
期システムが並行運用さ
れ、現行システム・次期
システムそれぞれの機器
借料・運用経費等がかか
ることとなる。このた
め、全局において移行が
完了し、次期システムが
本格稼働する平成23年度
までは運用経費の削減効
果は現れにくいものと考
えられるが、次期システ
ムへの移行が完了した平
成23年度には削減効果が
現れる見込みである。

登記情報シ
ステムの運用
経費削減の実
現に向け、段
階的な作業計
画を立てて取
り組む。
① 再構築第
一段階（平成
13年度～）専
用端末装置及
び専用印刷装
置の汎用化
② 再構築第
二段階（平成
16年度～）全
国の登記所に
設置している
ホ ス ト コ ン
ピューターの
法務局・地方
法務局に１箇
所設置されて
い る バ ッ ク
ア ッ プ セ ン
ター（全国５
０箇所）への
集約によるシ
ステム数の大
幅な削減
③ 再構築第
三 段 階 （ 開
発・展開：平
成15年度～平
成22年度）次
期システムの
詳細設計以降
のシステム開
発

（評価期間未了のた
め、中間報告を実
施）

次期システムは、
平成20年度から平成
22年度にかけて、局
単位に現行システム
から移行することと
している。全局にお
いて移行が完了する
までの間は、現行シ
ステムと次期システ
ムが並行運用され、
現行システム・次期
システムそれぞれの
機器借料・運用経費
等がかかることとな
る。このため、全局
において移行が完了
し、次期システムが
本格稼働する平成23
年度までは運用経費
の削減効果は現れに
くいものと考えられ
るが、次期システム
への移行が完了した
平成23年度には削減
効果が現れる見込み
である。（システム
開発中）

23年
度
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

目標期間

地図管理業務・
システムの最適
化事業

全国の登記所数に
対する地図情報シス
テム導入登記所数の
割合
　平成18年度末:約15％
　平成19年度末:約35％
　平成20年度末:約60％
　平成21年度末:約80％
　平成22年度末:100％

Ｐ 平成22年度
末までに、全
国の登記所に
地図情報シス
テムを導入す
る達成目標を
前提として、
各年度におけ
る地図情報シ
ステム導入登
記所数の割合
を目標値とし
て設定

地図情報シ
ステムは、登
記情報システ
ムと連動する
ことにより登
記情報と地図
情報の一体的
な事務処理及
びサービスを
可能とし、国
民への利便性
の向上を図る
ことができる
ことから、地
図情報システ
ムの全国展開
をする必要が
ある。

－ － 22年
度

－ （評価は平成22年度に実
施）

平成18年度の移行実績
を維持すれば、平成22年
度末までに全登記所に地
図情報システムを導入で
きる見込みであり、本施
策は、予定どおり進捗し
ているものと評価でき
る。

地図情報シ
ステムを導入
するために、
デ ー タ の 作
成・移行作業
を実施する。

出入国管理業務
の業務・システ
ムの最適化

オープンシステ
ム・汎用ソフトウェ
アの導入等レガシー
刷新のためのシステ
ム再構築を通じて移
行完成時において現
システムの運用経費
から10.2億円(最適
化後4年間の合計額)
の削減を図る。

Ｐ 次世代シス
テムの開発に
当たっては、
特定ベンダー
の技術に依存
しないオープ
ンなアーキテ
ク チ ャ の 採
用、サーバ及
びストレージ
の統合による
効率化等を実
施することと
し、これによ
り現世代シス
テムの運用経
費からの削減
を図ることと
する。

出入国管理
関係の業務で
は、外国人入
国者数が平成
13年から17年
の５年間で約
41％増となる
等、近年の業
務量の増加は
顕著であり、
今後とも増加
傾向は続くも
のと予想され
るところ、シ
ステムの刷新
によりこれに
対処すること
が不可欠であ
る。

－ － 23年
度

－ （評価は平成23年度に実
施）

今後は、実施した基本
計画を詳細設計・開発工
程の参考とするのみなら
ず、全体最適の観点から
今後順次予定されている
各種システムの基本設計
作業等の標準として最適
化計画を活用することと
している。

現在のところ、基本設
計等を行っている段階で
あり、具体的な効果は得
られていないが、成果目
標を実現するため、今後
も最適化計画に沿った各
種施策を着実に実施する
ことが肝要と考えられ
る。

次世代シス
テムの開発に
当たっては、
特定ベンダー
の技術に依存
しないオープ
ンなアーキテ
ク チ ャ の 採
用、サーバ及
びストレージ
の統合による
効率化等を実
施する。

（評価期間未了のた
め、中間報告を実
施）

平成18年度におい
ては、最適化計画に
おける最適化実施工
程を工程どおりにス
ムーズに実施するた
め実施するため、基
本設計を実施した。
(システム開発中）

（評価期間未了のた
め、中間報告を実
施）

平成18年度におい
ては、地図等のデー
タ作成・移行作業を
実施し、全登記所の
うち約16％の登記所
について地図情報シ
ステムを導入し、目
標を達成している。

法務省
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

目標期間

（注）　１  法務省の「平成18年度法務省事後評価実施結果報告書」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照

－ － 20年
度

－裁判員制度啓発
推進事業

国民に対する裁判
員制度の認知率を
100％にするととも
に、裁判員として参
加することについて
積極的な意識を持つ
者の割合を全体の７
割以上とする。

Ｃ 裁判員制度
は、国民の自
覚とこれに基
づく協力の下
で初めて我が
国の司法制度
の基盤として
の役割を十分
に果たすこと
ができるもの
であり、平成
21年からの制
度施行を円滑
なものとする
ためには、国
民が裁判員と
して裁判に参
加することの
意義、制度の
具体的内容等
についての広
報・啓発活動
を推進して国
民の理解と協
力を得ること
が不可欠であ
る。

法務省 － （評価は平成21年度に実
施）

平成18年12月に内閣府
が実施した「裁判員制度
に関する特別世論調査」
の結果によれば、制度を
「知っている」とする者
は約80パーセントであ
り、また、「裁判員とし
て参加する」とする者も
約65パーセントに達する
など、制度に対する認知
率、参加応諾率ともに一
定の成果が表れていると
評価できるところであ
る。

平成16年7
月1日に刑事
局総務課内に
プロジェクト
チームを設置
し、最高裁判
所、日本弁護
士連合会、関
係省庁との緊
密 な 連 携 の
下、広報ポス
ター及びリー
フレットの作
成、制度に関
する説明会の
開催などの積
極的な広報・
啓発活動に取
り 組 ん で い
る。

また、最高
検察庁を始め
とする全国各
検察庁におい
ては、職員一
人ひとりがそ
れぞれ広報官
であるとの認
識の下、ポス
ター・リーフ
レ ッ ト の 掲
示・配布、地
方自治体や関
係団体などに
対する説明・
協力依頼など
の広報・啓発
活動に取り組
んでいる。

（評価期間未了のた
め、中間報告を実
施）
平成18年度において
は、
① 広報ポスターを
240,300部作成し､全
国地方自治体等を始
めとした全国規模で
の掲示を実施
② 広報リーフレッ
ト等4,150,000 部を
作成し、全国地方自
治体等を始めとした
全国規模での頒布を
実施
③ 広報ポスター
12,300部について、
全国のＪＲ、私鉄、
地下鉄等の主要駅構
内、車内等において
掲出する交通広告を
実施
④ 全国合計 10ヶ
所、約3,900人の参
加者を得て、裁判員
制度シンポジウムを
開催し、パネルディ
スカッション等を実
施
⑤ 法務省・各検察
庁において、経営者
団体等の各種団体や
個別の企業に対し、
様々な機会をとらえ
て積極的に制度の説
明会等を実施（計約
6,100回、参加者計
約360,000人。平成
18年12月末現在）
するなどの広報・啓
発活動を実施した。
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基準
年次

達成
年次

Ａ 100%

Ｂ

75％
以上
100%
未満

Ｃ

50％
以上
75％
未満

Ｄ

25％
以上
50％
未満

Ｅ
25％
未満

Ａ 「 目間流用の
弾力化」により、
平成18年度まで
の業務・システム
の再構築完了比
率において、目
標を達成するこ
とができた。

○　内容の見直し

平成18年度までに、ホス
トコンピュータ上で運用し
ている45業務・システムの
うち、28業務・システムの再
構築を完了（62％完了）
し、平成18年度までの再
構築完了比率目標を達成
した。

しかし、「人給共通システ
ム」は、システム集中化の
検討等により、平成19年６
月を目処に最適化計画の
見直しが 行われるこ とと
なったため、「外務省人給
システム」を「人給共通シス
テム」へ移行・導入し、再
構築を平成19年度末まで
に完了することが不可能な
見込みである。

従って、今後、本件事業
期間において「外務省人
給システム」の再構築方法
及び成果重視事業の目標
を見直すことが必要となっ
ている。

19年
度

IT 技 術 の 進
展に応じて、プ
ラットホームの
オ ー プ ン 化 、
パソコン等で利
用可能な汎用
パ ッ ケ ー ジ の
利用や、「外務
省人給システ
ム」を「人給共
通システム」へ
移行・導入する
ことにより、業
務・システムの
再構築を行う。

外務省 内部管理業務用
ホストコンピュー
タシステムの再
構築事業

（内部管理業務
用 ホ ス ト コ ン
ピュータシステム
の再構築）

「ホストコンピュータシ
ステムの業務・システム
最適化計画」に則り、ホ
ストコンピュータ上で運
用している各種業務・
システムを、オープンな
システムへの移行を前
提として再構築を行うこ
とにより、システムの維
持経費を年間３億円削
減し、業務処理時間を
年間1500 時間削減す
る。

業務・システムの再構
築完了比率は、平成17
年度及び平成18 年度
においては各々30％を
目指し、平成19年度末
までに100%とする。

Ｐ

政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

全ての業
務･システム
の再構築が
完 了 し た
後 、 シ ス テ
ムの維持経
費及び業務
処理時間の
削減目標の
達成度合い
を５ 段 階で
判定。ただ
し平成18年
度において
は、再構築
の完了比率
(30% ） の 達
成度合いに
より判定

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

測定結果
手段と目標
の因果関係

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間 目標達成が芳しくない場合
の原因分析及びその結果策
定した方策

評価の結果
目標設定の

考え方

ホ ス ト コ ン
ピ ュ ー タ 上 で
運 用 し て い る
全ての業務・シ
ス テ ムの 再構
築を完了し、ホ
ストコンピュー
タから脱却した
後の平成20 年
度以降におい
て、システムの
維持経費の削
減を実現する。

また、ホストコ
ンピュータ上で
運 用 し て い る
「人事・給与等
業務・システム
（ 外 務 省 人 給
システム） 」に
つ い て は 、 府
省 共 通 の 「 人
事 ・ 給 与 関 係
業務情報シス
テム（人給共通
システム） 」へ
移行・導入する
ことにより再構
築を行って、業
務処理時間の
削減を実現す
る。

IT技術の進
展に応じて、
プラット ホー
ムのオープン
化、パソコン
等 で 利 用 可
能な汎用パッ
ケ ー ジ の 利
用や、「外務
省人給システ
ム 」 を 「 人 給
共 通 シ ス テ
ム」 へ移 行・
導入すること
により、業務・
システムの再
構築を行い、
目 標 を 達 成
する。

－
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基準
年次

達成
年次

政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

測定結果
手段と目標
の因果関係

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間 目標達成が芳しくない場合
の原因分析及びその結果策
定した方策

評価の結果
目標設定の

考え方

外務省 国際機関におけ
る邦人の参画の
促進及び邦人職
員の増強

（国際機関にお
ける邦人職員増
強事業）

国連等国際機関にお
いて、より多くの邦人職
員が、管理監督を行い
あるいは専門的事項を
処理する地位を占める
ようになること（成果重
視事業としての目標(平
成21年１月までの５年
間で10％増(→671名))
は、平成17年度中に達
成。平成18年１月現在
671名をベースに、平
成21年１月までの向こう
３年間でさらに10％程
度増加(→約740名)さ
せることを新たな目標と
して設定することを検
討中）

Ｃ 近年のグロー
バル化を背景
に 、国連等国
際機関及びこ
れら国際機関
に勤務する国
際機関職員の
責務の重要性
が 高 ま っ て い
る。

一方で、国連
等国際機関に
対する我が国
の財政的貢献
と比較して、こ
れら国際機関
における邦人
職 員 は 著 し く
少ない状況に
あるため、国際
機関等におけ
る邦人職員の
任用及び勤務
に関する事項
を所 掌事 務と
する外務省が
責任を持って
邦人の国際機
関への参画の
促進に 取り組
む必要がある。

国 連 等 国
際 機 関 へ の
就 職 に 向 け
て の 広 報 及
び 情 報 提
供 、 国 際 機
関職員となる
人 材 の 育 成
及 び 中 堅以
上 の 国 際 機
関職員となる
人 材 の 発 掘
及 び そ の 採
用 に 向 け て
の 国 際 機 関
への働きかけ
により、国際
機 関 に お け
る 邦 人 職 員
数 の 増 加 を
図る。

16年 21年 本件施策の実
施に際して、予
算 執 行 の 効 率
化・弾力化措置
は 講 じ て い な
い。

○　今のまま継続

　目標の達成に向けて進
展があった。
　成果重視事業としての目
標(平成21年１月までの５
年間で10％増(→ 671名))
は、平成17年度中に達成
しているが、施策の目標は
中長期的なものであり、今
後も継続する。

・ 国 連 等 国 際
機関への就職
に向けての広
報及び情報提
供
・ 国 際 機 関 職
員 と な る 人 材
の育成及び中
堅以上の国際
機関職員とな
る人材の発掘
・ 応 募 者 採 用
に向けての国
際機関への働
きかけ

－ 国際機関にお
け る 邦 人 職 員
数 ( 専 門 職 以
上)：676人(平成
19年１月１日現
在)
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基準
年次

達成
年次

政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

測定結果
手段と目標
の因果関係

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間 目標達成が芳しくない場合
の原因分析及びその結果策
定した方策

評価の結果
目標設定の

考え方

Ａ 100%

Ｂ

75％
以上
100%
未満

Ｃ

50％
以上
75％
未満

Ｄ

25％
以上
50％
未満

Ｅ
25％
未満

帰国等による登録抹消によ
り登録者数が相殺されるた
め、定量的な政策目標として
の登録率が登録推進実績を
正確に反映しない結果となっ
ている。平成18年度末の達成
目標(登録率20％)には至って
いないが、本件事業開始後３
年 間 で 推 定 有 権 者数 の 約
7.66％に相当する58,203件の
新規登録申請件数があるとと
もに、申請件数は毎年上昇傾
向にあることから、事業実績と
しては一定の成果を挙げてい
ると考える。

在外選挙への関心の高まり
を背景に、制度普及広報や登
録受付出張サービス等を引き
続き実施し、選挙人登録の推
進による在留邦人の選挙権行
使の機会を確保するため、本
件登録推進事業を平成19年
度以降３か年計画により継続
実施する。事業目標について
は、計画策定当初における評
価基準及び数量目標を固定
することを中心として複合的な
事業目標を設定し、端的に施
策の効果を把握しやすい評
価手法を導入する。

「 目 の 大 括 り
化」と「目間流用
の弾力化」によ
り、特定予算科
目の不足による
事業の停滞を防
止するとともに、
在外選挙人登録
推進のために最
大限予算を活用
することが出来
た。

○　拡充強化

本件事業による登録受
付出張サービス及び日系
企業等個別訪問サービス
については、在留邦人から
高い評価を得るとともに
年々利用者が増加してお
り、また、在留邦人数が急
増する中、在外選挙制度
の改正を踏まえた制度普
及広報や登録推進広報を
積極的に展開した結果、
新規登録申請件数は国政
選挙が行われた平成17年
度を上回る実績となってい
る。

事業目標(20％)の達成
については、数量的には
不十分な実績(13.06％)と
なっているが、本件事業期
間の３年間における新規
登録申請件数は58,203件
に達しており、これは平成
17年10月１日現在の推定
有権者数の7.66％に相当
していることから、在外公
館における登録推進事業
として相応の成果を上げた
ものと評価される。ついて
は、今後も在外選挙人登
録率を上げていくために
本事業を一層拡充・強化し
ていく必要がある。

・ 登 録 受 付 出
張サービス
・ 日 系 企 業 等
個別訪問サー
ビス
・ 各 種 広 報 媒
体 を 活用 した
在外選挙制度
の広報
・ 在 外 公 館 に
おける登録業
務等の円滑な
執行のための
各種支援
・予算配分等
・ 在 外 選 挙 事
務担当者への
研修・指導

外務省 在外選挙人登録
推進

平成16年４月１日から
平成19年３月末までに
海外の推定有権者数
の約20％程度の登録
者数を目標とする。

平成16年度:15%前後
平成17年度:17%前後
平成18年度:20%前後

Ｃ 目標値の達
成度合いを
基 準 に し、
評価を５段
階で判定

18年
度

平成18年度末：
13.06％（Ｃ）

在外選挙制度
に お い て は 、在
留邦人が投票を
行 う た めに は在
外選挙人名簿へ
の登録が必要で
あるが、日本国内
では住民登録さ
れた市区町村の
選挙管理委員会
が職権により選挙
人名簿に登録す
るのに対し、海外
では出頭義務を
課した任意登録
制となっているた
め、時間、距離等
諸般の事情から
積極的な登録傾
向にないのが現
状である。また、
在外選挙制度は
海外に転出して
初めて必要となる
ことから、あらかじ
め本件制度に係
る知識を有してい
る在留邦人は少
数である。このた
め本事業により制
度普及や登録推
進広報 を行 い、
登 録 受 付 出 張
サービスや日系
企業等個別訪問
サービスを通じて
在留邦人の登録
申請の便宜を図
ることにより、在外
選挙人の登録率
を高めることは、
在留邦人の国政
選挙における選
挙権行使の機会
を確保するととも
に、領事サービス
の 改 善 ・ 強 化 に
資 す る も の で あ
る。

登 録 受 付
出張サービス
等により登録
の た め の 便
宜を図る。新
規 渡 航 者及
び 未 登 録者
に 対 す る 制
度 広 報 を 行
い、登録推進
を図る。管内
推 定 有 権者
に応じた経費
の手当てによ
り、在外選挙
事 務 の 円 滑
な 執 行 を 図
る。管内に推
定有権者５千
人 以 上 を 擁
す る 在 外 公
館を中心とし
た 事 業 展 開
及 び 予 算配
分（全体の４
分の ３） を行
い、数値目標
の 達 成 と 費
用 対 効 果 の
効 率 化 を 図
る。在外選挙
事 務 担 当者
への研修・指
導 の 実 施 に
より、人材育
成とノウハウ
の 共 有 を 図
る。
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基準
年次

達成
年次

政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

測定結果
手段と目標
の因果関係

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間 目標達成が芳しくない場合
の原因分析及びその結果策
定した方策

評価の結果
目標設定の

考え方

Ａ 100%

Ｂ

75％
以上
100%
未満

Ｃ

50％
以上
75％
未満

Ｄ

25％
以上
50％
未満

Ｅ
25％
未満

適 正な 勤務
時間を年間で
約20万時間以
上（サンプリン
グ 調 査 に よ る
推 定 値 ） 上
回 っ て い る 在
外公館の会計
担当者の業務
量は、「在外経
理 シ ス テ ム の
業務・システム
最適化」により
平成20 年度以
降 年 間 約
66,700 時 間
（目標試算値）
の削減が見込
まれる。また、
業務・システム
の 維 持 ・ 運 用
経費について
は、平成18年
度から平成20
年 度 ま で 、 年
平 均 2082 万
4000円の経費
の低減に相当
する効果が見
込まれる。

在外経理シ
ステムの機能
拡 張 と 本 省
側 在 外 経理
業 務 サ ー バ
に蓄積した在
外 経 理 デー
タの集計・活
用による在外
経 理 業 務 に
かかるシステ
ムの最適化、
計 算 証 明規
則により整備
す る 証 拠 書
類 の 合 理 化
による在外経
理 業 務 に か
か る 業 務 の
最 適 化 、 営
繕 業 務 の 維
持 管 理 に か
かる手引きの
作成による営
繕 業 務 の 負
担 軽 減 、 研
修 の 充 実 に
よる会計担当
者等のスキル
向上により目
標 を 達 成 す
る。

－ 19年
度

業務・シス
テム再構築
の完了比率
を 基 準 に
し、評価を５
段階で判定
する。

外務省 在外経理システ
ムの再構築事業

（在外経理シス
テムの業務・シス
テム最適化）

平成19 年度末までに
「在外経理システムの
業務・システム最適化
計画」を実施し、外務
本省及び在外公館の
会計担当者の負担軽
減及び業務支援機能
の強化による在外経理
業 務 の 簡 素 化 ・ 効率
化・合理化を推進する
（在外公館の会計担当
者の業務量は、平成20
年 度 以 降 年 間 約
66,700時間（目標試算
値）削減できることが見
込まれる。また、業務・
システムの維持運営経
費については、平成18
年度から平成20年度ま
で、年平均2082万4000
円の経費低減に相当
する効果が 見込 まれ
る。）。

Ｐ Ｂ 平成18年度に
おいては、予算
執行の効率化・
弾力化措置を実
施しなかった。

○　今のまま継続

在外経理システム用デー
タベースの構築や在外経
理業務にかかる業務の合
理化の取組により在外経
理業務の一層の円滑化が
見込まれることから、施策
を実施する際、とられた手
段としては適切かつ効率
的であった。

・在外経理シス
テムの機能拡
張と本省側在
外 経 理 業 務
サーバに蓄積
した在外経理
データの集計・
活 用 に よ る在
外経理業務に
かかるシステム
の最適化
・ 計 算 証 明 規
則 に よ り 整 備
する証拠書類
の合理化によ
る在外経理業
務に かかる業
務の最適化
・ 営 繕 業 務 の
維持管理にか
か る 手 引 き の
作 成 に よ る営
繕業務の負担
軽減
・経理にかかる
研修の充実に
よ る会計担当
者等のスキル
向上
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基準
年次

達成
年次

政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

測定結果
手段と目標
の因果関係

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間 目標達成が芳しくない場合
の原因分析及びその結果策
定した方策

評価の結果
目標設定の

考え方

Ａ 100%

Ｂ

75％
以上
100%
未満

Ｃ

50％
以上
75％
未満

Ｄ

25％
以上
50％
未満

Ｅ
25％
未満

（注）　１　外務省の「平成19年度外務省政策評価書」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照

外務省 領 事 業 務 の 業
務・システムの最
適化事業

（領事業務の業
務・システムの最
適化）

１.在留届データ価値向
上
(１)在留届データ全公

館相互管理(設計・開
発)
(２)個人情報保護―指

紋認証(設計・開発)
２.「オフライン版領事関
連 デ ー タ 管 理 シ ス テ
ム」の在留邦人数実態
調査統計機能設計
３.「オフライン版領事関
連 デ ー タ 管 理 シ ス テ
ム」の戸籍・国籍業務
管理機能設計
４.査証端末と旅券端末
の共有と作成機の共有
(設計)

Ｐ 構成要素に
つ い て 、 設 計
段階、開発段
階に分けて成
果物の完成を
目標とすること
で上位目標の
実現を図る（上
位 目 標 ： 領 事
サービスの改
善・強化（邦人
の利便性及び
福利向上のた
めの取組 、領
事担当官の能
力向上、国際
標準に準拠し
た日本旅券の
発給・管理））。

各 政 策 手
段を実施する
ことにより、目
標 の 各 構 成
要 素 に つ い
て 以 下 の 効
果が得られ、
成 果 物 が 完
成される。
１.(１)在留届
の 二 重 登 録
の防止
１.(２)情報漏
洩を防止
２ .在留邦人
数 実 態 調査
作 業 の 効 率
化
３.戸籍・国籍
業 務 の 効 率
化
４.経費削減

－

－

－

－

－

1.(１)
19年
度

1.(２)
19年
度

２.
20年
度

３.
20年
度

４.
21年
度

１.(１)：Ｂ
１.(２)：Ｂ
２.：Ｃ
３.：Ｃ
４.：Ｄ

予算執行の効
率化・弾力化に
よって得られた
効 果 は 特 に な
い。

○　今のまま継続

（具体的成果）
１.(１)開発は完了しており、
試験運用と本運用（平成
19年度）へ展開するための
準備中。
１.(２)平成19年度は認証機
器を調達し、試験運用を行
う。
２.設計完了。平成19年度
に開発予定。
３.設計完了。平成19年度
に開発予定。
４.設計完了。平成19年度
に一次開発、平成20年度
に二次開発・製造（ただ
し、予算次第）を行う予定。

１.(1)自動的に
身分事項と照
合し在留届を
変更した 上で
新たな在留届
を受理する機
能の付加
１.(2)生体認証
の 導入、操作
履歴の管理、
出力時の自動
暗号化処理
２.在外公館と
外務本省の間
をオンライン化
３.在外公館で
入力したデー
タ の 既 存 の
ネットワークを
通じた受信及
び市区町村等
宛文書の作成
自動化
４.査証発給端
末と旅券発給
端末を統合

成果物によ
る完成段階
の 判断（全
工程の うち
の比率）
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基準
年次

達成
年次

文部科学省 都市エリア産学
官連携促進事業
（発展型）

地域の特色を活か
した多様な産学官連
携活動を展開して、
地域に自立的かつ継
続的なイノベーショ
ン シ ス テ ム を 構築
し、特許化や事業化
等を生み出すことに
より、継続的な新事
業の創出を目指す。

○18年度達成目標
・特許出願数：163件
(累積)
・事業化等(商品化
(試作品含む)、起業
等)件数：109件(累
積)
○19年度達成目標
・特許出願数：340件
(累積)
・事業化等(商品化
(試作品含む)、起業
等)件数：251件(累
積)
○20年度達成目標
・特許出願数：448件
(累積)
・事業化等(商品化
(試作品含む)、起業
等)件数：351件(累
積)

Ｃ － 本事業の実
施により、地
域における自
立的かつ継続
的な産学官連
携基盤の構築
が図られる。
これにより大
学等の新技術
シーズの創出
促進（特許出
願 数 の 増
加）・地域に
おける積極的
な活用（事業
家等件数の増
加が期待でき
る。）

また、新技
術シーズの創
出 や 、 そ の
シーズを地域
が積極的に活
用していくこ
とは、地域に
おける自立的
かつ継続的な
産官学連携基
盤の構築につ
ながる。

－ 17年
度

20年
度

－ ○ 特許出願件数につい
ては平成18年度達成目標
の約0.75倍と目標を達成
出来なかったが、事業化
等件数については平成18
年度達成目標の約1.5倍
と目標を達成しており、
概ね目標を達成した。
　
・今後も引き続き、本事
業を継続していく。
　
・平成18年度において
は、特許出願件数：123
件（平成18年度達成目標
の約0.75倍）、事業化等
件数：159件（平成18年
度達成目標の約1.5倍）
の成果が得られており、
産学官連携基盤の構築を
通じた我が国の科学技術
の高度化・多様化やイノ
ベーション・システムの
競争力強化を図るため
に、平成20年度概算要求
では、拡充要求をおこ
なっていく。

これまでの
事業実施によ
り、構築され
た産学官連携
基盤を強化す
るとともに、
得られた技術
シーズを新事
業の創出や事
業化に結びつ
ける。

－

目標期間 目標達成が芳しくない場
合の原因分析及びその結
果策定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

平成18年度
において、特
許出願件数：
123件、事業化
等件数：159件
が得られた。

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類
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文部科学省

目標達成
が芳しく
ない場合
の原因分
析及びそ
の結果策
定した方

策
（成果重
視事業）

政策手段
（成果重視事業）

評価の結果
（成果重視事業）

達
成
年
次

(

成
果
重
視
事
業

)

予 算 執
行 の 効
率 化 ・
弾 力 化
に よ っ
て 得 ら
れ た 効
果
（ 成 果
重 視 事
業）

測定結果等
（成果重視事業）

（達成目標4-4-3）
「 持 続 型 経 済 社
会 」 の 実 現 に 向
け、都市・地域か
ら排出される廃棄
物・バイオマスの
無害化処理と再資
源化に関するプロ
セス技術開発を行
うとともに、その
実用化と普及を目
指して、影響・安
全性評価及び社会
システム設計に関
する研究開発を産
学官の連携・協力
を推進する。

（施策目標４－
４）
環境分野の研究
開発の重点的開
発

地球温暖化、水
循環、資源循環、
有害化学物質等の
地球環境問題は、
我々人類の社会生
活と密接な関連を
有し、重大な影響
を及ぼす恐れがあ
ることから、総合
科学技術大学の環
境分野推進戦略や
地球観測の推進戦
略を受け、その影
響を科学的に解明
し、適切な対応を
図るための研究開
発 成 果 を 生 み 出
す。

Ｃ （略） （略）

（略） （略）

手段と目標の
因果関係

（成果重視事業）

測定結果等
目標期間

基
準
年
次

(

成
果
重
視
事
業

)

達成度
合いの
判定方
法・基
準
（成果
重視事
業）

府省名

政策
（施策目標）

政策
（成果重視事業）

目標の内容
（成果重視事業）

目標
分類

達成すべき目標
（達成目標）

目
標
分
類
（

成
果
重
視
事
業
）

目標設定の考え方
（成果重視事業）

評価の結果
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目標達成
が芳しく
ない場合
の原因分
析及びそ
の結果策
定した方

策
（成果重
視事業）

政策手段
（成果重視事業）

評価の結果
（成果重視事業）

達
成
年
次

(

成
果
重
視
事
業

)

予 算 執
行 の 効
率 化 ・
弾 力 化
に よ っ
て 得 ら
れ た 効
果
（ 成 果
重 視 事
業）

測定結果等
（成果重視事業）

手段と目標の
因果関係

（成果重視事業）

測定結果等
目標期間

基
準
年
次

(

成
果
重
視
事
業

)

達成度
合いの
判定方
法・基
準
（成果
重視事
業）

府省名

政策
（施策目標）

政策
（成果重視事業）

目標の内容
（成果重視事業）

目標
分類

達成すべき目標
（達成目標）

目
標
分
類
（

成
果
重
視
事
業
）

目標設定の考え方
（成果重視事業）

評価の結果

（注）　１　文部科学省の「文部科学省事業評価書-平成20年度新規・拡充事業等-」及び「文部科学省実績評価書-平成18年度実績-」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照
        ３　「経済活性化のための研究開発プロジェクト「一般･産業廃棄物･バイオマスの複合処理･再資源化プロジェクト」」に係る政策評価については、他の政策に係る
　　　　　政策評価と明確に区分されていないため、当省において抽出した。

　本事業の実施
により、自治体
等がバイオマス
利活用をしてく
にあたっての中
長期計画策定に
おいて利用が可
能な、プロセス
技術、安全性評
価、物流を含め
た統合的なバイ
オマス集積･処
理システムのモ
デル開発が行わ
れる。

15
年
度

18
年
度

Ｃ経済活性化のた
めの研究開発プ
ロジェクト「一
般･産業廃棄物･
バイオマスの複
合処理･再資源
化プロジェク
ト」

（一般・産業廃
棄物・バイオマ
スの複合処理・
再資源化プロ
ジェクト）

一般･産業廃
棄物･バイオマ
スの再資源化に
関するプロセス
技術開発、影響
安全性評価、物
流を含む社会シ
ステムの設計に
関する委託研究
事業を実施

－ ○廃棄物･バイオマスの
再資源化の技術開発とし
て行うガス化発電エネル
ギー変換効率：従来方式
比

平成15年度･･･　 1
平成16年度･･･ 1.1
平成17年度･･･ 1.3
平成18年度･･･ 1.7

－ プロセス技術開発
として構築した実証
プラントでは、高効
率ガス化システムの
開発を実施し、目標
としたエネルギー変
換効率：従来方式比
1.7倍を達成。

19年度はプロジェ
クトの最終年度であ
り、自治体等がバイ
オマス利活用をして
くにあたっての中長
期計画策定において
利用が可能な、プロ
セス技術、安全性評
価、物流を含めた統
合的なバイオマス集
積･処理システムの
モデル開発を目指す
等、成果目標達成に
向け順調に進めてい
るところ。

－廃棄物･バイオ
マスの再資源化
の技術開発とし
て行うガス化発
電エネルギー変
換効率：従来方
式比1.7倍（平成
18年度）
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基準
年次

達成
年次

厚生労働省 感染症発生動向
調査事業

・「細菌性赤痢」、
「腸管出血性大腸菌感
染症」の年間報告数
10%削減する
・保健所への感染症発
生情報の提供時間の短
縮（2日程度→即日）

Ｐ 感染症発生
動向調査シス
テムの構築・
安定稼働によ
り、感染症対
策の充実を図
り、以て感染
症などの健康
を脅かす疾病
を予防・防止
す る と と も
に、感染者等
に必要な医療
等を確保し、
感染症の年間
発生数の減少
につなげる。

新システム
の構築により
保 健 所 へ の
データ還元が
リアルタイム
でできること
と な っ た の
で、都道府県
知事は感染症
の発生を予防
するための調
査等を迅速に
行うことが可
能となった。
これにより、
二次感染の予
防についての
効果が期待で
きるため、他
の諸条件を同
一と仮定した
状況下におい
ては感染症の
年間報告の低
下が見込まれ
る。

－ － － 予算執行の
効率化・弾力
化によって得
ら れ た 効 果
は、なし。

①「細菌性赤痢」につい
ては、平成17年度末まで
の平均報告数(661)と平
成18年度報告数(速報値)
を比較すると、約27%減
少。また、平成17年度と
18年度の比較でも13%減
少しており、一定の効果
があったものと評価。
②腸管出血性大腸菌感染
症については、対平均報
告数、対前年報告数とも
に増加しており、今後の
報告数の推移を見守る。

感染症発生
情報をリアル
タイムで各自
治 体 に 提 供
し、感染症の
発生・拡大を
予防するため
のシステムの
開発・整備

目標
分類

目標設定の
考え方

目標期間

○細菌性赤痢年間
報告数
　H18:483
　（速報値）

○腸管出血性大腸
菌感染症
　H18:3,910
  （速報値）

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容
目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策
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基準
年次

達成
年次

目標
分類

目標設定の
考え方

目標期間

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容
目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

厚生労働省 健康増進総合支
援システム事業

現行の健康情報網シ
ステムを再構築し、①
科学的知見に基づく正
しい情報の発信、②シ
ステム利用者の満足度
の向上、③自治体及び
民間団体における保健
指導への活用を図る。

Ｐ 当該事業目
標を達成する
ことにより、
国民の健康自
己管理と保健
指導の充実に
より生活習慣
病予防対策を
確立し、国民
の心身の健康
の維持・増進
を図る。

正しい情報
の発信及び生
活習慣の行動
変容に基づく
システムをイ
ンターネット
を通じて利用
することによ
り、国民自ら
健康管理を行
うことができ
る。また、保
健師等からの
個別指導によ
る生活習慣の
改善により国
民の健康の維
持・増進を図
ることができ
る。

－ － － 予算執行の
効率化・弾力
化によって得
ら れ た 効 果
は、なし。

当該事業を国が行うこ
とは、医療関係機関等の
科学的知見に基づく正し
い情報の共有化が図れる
ため効率的。また、生活
習慣の行動変容に基づく
システムをインターネッ
トを通じて利用すること
により、国民自ら健康管
理を行うことができるた
め、有効。

イ ン タ ー
ネット等を活
用して、①科
学的知見に基
づく正しい情
報の発信、②
自ら生活習慣
の改善を行う
ことを支援す
るプログラム
の開発、③保
健師等専門家
の個別指導が
受けられる双
方向対話型プ
ログラムの開
発を平成19年
度に行う。

厚生労働省 マンモグラフィ
緊急整備事業

（ マ ン モ グラ
フィ緊急整備事
業（女性のがん
対策））

マンモグラフィによ
る乳がん検診受診者数
を事業の 終年度まで
に約200万人に高め、
平成17年度は約2,000
人、平成18年度は約
3,200人、平成19年度
は約4,300人の乳がん
患者を発見する。

Ｃ 　乳がんによ
る死亡者数を
減少させるた
めには、患者
を早期に発見
することが
も効果的であ
ることから、
マンモグラ
フィによる乳
がん検診受診
者数及び患者
発見数につい
て定量的な目
標を設定。

検診精度の
高いマンモグ
ラフィを緊急
的に整備する
ことにより、
マ ン モ グ ラ
フィによる乳
がん検診受診
者が増加し、
乳がん患者の
発見者数の向
上 に つ な が
る。さらに、
乳がんの早期
発見、早期治
療が可能とな
り、乳がんに
よる死亡者の
減 少 に 資 す
る。

－ 17年
度

19年
度

平成17年度
予算のうち、
1,282,865千円
を平成18年度
に 繰 り 越 し
た。

市町村におけるマンモ
グラフィ検診受診者数は
約160万人、うち、発見
した乳がん患者は目標の
2倍以上となる4,398人で
あり、平成17年度につい
ては目標を十分に達成で
きたと評価できる。
（平成18年度の数値は現
在集計中）

マンモグラ
フィを整備す
る費用に対し
て国庫補助

○マンモグラフィ
検診受診者数
H17: 1,604,557人
○発見乳がん患者
数
H17: 4,398人

－
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基準
年次

達成
年次

目標
分類

目標設定の
考え方

目標期間

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容
目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

厚生労働省 厚生労働省ネッ
トワーク（共通
システム） 適
化事業

①年間約9.3億円(試算
値）の経費削減
②年間延べ 281 日分
（試算値）の業務処理
時間の削減

Ｐ ○中核的ＬＡ
Ｎシステムで
デ ー タ セ ン
ターの活用を
実施すること
により、イン
ターネット回
線が集約化さ
れ 、 年 間 約
0.2億円の経
費削減
○中核的ＬＡ
Ｎシステムに
係るシステム
運用の可用性
が向上したこ
とから、運用
等に職員が費
や す 年 間 約
2,250 時 間 が
削減
○ 適化前の
ネットワーク
規模を前提に
した場合、回
線の統合及び
運用管理の統
合化・集約化
により、年間
約9.1億円の
経費削減

○中核的ＬＡ
Ｎシステムに
ついて、平成
17年7月に更
改し、業務の
効率化や政策
決 定 の 迅 速
化・高度化を
図り、さらに
システム運用
の可用性の向
上を実現
○平成17年度
中 に 、 電 子
メール、電子
掲示板等の共
通サービス、
通信手順や回
線容量その他
の回線の規格
等 を 「 共 通
サービス提供
基準」として
策定し、回線
の一元的な運
用管理を実現
し、集約化を
進める。

－ 17年
度

24年
度

予算執行の
効率化・弾力
化によって得
ら れ た 効 果
は、なし。

適化実施により、こ
れまで別に調達していた
インターネット回線を中
核的LANシステムの更改
（2005年7月）と一括し
て調達したところ、予定
していたとおり、年間
22,800千円が経費削減さ
れ、また、中核的ＬＡＮ
システムの更改を実施す
ることにより、運用等に
職 員 が 費 や す 年 間 約
2,250 時 間 の 削 減 と な
り、目標値を達成したと
評価できる。

平成16年3月
に策定された
「共通システ
ムの見直し方
針 」 に 基 づ
き 、 府 省 内
ネットワーク
の集約化・共
有 化 を 実 施
し、府省内の
ＬＡＮで運用
する電子メー
ルシステム、
電子掲示板等
の基本システ
ムを統一化す
るとともに、
ＬＡＮの運用
管理業務等の
集 中 化 を 図
る。

○経費削減（中核
的LANシステムの
更改）
【H17】(千円)
実績：22,800
目標：22,800

【H18】(千円)
実績：22,800
目標：22,800

○削減業務処理時
間
【H17】(時間)
実績：2,250
目標：2,250

【H18】(時間)
実績：2,250
目標：2,250-
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基準
年次

達成
年次

目標
分類

目標設定の
考え方

目標期間

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容
目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

厚生労働省 職業安定行政関
係業務の業務・
システム 適化
事業

（職業安定行政
における業務・
システムの 適
化）

①年間102億円程度の
経費削減
②年間8万人日分の業
務処理時間の削減

Ｐ 「電子政府
構築計画」に
基づき、平成
16年度に費用
対効果を踏ま
えた刷新可能
性調査を実施
した内容を踏
まえ、目標設
定

これまで別
のシステムと
して構築・運
用されてきた
総合的雇用情
報システム、
雇用保険トー
タル・システ
ム等について
は、「職業安
定行政関係シ
ス テ ム ( 仮
称)」として
一体化する。
一 体 化 に あ
た っ て は 、
ハ ー ド ウ ェ
ア ・ ソ フ ト
ウェア等の共
通化・共有化
を進め、目標
の 達 成 を 図
る。

－ － 25年
度

予算執行の
効率化・弾力
化によって得
ら れ た 効 果
は、なし。

○削減経費については、
平成20年度より、削減業
務処理時間については平
成23年度より目標設定を
行い、効果が発現する予
定（平成18年度において
は 適化の効果は発現し
ない）。

○オンライン申請利用促
進策を推進したが、目標
率達成には至らなかっ
た。

これまで別
のシステムと
して構築・運
用されてきた
総合的雇用情
報システム、
雇用保険トー
タル・システ
ム等について
は、「職業安
定行政関係シ
ス テ ム ( 仮
称)」として一
体化する。一
体化にあたっ
ては、ハード
ウェア・ソフ
トウェア等の
共通化・共有
化を進める。
① メ イ ン フ
レームのオー
プン化
②厚生労働省
共通システム
(統合ネット
ワーク、共通
サービス)への
移行

－
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基準
年次

達成
年次

目標
分類

目標設定の
考え方

目標期間

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容
目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

厚生労働省 労災保険給付業
務の業務・シス
テム 適化事業

（労災保険給付
業務の業務・シ
ス テ ム の 適
化）

①年間37億円程度の経
費削減
②年間延べ33,531人日
（試算値）分の業務処
理時間の削減

Ｐ 「電子政府
構築計画」に
基づき、平成
16年度に費用
対効果を踏ま
えた刷新可能
性調査を実施
した内容を踏
まえ、目標設
定

業務処理の
集中化、非電
算化業務の電
算化、メイン
フ レ ー ム の
オープン化、
他のシステム
との連携強化
等の 適化を
実施すること
により、経費
及び業務処理
時間の削減が
可能。

－ 18年
度

22年
度

予算執行の
効率化・弾力
化によって得
ら れ た 効 果
は、なし。

○削減経費については、
平成21年度より、削減業
務処理時間については平
成23年度より目標設定を
行い、効果が発現する予
定（平成18年度において
は 適化の効果は発現し
ない）。

○オンライン申請利用促
進策を推進した結果、利
用率が前年度に比べ向上
したが、目標値達成には
至らなかった。

①労災保険給
付における本
省払いの集約
化
②システム化
による業務効
率化
③ メ イ ン フ
レームのオー
プン化
④他のシステ
ムとの連携強
化

厚生労働省 監督・安全衛生
等業務の業務・
システム 適化
事業

（監督・安全衛
生 等 業 務 の業
務・システムの

適化）

①年間19億円程度(試
算値）の経費削減
②年間延べ6,754人日
（試算値）分の業務処
理時間の削減

Ｐ 「電子政府
構築計画」に
基づき、平成
16年度に費用
対効果を踏ま
えた刷新可能
性調査を実施
した内容を踏
まえ、目標設
定

相談対応業
務の効率化、
免許管理業務
の集中化、手
作業業務のシ
ステム化、各
業務、システ
ム及び組織間
の情報連携の

適化を実施
することによ
り経費削減及
び業務処理時
間の短縮効果
が 見 込 ま れ
る。このこと
により、職員
の業務効率化
による国民に
対するさらな
る利便性の向
上が実現。

－ 18年
度

22年
度

予算執行の
効率化・弾力
化によって得
ら れ た 効 果
は、なし。

○削減経費については、
平成21年度より、削減業
務処理時間については平
成23年度より目標設定を
行い、効果が発現する予
定（平成18年度において
は 適化の効果は発現し
ない）。

○オンライン申請利用促
進策を推進した結果、利
用率が前年度に比べ向上
したが、目標値達成には
至らなかった。

①労働相談窓
口支援システ
ムの構築等に
よる相談業務
の効率化
②免許管理業
務の集中化を
行い、免許証
の作成を自動
化
③労働基準関
係法令違反の
申告に対する
申 告 処 理 業
務、未払賃金
立替払業務、
特定機械管理
等業務などの
手作業業務の
システム化

－

－
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基準
年次

達成
年次

目標
分類

目標設定の
考え方

目標期間

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容
目標達成が芳しくない
場合の原因分析及びそ
の結果策定した方策

厚生労働省 労働保険適用徴
収業務の業務・
システム 適化
事業

（労働保険適用
徴 収 業 務 の業
務・システムの

適化）

①年間約12億円(試算
値）の経費削減
②業務処理時間の削減

年間約17,000人日分
（職員)(試算値)

年間約8,300人日分
（非常勤職員)(試算
値)

Ｐ 「電子政府
構築計画」に
基づき、平成
16年度に費用
対効果を踏ま
えた刷新可能
性調査を実施
した内容を踏
まえ、目標設
定

窓口のワン
ストップ化等
を実現するこ
とにより、国
民・企業等の
負担軽減等に
よるサービス
の向上、金融
機関における
事務の効率化
等を図る。ま
た、ITを活用
した業務の合
理 化 ・ 効 率
化、ITの進展
に応じた情報
システムの効
率的・合理的
な整備・運用
による経費削
減等により、
目標達成が見
込まれる。

－ － － 平成18年度
予算のうち、
1,404百万円を
平成19年度予
算へ繰越

○削減経費については、
平成20年度より、削減業
務処理時間については平
成23年度より目標設定を
行い、効果が発現する予
定（平成18年度において
は 適化の効果は発現し
ない）。

○オンライン申請利用促
進策を推進した結果、利
用率が前年度に比べ向上
したが、目標値達成には
至らなかった。

①労働・社会
保険関係手続
のワンストッ
プ化
②都道府県を
越える所在地
変更時におけ
る届出等の簡
素化
③申告書等の
書類管理のシ
ステム化
④問い合わせ
対応業務等の
外部委託化
⑤電子申請シ
ステムの見直
しによる事業
主等の電子申
請時の負担の
軽減等による
電子申請の利
用促進
⑥届出書類作
成支援機能の
提供
⑦ メ イ ン フ
レームのオー
プン化

（注）  １　厚生労働省の「厚生労働省における政策評価の評価書」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照

－
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基準
年次

達成
年次

１ 平成22年度まで
に、電子商取引を導
入する中央卸売市場
の数の割合を全中央
卸売市場の40～50％
に高める。なお、事
業実施期間における
各年度の目標は次の
とおりとする。
平成18年度　3％
平成19年度　10％
平成20年度　20％

Ｃ １ 商物分離電
子商取引の導入
に当たっては、
多数の市場関係
業者における合
意形成が難しい
ことから、中央
卸売市場の約半
分程度の導入を
目指すが、食肉
市場の同取引が
困難な状況を考
慮して、全中央
卸売市場の40～
50％の導入を目
標として設定し
た。

２ 事業開始後２年以
内に、モデル地区に
おいて、電子商取引
を経由した生鮮食料
品等の取扱量の割合
を 10 ～ 25 ％に 高め
る。

Ｃ ２ 電子商取引
が法令上可能で
ある品目につい
て、仮にその品
目の全量を電子
商取引化できれ
ば、全生鮮食料
品等取扱量のう
ち10～25％を占
めることになる
ため、これを目
標として設定し
た。

取引業務や
市場内の仕分
け・搬送業務
等に係る経費
削減効果が得
られ、その波
及 効 果 と し
て、モデル地
区における電
子商取引の取
扱量の割合の
増加が見込ま
れる。

モデル地区
の 成 果 の 普
及・啓発によ
り、他市場で
も電子商取引
が導入される
こ と を 通 じ
て、市場全体
での取扱数量
及び取扱金額
の 増 加 と 共
に、卸売業者
従業員１人当
たりの取扱数
量及び取扱金
額についても
増加が見込ま
れる。

電子商取引の導入市
場割合については順調
に増加しているもの
の、モデル地区におけ
る電子商取引品目につ
いては、実証実験のた
め取扱数量が少なく、
まだ目標とする取扱数
量割合に達していな
い。また従業員１人当
たり取扱数量及び金額
の伸びにつながる効果
が発現されていないこ
とから、スケールメ
リットによる更なる経
費削減及び取引業務の
効率化について２年目
に向けてより一層の努
力が必要であると考え
られる。今後は、仲卸
業者等への利用促進、
取扱品目の拡大も含め
た取扱数量の増加及び
他のシステムとの連携
等に取り組むこととす
る。

卸売市場に
おける電子商
取引の導入に
よる生産者か
ら小売業者等
へのダイレク
ト物流（商物
分 離 直 接 流
通）の仕組み
を開発し、取
引業務や市場
内の仕分け・
搬送業務等に
係る経費削減
効果を実証す
る。

モデル地区
における電子
商取引品目に
ついては、実
証実験のため
取扱数量が少
なく、まだ目
標とする取扱
数量割合に達
していない。
また従業員１
人当たり取扱
数量及び金額
の伸びにつな
がる効果が発
現されていな
いことから、
ス ケ ー ル メ
リットによる
更なる経費削
減及び取引業
務の効率化に
ついて２年目
に向けてより
一層の努力が
必要であると
考えられる。
今後は、仲卸
業者等への利
用促進、取扱
品目の拡大も
含めた取扱数
量の増加及び
他のシステム
との連携等に
取り組むこと
とする。

２ 平成18年度のモデル地区
での事業開始後１年以内にお
ける電子商取引を経由した生
鮮食料品等の取扱数量（花き
は取扱金額）の割合は下記表
のとおり。

１ 事業実施初年度の平成18
年度においては、全中央卸売
市場数84市場のうち電子商取
引を導入した市場の数は、モ
デル地区では３市場（札幌市
中央卸売市場青果部、仙台市
中央卸売市場本場水産物部、
東京都中央卸売市場大田市場
花き部）、本事業によらない
のは１市場（札幌市中央卸売
市場水産物部）の合計３市場
であり、平成18年度の目標
３％を達成

システム開
発期間及びコ
スト削減の実
証期間を確保
するため繰越
明許費となっ
ているが、平
成18年度は繰
越を行ってい
ない。

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間

農林水産省 商物分離直接
流通成果重視
事業

左記達成
目標を達成
した場合を
「達成」と
する。

22年
度

－

モデル地区実施主体
（市場名）

電子商取引を
経由した割合

札幌市場青果商物分
離事業協議会
（札幌市中央卸売市
場青果部）

2.2％（取扱数
量）

東北地区水産物商物
分離直接流通成果重
視事業導入協議会
（仙台市中央卸売市
場本場水産物部）

0.008％（取扱
数量）

花き商物分離直接流
通協議会
（東京都中央卸売市
場大田市場花き部）

0.003％（取扱
金額）
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基準
年次

達成
年次

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間

３ 毎年度の中央卸売
市場の卸売業者従業
員１人当たりの取扱
数量及び取扱金額に
ついて、対前年比の
伸び率を、過去５年
間の平均伸び率以上
に高める。

Ｃ ３ 卸売市場に
おける取引業
務、物流業務等
の効率化や集
荷・販売力の強
化を目的とする
ことから、成果
目標として、中
央卸売市場の卸
売業者従業員１
人当たりの取扱
数量及び取扱金
額が過去５年間
の平均伸び率以
上となることを
目指す。

３ 全中央卸売市場の卸売業
者従業員１人当たりの取扱数
量及び取扱金額は前年度並
（取扱数量△0.1%、金額△
0.3%）となり、過去５年間の
平均伸び率（取扱数量0.4%、
金額0.2%）を下回った。

13年度 14年度 15年度 16年度 17年度 18年度

従業員１人当たり取
扱数量（花きを除く）
の対前年比伸び率 2.4% 1.0%  0.1% △0.3% △1.2% △0.1%

従業員１人当たり取
扱金額の対前年比
伸び率

△0.6% 2.9% △0.7% 0.2% △0.7% △0.3%

平均値 0.4% －

平均値 0.2% －
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基準
年次

達成
年次

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間

18年度の
目標低減率
と、モデル
地区におけ
る18年度の
３資材費低
減率の平均
値 を 比 較
し、数値が
５％以上で
「有効」、
４％以上で
「 概 ね 有
効」、４％
未満で「有
効性の向上
が必要」と
する。

17年
度

20年
度

18年度においてモデル地区
（５ヵ所）での平均３資材費
低減率が９%となり、生産コ
スト全体としても７％低減

我が国農業の
代表的な品目で
ある米につい
て、生産資材費
の低減を目標と
し、
①３資材費の低
減に資する新技
術等の平均的な
低減効果、
②モデル地区ご
とに取組内容が
異なることか
ら、モデル地区
における新技術
導入等の平均的
な取組割合、
③肥料、農薬、
農業機械のそれ
ぞれの資材費が
３資材費全体に
占める割合
を勘案して、モ
デル地区の10a
当たり３資材費
の低減の目標を
15％と設定し
た。

また、３資材
費を低減するた
めの取組が一部
他の経費に置き
換わるものもあ
るため、目標達
成を目指すに当
たっては生産費
全体の低減を前
提とする。

生産資材費
の低減に資す
る新技術とし
て、育苗箱全
量施肥技術、
高濃度少量散
布技術、マル
チステージ苗
移植技術の導
入や、これら
の新技術と組
み合わせて、
肥料のバラ、
フレコンによ
る大量一括受
入、超低コス
ト型栽培暦の
策定・実践、
集落単位の農
業機械の効率
利用体系の確
立等に取り組
む こ と に よ
り、生産資材
費 を 削 減 す
る。

農林水産省 生産資材コス
ト低減成果重
視事業

平 成 20 年度 まで
に、モデル地区にお
いて、10a当たり３資
材(肥料、農薬、農業
機械）費を15％低減
させる。

上記目標を達成す
るために18年度の単
年度目標として10a当
たり３資材(肥料、農
薬、農業機械）費を
5％低減させる。

Ｃ 一部地域において事
業開始時期が栽培期間
より遅れたことによ
り、18年度の取組効果
が19年産から発現する
見込みとなる地区があ
るものの、事業全体と
しては、３資材費の低
減効果が認められ、成
果目標の達成に向け順
調に進捗していると認
められる。

今後は、モデル地区
における10a当たり米
生産費の３資材（肥
料、農薬、農業機械）
費を15%低減させるよ
うに、18年度の実施結
果を踏まえ、取組面積
の拡大や新技術の実証
に取り組むことが必要
である。

モデル地区
において、肥
料、農薬の低
投入化や農業
機械の稼動面
積の拡大に資
する新技術の
導入、組合せ
を核とした生
産資材の合理
的利用体系の
確立を図る。

実施予定地
区における受
益者の確定の
調 整 が 難 航
し、不測の日
程を費やすこ
ととなり、ス
ケジュールの
見直しが必要
となったが、
繰越明許の活
用により柔軟
な対応が可能
となった。
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基準
年次

達成
年次

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間

当初予定し
ていた５地区
について事業
は実施したも
のの、
①農業生産現
場に普及して
いない先進技
術である「精
密農業」を環
境負荷低減に
用いることに
ついて、事業
主体として想
定していた農
業者等の理解
が十分ではな
く事業化に時
間を要したこ
と
②肥料成分の
低減、農薬使
用量の低減の
両 目 標 の う
ち、初年度は
片方の目標に
のみ取り組ん
だ地区があっ
たこと
③有機農業に
取り組む等に
より、既に一
方の目標を達
成している地
区があったこ
と
等により、事
業費が当初の
予定額より少
ない執行額と
なったが、繰
越明許の活用
により柔軟な
対応が可能と
なった。

平成18年度は本事業
の実施初年度であり、
ほ場情報等の収集・処
理・利用に関する一連
のシステム構築、市販
機・ソフトウェアの改
造を実施してほ場での
実証の準備を進めたと
ころであり、肥料成分
流出量及び化学合成農
薬使用量の低減への具
体的な実証に至ってい
ない。

今後は、肥料成分流
出量及び化学合成農薬
使用量の５割低減の目
標を達成するため、ほ
場での本格的なＩＴ活
用型営農の構築のため
の取組を進め、具体的
な環境負荷低減効果を
得ていく必要がある。

センサー技
術を用いて得
られた生育情
報や土壌に関
する測定情報
を利用して、
一区画単位で
の精密かつ効
率的な管理が
実現できる農
業技術を導入
する。

①ほ場内の肥
料成分や作物
の生育状態の
ばらつきを数
値情報として
把握すること
により、必要
な時期に必要
な量の施肥を
行うこと
②ほ場近辺の
天候の推移や
病害虫の発生
予測情報など
に基づき、防
除の要否を判
断し必要な時
期に防除を行
うこと
を可能にする
IT活用型営農
を確立し、肥
料成分流出量
及び化学合成
農薬使用量を
低減する。

農林水産省 ＩＴ活用型営
農成果重視事
業

平 成 20 年度 まで
に、肥料成分流出量
の５割低減及び化学
合成農薬使用量の５
割低減を実現でき、
かつ普及可能なIT活
用 型 営 農 を構 築す
る。

上記目標を達成す
るための平成18年度
の単年度目標は以下
のとおり。
① ほ 場 情 報等 の収
集・処理・利用に関
する一連のシステム
構築
② 市 販 機 ・ソ フト
ウェアの改造

環境保全に貢
献する営みの指
標として肥料成
分流出量と化学
合成農薬使用量
について、現在
の技術開発の状
況から、５割程
度の水準までの
低減を行うこと
目標として設定
した。

Ｃ 左記達成
目標を達成
した場合を
「達成」と
する。

－ 20年
度

平成18年度においては、事
業実施に当たって策定した営
農計画に基づき、環境負荷低
減に結びつく精密農業技術を
慣行の営農体系に組み入れた
営農を実施し、ほ場情報等の
収集・処理・利用に関する一
連のシステムの構築、市販
機・ソフトウェアの改造を行
い、単年度の目標を達成し
た。
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平 成 20 年度 まで
に、以下の目標を達
成する。
①事業実施地区にお
ける収穫量1kg当たり
農業経営費の20％低
減

Ｃ

低コスト植物
工場の導入によ
り、野菜生産の
周年化、単位面
積当たり収量の
大幅な増加等の
技術の組み合わ
せを通じて、現
段階で達成する
ことが可能と考
えられる収穫量
1kg当たりの農
業経営費の20%
低減を目指す。

－ 20年
度

②低コスト植物工場
の設置コストを10a当
たり2,000万円まで低
減

上記目標を達成す
るための平成18年度
の 単 年 度 目標 とし
て、事業実施地区に
おける収穫量1kg当た
り農業経営費の５％
低減を目指す。

Ｃ また、低コス
ト植物工場の設
置コストについ
ては、新技術の
導入に加え、初
年度設置以降も
ハウスの工法及
び仕様、内部装
置類の必要能力
等について事後
検証を行うこと
を通じて事業最
終年度において
達成することが
可能と考えられ
る 2,000 万 円
/10aを目指す。

モデル地区
において、超
低コスト耐候
性ハウス、自
律分散協調型
環 境 制 御 と
いった革新的
技 術 を 導 入
し、これらを
総合的に活用
することで、
低コスト植物
工場技術の実
証・確立を図
る。また、こ
の技術を効果
的に普及させ
るため、民間
団体への補助
により、推進
委 員 会 の 開
催、全国的な
動向調査、新
技術の普及啓
発等を実施す
る。

施設園芸に
おいては、施
設の設置・運
営コストの高
さや、台風等
の災害による
施設被害が大
き な 課 題 と
なっている。
これを解決す
るため、ハウ
ス本体の建設
コストを低減
した超低コス
ト耐候性ハウ
スや、個別の
センサーや環
境制御装置ご
と に コ ン
ピューターを
内蔵させ、装
置間の連携に
より制御を行
う自律分散協
調型環境制御
などの革新的
な 技 術 の 導
入・普及を図
り、コストの
低 減 と 計 画
的・安定的な
野菜生産を実
現する。

農林水産省 天候影響に
よる災害の発
生や事業計画
の遅れ等が発
生した場合に
は予算の繰越
が可能等の弾
力的な予算執
行が行えるよ
うになってお
り、施設整備
費の繰越を行
うことで、予
算の不用額が
生 じ な く な
り、予算の効
率化が可能と
なった。

本事業は、成果目標
の達成に必要な施設整
備が18年度内に完了で
きなかったことから、
19年度に施設整備が完
了した後、速やかに栽
培試験を行い、コスト
低減効果を実証してい
く必要がある。

施設整備予定地の地耐力が
不足していたことから、事業
計画・設計の見直しに不測の
日程を費やしたため、18年度
内に施設整備が完了しなかっ
た （ 平 成 19 年 ５ 月竣 工予
定）。このため、低コスト植
物工場での栽培試験を行うこ
とができず、農業経営費及び
設置コストについて効果の把
握が行えなかった。

低コスト植物
工場成果重視
事業

Ａ
90％以
上

概ね有
効

Ｂ
50％以
上90％
未満

有効性
の向上
が必要

ランク
達成度

合
評　価

Ｃ
50％未
満

有効性
に問題
あり
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農林水産省 物流管理効率
化新技術確立
事業

卸 売 市 場に おい
て、電子タグ活用の
作業体系を確立・普
及し、これを導入し
た市場における物流
作業コストを４分の
１程度削減する。

単年度ごとの目標
として、
・17年度は、青果物
の物流システムモデ
ルの実証と課題の整
理、
・18年度は、水産物
等の物流システムモ
デルの実証と課題の
整理、
・19年度は、17・18
年 度 の 結 果を 踏ま
え、卸売市場で活用
できる実用モデルの
開発を目指す。

Ｃ 食品流通の効
率化を推進する
技術として、卸
売市場における
検品等の物流作
業の省力化を実
現するための作
業体系の開発に
取組み、その成
果目標として作
業時間の短縮化
による物流作業
コスト縮減を設
定した。目標値
については、卸
売関係者からの
ヒアリングと経
済産業省がアパ
レルなど他品目
における物流作
業について実施
した実証実験結
果データを基に
試算し、学識経
験者の意見を聞
いて策定した。

労働集約的
な物流作業に
ついて、ユビ
キタス・コン
ピューティン
グ 技 術 に よ
り、労働作業
時間の短縮を
図り、食品流
通の効率化を
実現する。

左記達成
目標を達成
した場合を
「達成」と
する。

－ 19年
度

天候影響に
よる災害の発
生や事業計画
の遅れ等が発
生した場合に
は予算の繰越
が可能等の弾
力的な予算執
行が行える様
になっている
が、平成18年
度はその事態
に は 至 ら な
かった。

平成18年度事業によ
り水産物分野において
電子タグを活用した効
率的な生鮮食品物流作
業プロセスの実証実験
を行い、物流作業コス
トの４分の１程度削減
可能モデルを構築する
ことができたため、成
果目標の達成に向け、
順調に進捗していると
認められる。

平成19年度において
は、効率的な物流シス
テム実用モデルの構築
に向け、平成17・18年
度の課題や問題点を検
討しつつユビキタス・
コンピューティング技
術を活用した物流効率
化の確立を支援する必
要がある。

食品流通の
効率化に資す
る 技 術 と し
て、民間団体
を 主 体 と し
て、生鮮食品
流通における
検品、分荷、
商品管理など
の物流プロセ
スに電子タグ
を導入し、電
子化された取
引情報の活用
と相まって大
幅な労働省力
化を実現する
ための作業体
系 を 開 発 す
る。

平成18年度事業により水産
物分野において電子タグを活
用した効率的な生鮮食品物流
作業プロセスの実証実験を
行った結果、物流作業コスト
の４分の１程度削減可能なモ
デルを構築することができ
た。

しかし、氷点下での稼働が
保証された機器が必要である
こと、産地での電子タグ貼付
作業が負担となること等の課
題も明らかになった。

（参考）
○実証実験から得られた電子
タグ導入による作業時間の変
化

現 状 の
所要時間
（分）Ａ

実験での
所要時間
（分）Ｂ

Ｂ／Ａ
（％）

効率化

卸売業者 41 26 63 37％

仲卸業者 61 48 79 21％

卸売市場
合計

102 74 73 27％

・実験実施市場：東京都中央卸売市場築地市場
・実験対象品目：さわら、明太子等
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農林水産省 高生産性地域
輪作システム
構築事業

平 成 19 年度 まで
に、以下の経営指標
を実現できる技術体
系を開発する。
(1)ばれいしょのソイ
ルコンディショニン
グ栽培技術（北海道
畑輪作）

①労働時間：慣行
技術体系の40％減

②生産費：慣行技
術体系の10％減

Ｃ

「農林水産研
究基本計画」
（平成17年３月
農林水産技術会
議決定）におけ
る、地域条件を
活用した高生産
性水田・畑輪作
システムの確立
による労働時間
の低減の期別達
成目標（水田輪
作の労働時間を
３割減、畑輪作
の労働時間を４
割減等）を目標
とした。

(1)北海道畑
輪作体系につ
いては、ばれ
い し ょ 生 産
（生食・加工
用）にソイル
コンディショ
ニング栽培技
術を導入する
ことにより、
①作業が効率
化され、ばれ
いしょの収穫
作業と麦の播
種作業の時期
の重複を解消
でき、規模拡
大が可能とな
る。
②播種前に畦
から砕土と土
塊・礫を取り
除くことで、
収穫時の品質
劣化を防ぎ、
規格歩留まり
の向上が可能
となる。

左記達成
目標を達成
した場合を
「達成」と
する。

15年
度

19年
度

天候影響に
よる災害の発
生や事業計画
の遅れ等が発
生した場合に
は予算の繰越
が可能等の弾
力的な予算執
行が行えるよ
うになってい
るが、平成18
年度はその事
態には至らな
かった。

本事業は、事業の達
成目標を実現できる技
術が開発され、事業全
体としては、成果目標
の達成に向けて順調に
進捗していると判断さ
れる。

開発・改良された技
術については、生産者
に広く普及し活用する
ことにより、技術導入
面積が拡大することが
望まれることから、輪
作体系全体でのコスト
低減効果を実証するべ
く、引き続き、本事業
の実証・普及を実施す
る必要がある。

また、本事業の実施
に当たっては、技術開
発で得られた成果は効
果的に現地実証に継承
するよう、引き続き、
技術開発と現地実証の
連携を密にすることが
必要である。

国から試験
研究独立行政
法人への委託
により、(1)
ばれいしょの
ソ イ ル コ ン
ディショニン
グ 栽 培 技 術
（北海道畑輪
作 ） 、 (2)
ディスク駆動
式汎用播種機
等による不耕
起 栽 培 技 術
（水田輪作：
稲 ・ 麦 ・ 大
豆）の開発等
を実施する。

また、開発
された成果を
現場に導入す
るため、農協
等への補助に
より、推進協
議会の開催、
実 証 ほ の 設
置、新技術等
の普及啓発・
研修等を実施
する。

ばれいしょのソイルコン
ディショニング栽培技術につ
いては、収穫物と土塊・礫の
選別作業を大幅に軽減し、収
穫作業に係る労働時間が半減
できるセパレーターを開発し
た。また、試験場での現地実
証に基づく経営評価では、労
働時間及び生産費の低減が確
認された。
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(2)ディスク駆動式汎
用播種機等による不
耕起栽培技術（水田
輪 作 ： 稲 ・麦 ・大
豆）

①労働時間：慣行
技術体系の30％減

②生産費：慣行技
術体系の15％減

上記目標を達成す
るための平成18年度
の単年度目標は以下
のとおり。
(1)ばれいしょのソイ
ルコンディショニン
グ栽培技術

①国産のセパレー
ター（畦から土塊や
石れきを取り除く農
業機械）の製作・改
良及び現地実証の実
施

②試験ほ場による
経営評価
(2)ディスク駆動式汎
用播種機等による不
耕起栽培技術

①不耕起栽培法に
おける除草法や追肥
法の改良

②試験ほ場による
経営評価

③不耕起栽培適地
の条件解明

不耕起栽培技術について
は、大豆・麦類の適期播種
や、水稲の不耕起乾田直播が
可能となる汎用播種機等を活
用し、除草法や追肥法の開
発・改良等を実現した。試験
場での現地実証に基づく経営
評価では、大豆・麦類の増
収、水稲に係る労働時間の低
減が確認された。また、不耕
起栽培適地の判別について、
大豆の植生から、下層土の性
状の推定が可能なことを明ら
かにした。

(2)水田輪作
体系について
は、稲・麦・
大豆の栽培体
系に１台で３
作目の播種が
できる不耕起
播種機を基軸
とした栽培技
術を導入する
ことにより労
働 時 間 の 削
減、作期競合
の緩和を実現
す る 。 加 え
て、大豆の適
期播種による
苗立ち本数の
確保により、
増収を通じた
生産費の削減
を実現する。

Ｃ
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(1)事業実施前（平成
15年度）のバイオマ
スプラスチックの生
産 効 率 を 基準 （＝
1.0）とし、事業が終
了する平成18年度に
は生産効率を1.3に向
上させる。

Ｃ (1) 事 業 実 施 前
（平成15年度末）
のバイオマスプラ
スチック価格が約
500円/kgと推定さ
れる中で、バイオ
マス・ニッポン総
合戦略において、
平成22年度までに
200円/kgとするこ
とを目標としてい
る。この目標を達
成するためには、
生産コストは毎年
50円/kg程度低減
する必要があり、
平成18年度は350
円/kgとなる。こ
れを生産効率で表
した場合、生産効
率向上の達成目標
値は対前年比1.1
と試算されるの
で、これを目標値
としている。

・バイオマスプ
ラスチックの製
造コスト低減に
向け た技 術開
発、これらの技
術に基づく製造
実証施設整備を
通じて安価に供
給できる体制を
確立することに
より、石油由来
のプラスチック
と比べて高いバ
イオマスプラス
チックの価格を
低下 させ るこ
と、

15年
度

19年
度

本事業全体として
は、成果目標を概ね達
成したと認められる。

生産効率について
は、今後、実証プラン
トを用いた技術開発を
引き続き行い、バイオ
マス・ニッポン総合戦
略において平成22年度
の目標として掲げられ
た生産コスト200円/kg
の実現に向けて、企業
自らがコスト改善努力
を継続することが必要
である。

(2)平成18年度まで
に、バイオマスプラ
スチックの認知度を
50％に向上させる。

Ｃ (2) 事 業 実 施 前
（平成15年度末）
の認知度が17％で
あったことから、
事業期間中の目標
として毎年10％程
度の認知度の向上
により、18年度に
は50％に達するの
で、これを目標値
としている。

・バイオマスプ
ラスチックの価
値を国民に広く
認知してもらう
ための取組とし
て全国レベル、
地域レベルの普
及啓発を行うこ
と
等を通じてバイ
オマ スプ ラス
チックの生産効
率及び認知度の
向上を図る。

また、認知度につい
ては、女性の認知度改
善が課題であるが、本
事業で全国レベルの普
及策として検討・考案
されたバイオマスマー
クの本格運用が平成18
年８月から民間主体に
より始まっており、こ
れにより女性への認知
度改善に寄与すること
を目指す。

①ポリ乳酸製造全体の製造エ
ネルギー削減効果は、従来の
製法と比べて41 ％削減

バイオマス
プラスチック
の認知度向上
について、本
来であれば自
治体等を通じ
た地域レベル
の普及を実施
するところ、
予算の目間流
用によって予
算の弾力的執
行ができたこ
とから、大規
模小売店舗に
おける普及啓
発等を全国的
に展開し、全
国レベルの普
及効果が期待
さ れ る 広 域
的、効果的な
普及を行うこ
とができた。

左記達成
目標を達成
した場合を
「達成」と
する。

バイオマス生
活創造構想事
業

農林水産省 ①バイオマス
プラスチック
の製造コスト
の低減に向け
た技術開発
②技術開発、
需要喚起の進
捗状況を踏ま
えたバイオマ
スプラスチッ
クの技術実証
施設整備
③全国レベル
でのバイオマ
スプラスチッ
クの普及
④地方レベル
でのバイオマ
スプラスチッ
クの普及
を実施する。

②バイオマスプラスチックに
ついての認知
・「知っている」とした人：
31％
・「聞いたことがあるような
気がする」とした人：41％
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基準
年次

達成
年次

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間

農林水産省 総合食料局情
報管理システ
ムの最適化実
施

（総合食料局
情報管理シス
テムにおける
最 適 化 の 実
施）

①-１・全国の備蓄米
に係る在庫・販売等
の最新情報の把握に
要する時間を、現行
の約10日間から48時
間以内に短縮する。

・事故品を確認し
た際の当該品の市場
からの隔離(販売・移
動を凍結)等の措置に
要する時間を、現行
の１日からリアルタ
イムに短縮する。
①-２民間事業者から
の買受申込等の事務
手 続 の 電 子化 率を
50％にする。

Ｐ ①-１平成15年
度に行った旧式
（レガシー）・
分散型システム
の刷新可能性調
査における新シ
ステム（オープ
ン・集中型）概
要に基づき、新
システムの移行
により短縮が可
能となる作業時
間を目標として
設定した。
①-２平成16年
８月に行った、
輸入麦（食用）
買受申込業者の
電子化設備設置
率（47％程度）
を参考として、
これと同程度と
なるよう、民間
事業者からの買
受申込等の事務
手続の電子化率
50％を目標とし
て設定した。

①-１最適化
システムを開
発・導入し、
民間事業者と
システム連携
することを通
じて、政府所
有米穀に係る
全国の在庫数
量や保管管理
状況等の情報
を共有でき、
作業時間の短
縮が可能とな
る。
①-２民間事
業者とのシス
テム連携を実
現 す る こ と
で、民間事業
者からの輸入
麦（食用）買
受申込業等の
事務手続きを
電子化するこ
とが可能とな
る。

15年
度

20年
度

②ＪＡ等による地域
レベルでの情報提供
の実施率を前年より
増 加 さ せ ると とも
に、その伝達頻度も
増加させる。

Ｐ ②各地域で関係
者のニーズに応
じて機動的に情
報提供できる体
制を整備するこ
とにより、需要
に応じた米づく
りの推進を支援
していくことが
可能となるの
で、ＪＡ等によ
る地域レベルで
の情報提供の実
施率及び伝達頻
度の増加を目標
として設定し
た。

②政府所有米
穀の販売動向
及び在庫情報
等を迅速に把
握する体制を
整備すること
により、農業
者、農業者団
体、販売・流
通業者等の関
係者のニーズ
に応じた情報
の提供が可能
となる。

○国庫債務負
担行為

最適化シス
テ ム の 開 発
は、開発規模
が大きく、国
庫債務負担行
為により、複
数年度にわた
る継続的な開
発が可能とな
り、平成20年
度運用開始に
向け、各種作
業を計画的及
び効率的に進
めることが可
能となった。
○繰越明許費

システム開
発に関する諸
条件の変更、
予想し難い不
具合の発生そ
の他やむを得
ない事由によ
り本年度内に
事業を終了し
難 い 場 合 で
あっても、繰
越明許費の活
用により、事
業の目標達成
に向けた作業
を継続して進
めることが可
能であるが、
平成18年度は
その事態には
至 ら な か っ
た。

平成18年度においては、食
糧業務及び経理業務のシステ
ムの基本設計及びプログラミ
ングを行うことを目標として
おりいずれも計画どおりに完
了

３カ年のシステム開
発のうち、平成18年度
においては、食糧業務
及び経理業務のシステ
ムの基本設計及びプロ
グラミングが完了し
た。当該事業について
は、平成20年４月から
本格運用を開始するこ
ととしており、計画の
進捗状況を引き続き検
証していく必要があ
る。

旧式（レガ
シー）・分散
型システムの
見 直 し 及 び
オープンシス
テムへの移行
等、「総合食
料局（旧食糧
庁）における
情報管理シス
テムの最適化
計画」に基づ
き、新たなシ
ステム開発を
平成17年度か
ら 19 年 度 の
３ヶ年で実施
する。

左記達成
目標を達成
した場合を
「達成」と
する。
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基準
年次

達成
年次

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間

③・システムの維持
管理に要する行政経
費を、現行レガシー
システムより約5.3億
円 ／ 年 削 減す る。
（平成15年度実績：
15.5億円／年⇒平成
20年度以後：約10.2
億円／年）

・業務処理時間を
年間延べ約5.3万時間
分短縮する。

上記の目標を達成
するために平成18年
度の単年度目標とし
て、食糧業務及び経
理業務のシステムの
基本設計及びプログ
ラミングを行う。

Ｐ ③平成15年度に
行った、旧式
（レガシー）・
分散型システム
の刷新可能性調
査により算出さ
れた調査結果
（刷新後の維持
管理費）に基づ
いて設定した。

③システム・
データの集中
管理により、
それらの維持
管理に要する
行政経費の削
減、地方の各
拠点に設置し
ている情報機
器（ミニコン
等 の 専 用 端
末）の廃止が
可能となる。
また、システ
ムのオープン
化 に よ り 、
ハードウェア
とソフトウェ
アの分離調達
に伴う調達経
費も削減でき
る。
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基準
年次

達成
年次

目標達成が芳
しくない場合
の原因分析及
びその結果策
定した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標期間

平成19年度以降の
目標として、
①システムの維持管
理に要する運用経費
を従来のシステムよ
り約7.3億円／年削減
する（平成19年度、
20年度）。（平成16
年度実績：約12.7億
円／年 → 平成19
年度以降：約5.4億円
／年）

Ｐ

①平成16年度に
策定した「国有
林野事業関係業
務の業務・シス
テム最適化計
画」に基づき、
年間約7.3億円
（試算値）のシ
ステム運用費削
減が目標値とし
て設定されてい
ることから、こ
れを目標とす
る。

①一箇所の拠
点への集中化
に よ る サ ー
バ・クライア
ント方式の採
用、レガシー
シ ス テ ム の
オープン化等
を通じてシス
テムの運用経
費の削減が可
能となる。

－ ①20
年度

②国有林野の使用許
可・使用承認の更新
に係る電子申請を全
国で利用可能にし、
電子申請受付件数割
合を30%にする（平成
19年度）。

上記目標を達成す
る た め の 平成 17年
度・平成18年度の２
年間の達成目標とし
て 、 シ ス テム の設
計・開発及び平成18
年度末までの本シス
テムの試行運用の開
始を目指す。

Ｐ ②国有林野の使
用許可・使用承
認の更新に係る
申請について、
毎年度の公的機
関からの申請割
合が約３０％程
度であることを
踏まえ、初年度
はこれを全て電
子化することを
目標とする。

②電子政府の
総合窓口（ｅ
－Ｇａｖ）を
活用し、国有
林野の使用許
可・使用承認
の更新に係る
申請手続きの
電子化を実施
することによ
り、国民の利
便性の向上が
可能となる。

－ ②19
年度

平成18年度末に本システム
の試行運用を開始

○国庫債務負
担行為

平成17～18
年度の２年間
の一括契約に
より、同一開
発業者による
継続的な開発
が 可 能 と な
り、単年度で
開発業者が変
更される場合
と比較してシ
ス テ ム の 設
計・開発に係
る確認期間が
省略でき、契
約に係る事務
の簡素化が図
られた。

平成16年度
に 策 定 し た
「国有林野事
業関係業務の
業務・システ
ム 最 適 化 計
画 」 に 基 づ
き、「改善分
散型処理シス
テム」と「森
林情報システ
ム 」 を 統 合
し、事業実行
結果の分析・
評価や企画立
案への活用に
よる業務の高
度化、電子申
請への対応及
びレガシーシ
ステムの刷新
によるシステ
ム運用経費の
削減など、効
率的な管理経
営の実現を図
る。

農林水産省 国有林野情報
管理システム
の開発

左記達成
目標を達成
した場合を
「達成」と
する。

国庫債務負担行為の
活用による効率的な予
算執行により、システ
ム設計・開発、データ
移行等が当初の計画ど
おりに行われ、平成18
年度末までに新システ
ムの試行運用を開始す
ることができた。

平成19年4月からの
運用においてシステム
運用経費の削減及び電
子申請の導入について
効果を検証していくこ
とが必要である。

（注）  １　農林水産省の「農林水産省政策評価結果（成果重視事業）」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照
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基準
年次

達成
年次

輸出入管
理

(JETRAS)
調査統計

工業標準
策定ｼｽﾃﾑ

①世界ランキング
評価(10位)

10位/○ 11位/× 4位/○

②業務時間削減率
(10%)

－ － －

③システム利用者
の割合(対前年度
増)

－ － －

④開発効率の向上
(4%)

0%/× 0%/× 0%/×

⑤情報システムの
投資対効果(5%)

－ － －

官房基幹
業務

国家試験

①世界ランキング
評価(11位)

5位/○ 5位/○

②業務時間削減率
(10%)

18.5%/× －

③システム利用者
の割合(対前年度
増)

0%/× －

④開発効率の向上
(4%)

0%/× 0%/×

⑤情報システムの
投資対効果(5%)

0.5%/× －

－ － 18年
度

－経済産業省
が 担 う 各 業
務・システム
最適化計画を
踏まえた情報
システムの開
発及びその他
緊急を要する
システムの改
修等を行う。
また、電子政
府 推 進 の プ
ラットフォー
ムとなる省内
情報システム
基盤の着実な
整備・運用を
行う。

○継続
○平成18 年度
実施分までにつ
いては、本事業
における各業務
について、シス
テムの構築期間
中に評価するこ
ととなったが、
システムの完成
後でないと大き
な効果は得られ
ないため、成果
の計測が困難な
ものが一部見受
けられた。
○今後は、シス
テム開発が本格
的に開始される
こととなること
から、システム
の構築期間中に
計測可能な評価
項目を設定する
とともに、目標
の着実な達成に
向けて事業の実
施を行うことが
重要である。

緊急に事業
内容の再検討
が必要となっ
た一部のシス
テム開発にお
いて、本来で
あれば３月末
に事業を一旦
完了し、翌年
度に内容変更
分の追加契約
の検討が必要
であった。し
かしながら、
事業繰越手続
を迅速に実施
することがで
きたため、事
業を一旦完了
す る こ と な
く、翌年度に
完了期限を変
更した上でシ
ステム開発を
継続すること
ができた。結
果として、約
４ヶ月程度の
日程の短縮が
可 能 と な っ
た。

目標
(18年度)

経済産業省 電子経済
産業省構
築事業

①世界ランキング評価の向上
（平成18年度：10位）
②業務時間を20%削減
③システム利用者割合が対前
年度増
④調達管理手法の改革により
業務の最適化やシステム開発
のために投入したコストが、
予定より5%下回る
⑤業務の最適化やシステムの
開発のために投入したコスト
の10%に相当する事務費を削
減

【各年度目標】
①世界ランキング評価
平成16年度：13位
平成17年度：11位
平成18年度：10位
②業務時間削減率
平成16年度：5%
平成17年度：10%
平成18年度：20%
③システム利用者の割合
平成16年度：基準値設定
平成17年度：対前年度増
平成18年度：対前年度増
④開発効率の向上
平成16年度：2%
平成17年度：4%
平成18年度：5%
⑤情報システムの投資対効果
平成16年度：2%
平成17年度：5%
平成18年度：10%

Ｃ
業務・システムの最適化

目標
(18年度)

業務・システムの最適化

－ ○業務・シス
テム最適化計
画の策定及び
それに基づく
システム開発
等によって、
利用者割合の
向上や業務の
効率化による
業務時間削減
を図り、ひい
ては、世界ラ
ンキング評価
の向上につな
がる。
○調達管理手
法 の 改 革 に
よって、より
効率的な調達
を行うことな
どを通じ、投
入コストの削
減を図る。

目標達成が
芳しくない
場合の原因
分析及びそ
の結果策定
した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

目標期間

府省名 政策 目標の内容
目標
分類
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基準
年次

達成
年次

目標達成が
芳しくない
場合の原因
分析及びそ
の結果策定
した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

目標期間

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

化審法ｼｽ
ﾃﾑ

補助金等
ﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ

汎用電子
申請ｼｽﾃﾑ

①世界ランキング
評価(11位)

5位/○ 5位/○ 5位/○

②業務時間削減率
(10%)

－ 40.1%/○ －

③システム利用者
の割合(対前年度
増)

21.4%/× 0%/× 41.6%/○

④開発効率の向上
(4%)

0%/× － －

⑤情報システムの
投資対効果(5%)

0%/× － －

(凡例)○：達成、×：未達成、－：評価対象外

目標
(18年度)

情報システムテムの開発・
改造
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基準
年次

達成
年次

目標達成が
芳しくない
場合の原因
分析及びそ
の結果策定
した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

目標期間

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標
(指標名)

17年度実
績

18年度実
績

18年度目
標達成状

況

データベースへの
月平均アクセス数

52,604件 38,014件 ◎

データベースの月
平均参照ページ数

617,798
ページ

784,330
ページ

◎

格納する遺伝子数 35,005 43,366 ◎

ヒト全遺
伝子は、３
～４万個と
推定されて
おり、これ
ら 全 て の
データベー
スへの格納
を目指す。

データ量の
拡充や、遺伝
子機能や疾患
と の 関 連 と
いった有用情
報を遺伝子配
列へ付加し、
データの有用
性向上を図る
と共に、広報
活 動 に よ り
データベース
の認知度の向
上を図ること
で 、 有 用 な
データベース
が当該分野の
研究開発に活
用 さ れ 、 創
薬、診断ツー
ル開発等の産
業化や個別化
医療、予防医
療等の実現に
資する。

・ 100% 達
成：◎
・90%以上
達成：○
・80%以上
達成：△
・ 80% 未
満：×

16年
度

19年
度

経済産業省 ゲノム情
報統合プ
ロジェク
ト

○データベースへの月平均ア
クセス数、3年間での倍増(平
成16年度比)に向け、対前年
度比25%前後の増加
○データベースの月平均参照
ページ数、3年間での倍増(平
成16年度比)に向け、対前年
度比25%前後の増加
○データベースに格納する遺
伝子数4万個

【各年度目標】
○データベースへの月平均ア
クセス数
平成17年度：29,120件
平成18年度：35,840件
平成19年度：44,800件
○データベースの月平均参照
ページ数
平成17年度：521,300ページ
平成18年度：641,600ページ
平成19年度：802,000ページ
○格納する遺伝子数
平成17年度：30,000
平成18年度：35,000
平成19年度：40,000

Ｐ 複数年契約
が可能となっ
たため、研究
員と複数年間
の雇用契約を
行うことが可
能となり、優
秀なシステム
エンジニア、
アノテーター
等の人材を確
保することが
で き た 。 ま
た、年度毎の
研究員の雇用
に伴う事務手
続きの軽減も
可能となり、
事業の効率的
な実施に寄与
している。

○継続
○より良いデー
タベースを構築
するためには、
日常的なデータ
の更新による内
容 の 充 実 及び
ユーザーへの利
便性の向上が必
要である。アク
セ ス 数 、 参照
ページ数の推移
から利便性の高
いデータベース
構築が行われて
いると推測され
るが、データの
更新が、いかに
ユーザーの研究
活動に貢献して
いるかフォロー
アップしていく
ことが必要。ま
た、外部評価委
員会における有
識者の指摘等を
踏まえて、デー
タ信頼度の向上
や更なる内容の
充実等を精力的
に行っていく必
要がある。

バイオテク
ノロジーに関
連する情報を
有効に活用出
来る情報基盤
を整備するこ
とは、バイオ
分野における
研究を加速さ
せ、産業化を
促進するため
に非常に重要
である。本事
業では、ヒト
完全長cDNA等
の遺伝子配列
や遺伝子の機
能情報や創薬
等の開発を行
う上で必要と
なる疾患との
関連情報等を
データベース
へ格納し、有
用性の高い生
物情報基盤を
構築する。
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基準
年次

達成
年次

目標達成が
芳しくない
場合の原因
分析及びそ
の結果策定
した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

目標期間

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標
(指標名)

17年度実
績

18年度実
績

18度目標
達成状況

全国の病院におけ
る電子カルテル普
及率

14.4% 23.0% ◎

経済産業省 医療情報
システム
における
相互運用
性の実証
事業

○医療情報システムの相互運
用性を確保することにより、
効率的かつ効果的なシステム
を安価で導入出来る環境を整
備し、全国の病院（実証事業
の成果の活用先）における電
子カルテの普及率を8%以上
（平成17年度）、15%以上
（平成18年度）、20%以上
（平成19年度）とする。
○一定規模の医療情報システ
ムの導入コストを平成16年度
との比較において、平成19年
度までに9%削減する。

【各年度目標】
○全国の病院における電子カ
ルテの普及率
平成17年度：8%以上
平成18年度：15%以上
平成19年度：20%以上
○医療情報システム導入コス
ト
平成19年度：16年度比較で9%
削減

Ｃ 本事業は3
年間にわたる
事業であるた
め、国庫債務
負 担 行 為 に
よって、全事
業期間を見渡
した効率的な
予算計画の策
定が可能とな
るとともに、
年度毎の予算
執行手続きに
よる空白等の
ロスがなく、
効率的な事業
運営が可能と
なった。

○継続
○18年度事業に
ついては、当初
目標を上回る成
果を得ることが
出来た。19年度
についても、全
国の病院におい
て電子カルテが
更に普及するよ
う、今後も事業
計画に基いた着
実な事業の実施
を図っていく。

－ 医療情報シ
ステムの相互
運用性の欠如
により、導入
コストが高騰
し、医療情報
システム導入
の阻害要因と
なっている。
こ の た め 、
データフォー
マットや通信
プロトコルの
標準化等を行
い、これを解
消することに
より、導入コ
ス ト が 低 下
し、電子カル
テの普及が促
進される。

・ 100% 達
成：◎
・90%以上
達成：○
・80%以上
達成：△
・ 80% 未
満：×

－ ・各社が持つ
医療情報シス
テム間で医療
情報データの
互換性を高め
るため、医療
情報の交換の
た め の 共 通
データフォー
マットを開発
する。
・各社の部門
システム間で
情報交換を行
う場合の通信
プロトコル等
の標準化を行
う。
・データ交換
を行う際に必
要なシングル
サインオン等
の共通インフ
ラ 整 備 を 行
う。
・ ベ ン ダ と
ユーザの代表
からなる委員
会を組織し、
成果の普及、
メンテナンス
体制の構築を
検討する。

19年
度
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基準
年次

達成
年次

目標達成が
芳しくない
場合の原因
分析及びそ
の結果策定
した方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

目標設定の
考え方

測定結果
手段と目標の

因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

目標期間

府省名 政策 目標の内容
目標
分類

目標
(指標名)

18年度目
標値

18年度実
績

18度目標
達成状況

遠隔診療システム
の導入率

13.5% 15.3% ◎

（注）  １　経済産業省の「平成20年度予算概要要求等に係る事前評価等」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照

○継続
○18年度事業に
ついては、当初
目標を上回る成
果を得ることが
出来た。19年度
以 降 に つ いて
も、当初想定し
た目標値を達成
できるよう、事
業 計 画 に 基づ
き、引き続き着
実な事業の実施
を図っていく。

疾患別病期
別に機能分化
した地域の医
療機関が患者
の疾患や病期
に応じた治療
の計画に従っ
て、切れ目な
く連携するた
めに必要な情
報 シ ス テ ム
（地域医療情
報連携システ
ム）の標準化
を行い、実証
する。また、
成果の普及を
図るための普
及方策の検討
を行う。

－ 20年
度

本事業は３
年間にわたる
事業であるた
め、国庫債務
負 担 行 為 に
よって、全事
業期間を見渡
した効率的な
予算計画の策
定が可能とな
るとともに、
年度毎の予算
執行手続きに
よる空白等の
ロスがなく、
効率的な事業
運営が可能と
なった。

経済産業省 地域医療
情報連携
システム
の標準化
及び実証
事業

○効率的かつ効果的なシステ
ムを安価で導入出来る環境を
整備し、全国の病院（実証事
業の成果の活用先）における
遠隔診療システムの普及率を
13.5 ％ 以 上 （ 平 成１ ８年
度）、19.2％以上（平成１９
年度）、30.5％以上（平成２
０年度）とする。

【各年度目標】
遠隔診療システムの導入率
平成18年度：13.5%
平成19年度：19.2%
平成20年度：30.5%

Ｃ － 地域の医療
機関における
情報システム
が異なる複数
のベンダによ
り構築されて
いると、相互
の自由な情報
交換が妨げら
れ、地域医療
全 体 の パ
フォーマンス
の低下を招く
要因となる。
このため、セ
キュリティ対
応等を含めて
シームレスに
運用可能な標
準的通信プロ
トコルを構築
し、これを解
消することに
より、遠隔診
療システムの
普及が促進さ
れる。

・ 100% 達
成：◎
・90%以上
達成：○
・80%以上
達成：△
・ 80% 未
満：×
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基準
年次

達成
年次

①情報提供サイトへ
のアクセス数：3,000
万ページビュー

Ｃ ①より多くの消費者
に本システムが利用
されることが、不動
産流通市場の一層の
活性化を示すものと
して、現在レインズ
が提供している市況
情報の年間アクセス
数約300万ＰＶの10倍
の数値を目標値とし
て設定。

【平成17年度】消費
者に提供すべき情報
の内容等についての
検討、及びシステム
の開発に着手
【平成18年度】試行
運用の実施及びシス
テムの完成
【平成19年度】情報
提供サイトへのアク
セス数が年間3,000万
ＰＶを達成

②不動産取引に対す
る不安感の解消が進
んだ者の割合：5割

Ｃ ②情報提供サイトの
利用者にアンケート
を実施し、調査の結
果不安感の解消が進
んだ者が5割を超える
ことをもって、消費
者が不動産取引に抱
く不安感の解消を示
すものとして設定。

【平成17年度】消費
者に提供すべき情報
の内容等についての
検討、及びシステム
の開発に着手
【平成18年度】試行
運用の実施及びシス
テムの完成
【平成19年度】不動
産取引に対する不安
感の解消が進んだ者
の割合が５割を超え
る

－指定流通機
構 （ レ イ ン
ズ）が保有す
る不動産取引
の成約情報を
活用し、①不
動産流通市場
の動向に関す
る 情 報 ② 加
工・分析した
不動産取引情
報を消費者へ
提供するため
のシステムを
構築し、イン
ターネットを
通じて不動産
取引情報を消
費者へ提供す
る。消費者に
よる相場観の
把握等を支援
す る 観 点 か
ら、不動産流
通市場の全国
及び地域の動
向に関して消
費者に提供す
べき情報のあ
り 方 を 検 討
し、インター
ネットを通じ
て提供するシ
ステムを構築
することによ
り、消費者が
安心して不動
産取引を行え
る環境を整備
する。

国土交通省 政策目標２３
新たな市場の育
成

消費者へ提供さ
れる不動産取引
情報の拡充

－ ・検討委員会の検討結
果を踏まえ、平成17年
度にシステムの基本設
計を行い開発に着手。
平成18年11月よりシス
テムの試行運用を行っ
たうえで開発を完了。
（平成18年度）
・業績指標は、今年度
の目標（試行運用の実
施 及 び シ ス テ ム の 完
成）を達成しており、
最終目標に向けて順調
である。

19年
度

当該システ
ムは、平成18
年度に開発を
完了し、平成
19年4月より本
格稼働を開始
するもの。平
成19年度に、
指標動向を調
査する。

－

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくな
い場合の原因分析及
びその結果策定した
方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効率
化・弾力化に

よって得られた
効果

目標
分類

目標期間
目標設定の

考え方

・指定流通機
構 （ レ イ ン
ズ）が保有す
る不動産取引
の成約情報を
活用し、①不
動産流通市場
の動向に関す
る 情 報 ② 加
工・分析した
不動産取引情
報を消費者へ
提供するため
のシステムの
構築
・不動産流通
市場の全国及
び地域の動向
に関して消費
者に提供すべ
き情報のあり
方を検討し、
インターネッ
トを通じて提
供するシステ
ムの構築
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくな
い場合の原因分析及
びその結果策定した
方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効率
化・弾力化に

よって得られた
効果

目標
分類

目標期間
目標設定の

考え方

国土交通省 政策目標２４
公正で競争的な
市場環境の整備

建設業における
不良・不適格業
者を排除する

（下請代金支払
状況等実態調査
データベースの
構築）

建設業者で下請業
者に対して改善を要
する行為を行ってい
る 元 請 業 者の 数：
2,464業者

Ｃ 【平成17年度】下
請代金支払状況等
実態調査データ
ベースシステムの
構築
【平成18年度】各
建設業許可行政庁
（地方整備局等、
都道府県）による
下請代金支払状況
等実態調査データ
ベースシステムを
活用した指導の実
施
【平成19年度】下
請代金支払状況等
実態調査におい
て、下請業者に対
して改善を要する
行為を行っている
元請業者の数を平
成16・17年度平均
値比で20%減少さ
せる。

下請代金
支払状況等
実態調査の
過去の調査
結果や指導
履歴等に関
するデータ
ベースを構
築・活用す
ることによ
り、悪質な
元請業者を
漏らすこと
なく立入調
査の対象と
し て 抽 出
し、これま
で以上に効
率的かつ効
果的な指導
を行うこと
が可能とな
る こ と か
ら、政策目
標 を 達 成
し、建設業
における不
良・不適格
業者を排除
し、本施策
の目的であ
る公正で競
争的な市場
環境の整備
を目指す。

実績値が
目標値を達
成している
か否か

17年
度

19年
度

本施策につい
ては、平成18年
度予算における
成果重視事業と
して位置づけら
れ、予算執行の
弾力化措置が認
められたが、実
際の予算執行に
おいては当該措
置 を 利 用 しな
かった。

・平成17年度にシステ
ムを構築し、平成18年
度に各許可行政庁がシ
ステムを活用した指導
を行うため、改善効果
が現れるのは平成19年
度以降となる。
・業績指標は、今年度
の目標（各建設業許可
行 政 庁 （ 地 方 整 備 局
等、都道府県）による
下請代金支払状況等実
態調査データベースシ
ステムを活用した指導
の実施）を達成してお
り、最終目標達成に向
けて順調である。

元 請 調 査
データベース
システムの構
築・活用

2,352業者（平
成18年度）
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくな
い場合の原因分析及
びその結果策定した
方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効率
化・弾力化に

よって得られた
効果

目標
分類

目標期間
目標設定の

考え方

①自動車事故報告規
則に基づく自動車事
故報告対象事故の報
告件数の増加：6,000
件

Ｃ ①システム構築に
より事故情報の収
集・管理が容易と
なり、督促等によ
り報告が増加する
と考え算出したも
の

②自動車事故報告書
作成時間の短縮：30
分

Ｃ ②入力項目の整
理、電子化により
短縮されると考え
られる時間を算出
したもの

【平成17年度】
事故報告書の様
式、回答項目等に
ついて検討するこ
とにより、電子申
請化及び事故分析
システムの基本設
計を行う。
【平成18年度】
基本設計をもとに
システムの詳細設
計を行う。
【平成19年度】
詳細設計をもとに
電子申請化及び事
故分析システムの
製造を行う。

－ 事故報告書
の 電 子 申 請
化、事故分析
システムの設
計・製造

16年
度

事故報告
書の様式及
び回答項目
について検
討し、シス
テムを構築
し電子申請
化を進め、
報告件数の
倍増、報告
書作成時間
の半減を目
指す。

国土交通省 政策目標９
交通安全の確保

自動車事故の情
報収集の強化と
情報分析システ
ムの構築

－ ・業績指標（自動車事
故の報告件数の増加）
は平成17年に3,680件か
ら5,689件と大幅に増加
したが、これは平成17
年2月に省令を改正し報
告対象を拡大したため
である。
・業績指標は、本年度
の目標（電子申請化及
び事故分析システムの
詳細設計）を達成して
おり、最終目標年度に
向けて順調である。

20年
度

②60分（平成
17年）

①5,689件（平
成17年）
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくな
い場合の原因分析及
びその結果策定した
方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効率
化・弾力化に

よって得られた
効果

目標
分類

目標期間
目標設定の

考え方

①宅地建物取引業の
免許等電子申請率：
大臣免許業者30%程
度、知事免許業者10%
程度

Ｐ ①電子申請率の増加
は申請者にとって書
類提出や補正の度に
窓口に出向く必要が
なくなる等の利便性
向上に直接結びつく
ことから量的な指標
となるものとして設
定

【平成18年度】①シ
ステムの構築を完了
する②関係団体への
システム利用の周知
【平成19年度】電子
申請利用率（大臣10%
程度、知事3%程度）
【平成20年度】電子
申請利用率（大臣20%
程度、知事6%程度）
【平成21年度】電子
申請利用率（大臣30%
程度、知事10%程度）

② シ ス テ ムの 満足
度：5割程度

Ｃ ②システ ム満 足度
は、利用者の立場か
ら見たシステムの質
的な指標となるもの
として設定

【平成18年度】①シ
ステムの構築を完了
する②関係団体への
システム利用の周知
【平成19年度】シス
テムの満足度30%程度
【平成20年度】シス
テムの満足度40%程度
【平成21年度】シス
テムの満足度50%程度

国土交通省 政策目標２４
公正で競争的な
市場環境の整備

宅地建物取引業
免許等電子申請
システム構築事
業

－ －宅地建物
取引業及び
宅地建物取
引主任者に
係る免許等
手続につい
て国と都道
府県が共に
使用できる
電子申請シ
ステムを開
発し、併せ
て既存の宅
建ＯＡシス
テムを電子
申請システ
ムと連携さ
せるために
改修する。
これにより
申請者は国
や都道府県
の窓口に出
向くことな
く、24時間
365日申請が
可 能 と な
る。また、
申請等の受
付や補正依
頼 へ の 対
応、宅建Ｏ
Ａシステム
への入力の
省力化等行
政事務の効
率化が図ら
れることと
なる。

－21年
度

・平成18年度
においては、
電子申請が可
能なシステム
を開発し、併
せて既存の宅
建ＯＡシステ
ムを改修する
ことによりシ
ステム構築を
完了し、目標
を 達 成 し た
が、関係団体
へのシステム
利用の周知ま
で に は 至 ら
ず、一部未達
成となった。
・システム構
築に際し、仕
様の詳細につ
いて都道府県
間の意見調整
に 時 間 を 要
し、関係団体
への周知が達
成されなかっ
た。

・宅地建物取
引業及び宅地
建物取引主任
者に係る免許
等手続につい
て国と都道府
県が共に使用
できる電子申
請システムを
開発
・既存の宅建
ＯＡシステム
を電子申請シ
ステムと連携
させるために
改修

業績指標は、今年度
の目標（①システムの
構築を完了する。②関
係団体へのシステム利
用の周知）を概ね達成
しており、最終目標に
向けて順調である。
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達成
度合いの判
定方法・基

準

府省名 政策 目標の内容

目標達成が芳しくな
い場合の原因分析及
びその結果策定した
方策

評価の結果 政策手段

予算執行の効率
化・弾力化に

よって得られた
効果

目標
分類

目標期間
目標設定の

考え方

国土交通省 政策目標１２
地球環境の保全

自動車からの二
酸化炭素排出量
を誤差10%以下
で予測すること
を可能とする

（自動車分野の
二酸化炭素排出
量評価プログラ
ムの構築）

二酸化炭素排出量
予測の誤差：10%以下

Ｐ 燃料法（測定対
象区間における燃
料消費量からＣＯ
２排出量を計算す
る）における誤差
と同等

【平成18年度】自
動車運送事業者保
有データ及び実
験・測定データに
基づく、二酸化炭
素排出量影響要因
検証
【平成19年度】二
酸化炭素排出量算
定プログラムの開
発
【平成20年度】プ
ログラムの実証運
用を通じて、二酸
化炭素排出量を誤
差10%以下で予測

自動車運
送事業にお
ける効果的
な省エネ対
策の実施を
支援するた
め、低公害
車の導入、
エコドライ
ブの推進、
車両の大型
化等の様々
な省エネ対
策によるＣ
Ｏ２削減効
果の予測を
可能とする
ＣＯ２排出
量評価プロ
グラムを構
築する。本
プログラム
の構築は、
実効性のあ
るＣＯ２削
減対策を反
映させた省
エネ計画の
策定を支援
し、自動車
運送事業に
おけるＣＯ
２排出量を
効果的に削
減し、地球
環境保全へ
の取組みに
つながる。

－ 18年
度

20年
度

－ 業績指標は「二酸化
炭 素 排 出 量 予 測 の 誤
差」であり、プログラ
ムのない現時点では、
実 績 値 が 求 め ら れ な
い。

二酸化炭素
排出量算定プ
ログラムの開
発

現在プログ
ラムの構築中
であるため、
二酸化炭素排
出量の予測は
まだ不可能。

（注）  １　国土交通省の「平成18年度政策チェックアップ結果評価書」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照
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基準
年次

達成
年次

環境省 こどもエコクラブ
事業

こどもエコクラブ会員登
録数を18 年度末で11 万
人とする。

・こどもエコクラブの会員
数
17年度(目標):95,000人
18年度(目標):110,000人

Ｐ 平成14年度
文部科学省統
計 要 覧に よ る
と、全国の小・
中 学 生 の 児
童 ・ 生 徒 数 は
約1,100万人で
あるため、その
1％に当たる11
万人を目標の
根拠とした。

本政策の目
標を達成する
ため、地方自
治 体 へ の 事
業の周知、全
国 の 児 童 館
へ の 広 報 の
強化、企業、
団 体 等 へ の
教 材 提 供等
の協力依頼、
「グローブプ
ロ グ ラ ム 」 、
「身近な水環
境 へ の 全 国
一斉調査」等
多 様 な 環 境
教育・環境学
習プログラム
の 提 供 を 行
う。

－ 17年
度

18年
度

「 繰 越 明 許
費」、「目間流用
の弾力化」の措
置の活用を必要
とする事態にな
らなかったため、
活 用 し な か っ
た。

○ 取組を引き続き継続

２年間（平成18年度末）
での事業目標を、登録メン
バー数11万人としてきた
が、目標を大幅に上回るこ
とができた。これは、「目標
達成のための手段」それ
ぞれについて、強力に推
進した結果と考えられる。
地域の中で、積極的に環
境保全活動等に取り組む
子どもたちが増えたと評価
したい。ただし、事業自体
には、以下の課題が残っ
ている。
①地方自治体の課題

各自治体では、既存の
活動プログラムの紹介だけ
でなく、地域に根ざした独
自の活動を提供、展開し
たいとの意向が強い。しか
し、自治体によっては、企
画力やノウハウ等がないた
め、独自の事業展開がで
きていないところもある。
②会員（メンバー）及びプ
ログラムの課題

メンバーの中心は小学生
である。そのため、提供さ
れる教材や活動プログラム
も小学生向けのものが多
く、幼児から高校生までの
幅広いメンバーの要望に
応えることが難しい。

・地方自治体
へ の 事 業 の
周知
・全国の児童
館 へ の 広 報
の強化
・企業、団体
等 へ の 教 材
提 供 等 の 協
力依頼
・「グローブプ
ロ グ ラ ム 」 、
「身近な水環
境 へ の 全 国
一斉調査」等
多 様 な 環 境
教育・環境学
習プログラム
の提供

こどもエコクラブ
の会員数
【17年度実績】
110,236人
【18年度実績】
137,532人

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容

目標期間 目標達成が芳しくない場合
の原因分析及びその結果策
定した方策

評価の結果
目標
分類

目標設定の
考え方

政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

-
1
0
3
-



基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容

目標期間 目標達成が芳しくない場合
の原因分析及びその結果策
定した方策

評価の結果
目標
分類

目標設定の
考え方

政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

特定外来生物による生
態系等に係る被害の防
止に関する法律の円滑
な運用による特定外来生
物の飼養等の適正化と
防除の推進。

・電子申請の割合
平成17年度：－
平成18年度：－
平成19年度：10％

Ｐ

・標準処理期間の短縮
平成17年度：－
平成18年度：20％
平成19年度：30％

Ｐ

環境省 外来生物飼養等
情報データベー
スシステム構築
費

【18年度実績】
電子申請：0%
標凖処理機関
の短縮：21%

19年
度

17年
度

－本政策の目
標を達成する
ため、データ
ベースシステ
ムによる申請
者 情 報 の 一
元 化 と 許 可
の 有 効 期 間
の管理、特定
外 来 生 物 の
全 飼 養 者情
報を把握する
ことによる不
適 正 な 飼 養
の 実 態 の 抽
出 、 環 境 省
総 合 文 書管
理システムと
の 連 携 及 び
電 子 申 請 の
割 合 の 増 加
により標準処
理 期 間 の 短
縮を行う。

電子署名などの仕組みが外
来生物の飼養者である一般国
民の間で一般的ではなく、申
請は現在のところ紙媒体で行
われている。

電子申請の割合を増加させ
るためには、当事業の範囲外
である電子認証の国民への普
及が不可欠である。外来生物
法の手続は、申請の様式変更
に伴い一時的に休止している
１種類を除き、全て電子申請
に 対 応 し て お り 、 本 デ ー タ
ベースシステムも対応させてい
くことで電子認証が普及した
際の円滑な業務遂行を図る。

・データベー
スシステムに
より、申請者
情 報 を 一 元
化し、許可の
有 効 期 間 を
管理
・特定外来生
物 の 全 飼 養
者 情 報 を 把
握し、不適正
な 飼 養 の 実
態の抽出
・環境省総合
文 書 管 理 シ
ステムとの連
携 及 び 電子
申 請 の 割 合
の増加による
標 準 処 理期
間の短縮

○ 取組を引き続き継続

本システムは、微修正や
機能の追加が必要な部分
があるが、特定外来生物
の飼養等許可を受けた者
の 情 報 は す べ て 入 力 さ
れ、地方環境事務所及び
農林水産省とも共有できる
データベースとして機能し
ている。また、特定外来生
物の種によっては、新機能
追加により入力・出力に係
る労力を大きく削減できて
いる。しかし、電子申請に
ついては、電子署名など
の仕組みが外来生物の飼
養者である一般国民の間
で一般的ではなく、申請は
現在のところ紙媒体で行
われている。こ れは 、本
データベースシステム構築
業務のみの課題ではない
が、電子申請の割合を10%
確保するとした当初の成果
目標を達成するに当たっ
て、大きな課題となってい
る。

当該年度にお
ける「繰越明許
費」の措置はな
し。

データベース
シ ス テ ム の 活
用により、申請
者情報や飼養
等の内容の把
握が容易にな
る。これにより、
飼養等申請の
処理を効率的
に行えるように
なる。
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基準
年次

達成
年次

測定結果
手段と目標
の因果関係

目標の達
成度合い
の判定方
法・基準

府省名 政策 目標の内容

目標期間 目標達成が芳しくない場合
の原因分析及びその結果策
定した方策

評価の結果
目標
分類

目標設定の
考え方

政策手段

予算執行の効
率化・弾力化
によって得ら

れた効果

環境省 個体識別措置推
進事業

逸走動物の早期発見、
遺棄された動物の飼い
主責任の明確化に資す
るため、家庭動物等の飼
養において、マイクロチッ
プをはじめとする個体識
別措置の普及率向上を
図る。

①飼養動物に対するマイ
クロチップ措置登録頭数
等
18年度目標:188,000頭
19年度目標:430,000頭
22年度目標:1,800,000頭

②地方自治体における
マイクロチップ等の個体
識別措置を利用した飼い
主発見体制の整備
18年度目標:23自治体
19年度目標:47自治体
20年度目標:99自治体

Ｃ

Ｐ

①飼養動物に
対するマイクロ
チップ措置登
録頭数等：H22
年度までに、マ
イクロチップ等
の登録数を180
万頭（約7.5%：
シンガポ ール
並み）に向上さ
せる。

②地方自治体
におけるマイク
ロ チ ッ プ 等 の
個体識別措置
を 利 用し た 飼
い主発見体制
の整備：H20年
度 ま で に 、 す
べての都道府
県、政令市、中
核 市 （ 現 在99
治 体 ） に お い
て、 個体 識別
措置を利用し
た飼い主発見
体制を整備す
る。

本政策の目
標を達成する
ため、一般飼
養 者 、 動 物
取 扱 業 者等
に 対 す る 普
及 啓 発 、 個
体 識 別 措置
の 実 施 体 制
の整備、個体
識 別 デ ー タ
に 関 す る 全
国 レ ベ ル の
連 携 体 制 の
整備を行う。

－ 18年
度

①22
年度

②20
年度

　当該年度にお
ける「繰越明許
費」の措置はな
し

○ 取組を引き続き継続

環境省、６自治体、ＡＩＰ
Ｏ（動物ＩＤ普及推進会議）
による個体識別情報に関
するデータベースの試験
運用を実施するとともに、
マイクロチップ埋込み技術
マニュアルの配布、獣医師
等を対象とした技術講習
会の実施、技術マニュアル
の更なる内容の充実を図
るための実証事業、全国
の地方環境事務所等への
マイクロチップリーダーの
配備等を行い、個体識別
措置の実施体制の整備に
つ い て は 着 実 な 進 展が
あった。一方、個体識別措
置の 登録頭数 に つ いて
は、これまでのペースでは
目標年度（H22年度）にお
ける目標の達成は困難な
状況であり、一般飼養者、
動物取扱業者、獣医師等
へのさらなる普及啓発等に
よる、普及率向上のペース
アップが必要となる。

・ 一 般 飼 養
者 、 動 物 取
扱 業 者 等 に
対 す る 普 及
啓発
・個体識別措
置 の 実 施 体
制の整備
・ 個 体 識 別
デ ー タ に 関
する全国レベ
ル の 連 携 体
制の整備

個体識別情報に関する全国
的なデータベース・ネットワー
クの運用開始、危険な動物へ
のマイクロチップ埋込み技術
マニュアルの配布・講習会の
開催等により、個体識別措置
の実施体制等の整備を図ると
ともに、一般飼養者、動物取
扱業者、獣医師等へのより一
層の普及啓発を実施する。

（注）  １　環境省の「平成18年度環境省政策評価書（事後評価）」を基に当省が作成した。
　　　　２　各欄の記載事項については、「政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項」を参照

【18年度実績】
①飼養動物に
対するマイクロ
チップ措置登録
頭 数 等 :60,000
～ 100,000 頭
（集計中）

②地方自治体
におけるマイク
ロチップ等の個
体 識 別 措 置を
利用した飼い主
発見体制の整
備:６自治体
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政策評価審査表（成果重視事業評価関係）の記載事項 

 

欄   名 記          載          事          項 

「府省名」欄 当該成果重視事業を実施した「府省名」を記入した。 

「政策」欄 評価の対象とされた政策（平成 18 年度予算における成果重視事業）の名称を記入した。 

なお、各府省の政策評価書における当該名称が、財務省の資料での名称と異なる場合は、（ ）内に財務省の資料での名称を記入した。 

「目標の内容」欄 評価の対象とされた成果重視事業の目標を記入した。 

「目標分類」欄 「アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方（総務省行政評価局）」を踏まえ、「Ｃ」、「Ｐ」の別を記入した。 

なお、「Ｃ」（＝outCome）はアウトカム、「Ｐ」（＝outPut）はアウトプットをそれぞれ示す。 

「目標設定の考え方」欄 目標設定の考え方が記載されている場合にその考え方を記入した。 

「手段と目標の因果関

係」欄 

目標を達成するための手段と目標の因果関係について記入した。 

「目標の達成度合の判

定方法・基準」欄 

達成度合いの判定方法・基準について記入した。 

「目標期間」欄 

 

「基準年次」には、目標の達成度合いを把握するための基準となる年次を定めている場合に、「達成年次」には、政策を実施することにより達成すべ

き目標を達成しようとする年次を定めている場合に、それぞれ当該年次を記入した。 

「測定結果」欄  測定の結果を年度別に記入した。 

「予算執行の効率化・弾

力化によって得られた

効果」欄 

予算執行の効率化・弾力化によって得られた効果について記入した。 

「評価の結果」欄 評価の結果について記入した。 

「政策手段」欄 達成すべき目標を実現するために具体的に講じる手段が記載されている場合、その内容を記入した。 

「目標達成が芳しくな

い場合の原因分析及び

その結果策定した方策」

欄 

目標の達成状況が芳しくない場合に原因分析が行われている場合は、それを記入した。また原因分析の結果策定した方策がある場合は、それも記入し

た。 

なお、目標達成が芳しくないとしているもの以外のもの、あるいは、平成 18 年度においてはシステムが完成していないものは、当該欄を斜線として

いる。 
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アウトカム指標とアウトプット指標の分類の考え方(総務省行政評価局) 
 

 

 各府省の実績評価方式による評価で用いられている測定指標について、アウトカム指標とアウトプット指標との区分を分類整理するに当たっては、下記の考
え方に沿って指標を分類した案を各府省に提示した。 
 

記 
 

 行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成 13 年法律第 86 号)第３条第１項において、政策効果は「政策に基づき実施し、又は実施しようとしている行政
上の一連の行為が国民生活及び社会経済に及ぼし、又は及ぼすことが見込まれる影響」と定義されている。この「国民生活又は社会経済に及ぼし、又は及ぼす
ことが見込まれる影響」がアウトカムに当たる。 
 

○アウトカム指標 

行政の活動の結果として、国民生活や社会経
済に及ぼされる何らかの変化や影響 

(例)  〇行政サービスに対する満足度、 〇講習会の受講による知識の向上、技能の向上 
〇搬送された患者の救命率、 〇開発途上国における教育水準(識字率、就学率) 
〇農産物の生産量、 〇大気、水質、地質の汚染度 
〇ごみ減量処理率、リサイクル率、廃棄物の再生利用量、不法投棄件数 
〇株式売買高の推移、 〇育児休業取得率  
〇就職件数、就職率 

○アウトプット指標 

アウトカム指標以外のもの 

① 行政の活動そのもの (例)    〇事業の実施件数、 〇会議の開催数 
〇偽造防止技術の研究件数、 〇環境基準の設定 
〇検査件数、 〇行政処分の実施件数 

② 行政活動により提供されたモノやサービス
の量 

(例)    〇講習会、展示会等の開催回数、 〇標準事務処理期間の遵守状況 
〇電算機の稼働率、 〇助成金の支給件数・支給金額 
〇パンフレットの配布数 

③ 行政活動により提供されたモノやサービス
の利用の結果 

(例)    〇講習会、展示会等の参加者数、 〇ホームページ等へのアクセス件数 
〇論文の被引用数、 〇共同利用施設の利用者数 
〇放送大学の学生数、高等教育機関における社会人の数、 〇技術士、環境カウンセラー等の登録者数 
〇相談件数、 〇インターンシップ参加者数 

④ 行政機関同士や行政内部の相互作用の結果
であり直接国民生活や社会経済に及ぼす影響
でないもの 

(例)    〇機構・定員等の審査結果、〇一般会計予算の主要経費構成比 
    〇法令等審査件数、〇恩給請求書を 3 か月以内に総務省に進達した割合  

⑤ 行政活動の結果に起因して生じている現象
や事態を表す指標であるが、それ自体は直接
国民生活や社会経済に及ぼす影響を表すもの
ではないもの 

(例)    〇各種研究開発の特許取得件数、〇マネーロンダリングに関する金融機関からの届出件数 
〇新規化学物質の製造、輸入に関する届出件数 

 

 

 

-
1
0
7
-




